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1．序論

1．1　はじめに

　近年、大規模な住宅被害を伴う自然災害が相次いで発生している。

　1991年の雲仙普賢岳の噴火災害に伴う避難生活では、最長で3カ月の避難所での生活の後、希望者

全員に応急仮設住宅が供給された。応急仮設住宅での生活は、供与期限である2年を越えて続けられ、応

急仮設住宅が最終的に撤去されたのは、1995年9月28日であった。その後、災害公営住宅｛1）が建

股され住宅を失った人々は災害公営住宅での生活を送っている。しかし、庭付き王戸建てに住んでいた被

災者で、中屈の災害公営住宅に移行した場合、新たな住環境に適応できないという問題も発生している。｛2｝

　1993年の北海道南西沖地震の場合は、避難所での生活が最長1カ月、その後、希望者全員に応急仮

設住宅が供給され、現在も一部の世帯で亦急仮設住宅での生活が続いている。奥尻の復興は、全国から集

められた義援金から住宅を再建費用として1300万円近い補助金㈲が配分されたこともあり、事業の

上では、復興は順調に進んでいる。

　1995年1月17日の阪神・淡路大震災では、兵庫県・大阪市併せて全壊104，724戸、半壊1

27，873戸（兵庫県、大阪府調べ）という大きな被害が発生した。居住関係では、災害後のピーク時

には神戸市で235，282人（1月23日、神戸市教育委員会調べ）の避難者が発生、小学校や公民館

といった公的な避難所に入れず、車中や、公園で生活をするという事態が発生した。兵庫県知事より「す

べての希望者に応急仮設住宅の供給する」（4）との発表が有り、大阪・兵庫県併せて49，681戸の応急

仮設住宅が供給された。しかし、応急仮設住宅の立地条件の悪さ等の理由で応急仮設住宅に入居せず、震

災後1年以上経過した現在も非公認の避難所、待機所での生活を送っている人がいる。また、社会的弱者

（高齢者・身体障害者）を以前の居住地を考慮せず優先して応急仮設住宅に入居させたため、老人世帯ばか

りの応急仮設住宅団地ができ、高齢者の孤独死の問題が発生した。インフラの復旧は順調に進んだが、こ

と居住環塊の復興に関しては順調に進んでいるとは言い難い。また、現在の応急仮設住宅供給には多くの

問題点がある。
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1．2　研究の目的

　　本論文では、主に応急居住空間の中心的役割をはたす応急仮設住宅について研究を行う．応急仮設住

宅に関しては供給戸数が限られていること、使用期間が短期間であることからこれまで殆ど研究がなされ

ていない。㈲応急仮設住宅に関わる問題は、1）供給制度、2）居住水準・居住性能、3）供給システム、

4）心理学的問題に整理される。

　本論文では、1）～3）の問題について考察を行い、今後の「応急居住空間」のありかたを明らかにす

ることを目的とする。

1・3　論文の構成

　序論では、研究の背景と目的を明らかにする。

　第2章では、自然災害後の居住環境推移のプロセスについての定義を行う。

　第3章では、応急仮設住宅供給の最初の事例を同潤会仮住宅事業であると位置づけ、同潤会の仮住宅事

業について明らかにする。

　第4章～第5章では、応急仮設住宅の歴史的変遷について考察する。第4章では、応急仮設住宅の供給

思想の変遷を明らかにし、その結果から今後の自然災害後の応急居住政策のあり方について考察する。第

5章では、応急仮設住宅が「物」としてどのように変化していったのかを明らかにし、これまで「応急仮

設住宅」が日本の住宅の中でどのように位置づけられていたのかを考察する。

　第6章では、居住水準・住性能の問題について考察する。雲仙の噴火災害・北海道南西沖地震後の奥尻

町・阪神・淡路大震災後の応急仮設住宅の調査から現在の応急仮設住宅の住性能・居住水準を明らかにし、

今後の応急仮設住宅の住性能・居住水準のあり方について考察する。

　第7章～第9章では、応急仮設住宅の供給システムについて考察する。第7章では、阪神・淡路大震災

後の応急仮設住宅の供給システムを明らかにし、今後の応急仮設住宅供給のあり方について考察する。第

8章では、阪神・淡路大震災後の応急仮設住宅供給で中心的な役割を果した規格建築の生産組織について

考察する。第9章では、阪神・淡路大震災後の応急仮設住宅供給で日本では初めて行われた外国製の応急

仮設住宅の供給組織について考察する。

　第10章は、結論である。
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本論文は、以下の論文をまとめ、加筆・修正したものである。

口牧紀男・三浦　研・小林　正美「応急偵設住宅の物理的実態と問題点に関する研究」

日本建築学会計画系鹸文報告集　第476号　125－133　1995年10月

口牧紀男・三浦研・小林正美「応急仮設住宅の供給システムに関する研究一阪神・淡路大震災を事例として一」

都市計画齢文集第31号　1996年

口No㎡o　MAKI，　Ken　MIURA，　Ma㎞KOBAYASHL　Na㎞記Di盟5ter　and　Restora吐o皿Hous並g　in　Asian　Coun㎡es，Pro㏄edings

ofllWCEE，1996，6，　CD　ROM

〔］N面oMAKI，　Ken　M皿川り』Mas田血KOBAYASHI，　Emergency　Hou5illg　Sy5tem　after　Na1ural　D丞as【er血Jap…m，

P．0．E　of　Tcmpo凪ry｝Iousi皿g　in　UI］鵬n　lmd　Okush血，oロ曲e　of　p隅rs　Df軸Japan／Uni【ed　SlaIes　Workshop　of　U沁｛m　E舳quqke

Hazard　R〔ンducUon71995．1，ユ27－13D

〈脚注〉

（1）雲仙の災害公営住宅の建股戸数は平成5年度まで779戸（借り上げ住宅含む）を供給。　長崎県（199

3）雲仙岳災害・島原半島復興振興計画

（2）三浦研他（1996）　「雲仙普賢岳喧火災害に伴う災害復興住宅への生活拠点移動に開する研究　一自然災害

を起因とする環境移行研究その1－」日本建築学会計画系論文集第485号　P87－96

（3）死亡一人につき300万円、住宅全壊400万円、半壊200万円、店舗設備代300万円、家具・家財代と

して家を建てる人に150万円、建てない人に50万円、建築資金として700万円、5人以上の世帯に800万

円、土地購入代金の半額（上限100万円）

（4）朝日新聞（大阪）、1995－1－31夕刊1面

（5）応急仮設住宅に関する研究としては、以下の諭文が参照されるが、多くの論文は阪神・淡路大震災にの応急仮

設住宅の調査報告であり、応急仮股住宅供給に関して体系的に研究を行つている論文は、室崎（1989）、（19

94）のみである。

1）供給制度・居住水準に関するもの

　室崎益輝他（1989）「災害時の住宅復旧過程に関する研究」、第24回日本都市計画学会学術研究論文集、9

1－96
　室崎益照（1994）「応急仮設住宅の供給実態に関する研究　一雲仙・奥尻にみる居住生活上の問題点一」第

29回日本都市計画学会学術論文集　694－654

　越山健治他（1995）「阪神・淡路大震災における応急仮設住宅供給に関する研究」、地域安全学会論文報告集、

第5号、　90－96

　室崎益輝他（1994）「大災害時の応急仮殿住宅供給に関する研究　その1～3」、日本建築学会近畿支部研究

報告集、761－－768
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菊澤秀和他（1996）「兵庫県南部地震における応急仮設住宅の事例研究　一第1報　各翰入仮般住宅の特徴と

問題点一」　日本建築学会近畿支部研究報告集　429－432

　山口雅子他（1996）「兵鼠県南部地震における応急仮設住宅の事例研究　一第2報　各輸入仮般住宅の室内温

熱環境の特微と問題点一」　日本建築学会近畿支部研究報告災　433－436

　原田賢使他（1996）「阪神大農災の被災市街地にける自力仮設住宅に関する研究」　日本建築学会近畿支部研

究報告集　437－440
　高齢者グループ住宅としての災害仮設住宅に関する調査研究　一高齢者居住空間としてのグループ住宅一」　日本

建築学会近畿支部研究報告集　441－444

　岩田三千子（1996）」「兵庫県南部地震後の仮殴住宅入居者の住生活と住要求　一神戸市市街地仮般住宅にお

ける入居者の世代別住環境意識一」　日本建築学会近畿支部研究報告集　445－448

　中島　倫（1996）「兵庫県南部地震後の仮設住宅入居者の住生活と住要求　一神戸市郊外地（北区）の場合

一」　日本建築学会近畿支部研究報告集　4qg－452

　谷口知弘（1996）「仮設的生活環境に関する既究　西宮市における応急仮設住宅の調査より」　日本建築学

会近畿支部研究報告集　765－768

2）供給システムに関する研究としては、以下の論文が挙げられる。

　国土庁・建設省住宅局（1981年）r震災時における応急物資確保システム調査報告轡（応急仮設住宅）』、国土

庁長官官房

　松本光平（1984年）「応急仮設住宅備蓄の経済考察」、日本都市計画学会学術研究鍮文集、第19号、38

5－390
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2．自然災害後の避難空間推移のプロセス

2．1　はじめに

　本章では、現行制度の想定する避難生活空間推移のプロセスと、近年発生した災害後の避難生活空間推

移のプロセスを比較し、避難生活空間推移のプロセス実際を明らかにする。また、避難生活空間推移のプ

ロセスの実状に合わせ、避難生活空間の各居住段階の定義を行う。

2，2　現行制度における自然災害後の避難空間推移のプロセス

　日本の現行制度による災害時の避難生活空間確保のプロセスは、室崎ωにより整理されている。避難

生活は「緊急避難」→「応急避難」→「応急居住」→「恒久居住」へと移行し、現行制度では図2－2－

1のように想定されている。室崎による「緊急避難」「応急避難」「応急居住」の定義〔2）を以下に示す。

口「緊急避難」：「まず、災害の危険を回避する緊急避難の段階では、最寄りの空地や安全な施設が「退避

場所」として選択される。地震対策でいう「広域避難地」はこれにあたる。この緊急避難における退避場

所は、生命を守ることを最優先したもので、必ずしも生活の維持（給食や就寝など）を保障するものでは

ない。」とされる。

ロ「応急避難」：「とりあえずの生活維持をはかる応急避難の段階に対応するものとして、収容施設として

・緊急避難 応急避難 応急居住 恒久居住

緊急避難場所
L域避難地
�ｯ館など

知人宅
ﾘ家確保

知人宅寄留
ﾘ家確保
ｼ設建設

自

日公

避難所
ﾌ育館など 応急仮設住宅

自力建設購入

　　　↑

日家確保など

公営住宅など

図2－2－1　避難生活空間確保のプロセス（室崎（1994））
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の r避妊所｣が開設される｡(中略)この避塵所の開設期間は､災害救助法の絡みで､災害直後から7日以

内と定められているが､過去の乗組では2-3日で終わるのが一般的である｡｣

□ ｢応急居住｣ニ｢この段階は自力解決型と公的救済型に大別され､それぞれに応急あるいは仮設の居住空

間が確保される｡後者の公的救助型の解決索として､r応急仮設住宅｣が供与されるのである｡｣とされる｡

2.3 阪神 ･淡路大震災時の避難空間推移のプロセス

阪神･淡路大鹿災後の居住環境の推移をみると.現行制度の枠に当てはまらない事例が多(見られる｡神

戸市が避難所解消の期限として最初に設定したのが7月末日であり､応急避厳の期間が半年以上となって

いる｡｢応急居住環境｣の主たる供給手段である応急仮設住宅入居までの期間を応急避雛としても､厚生省

が規定している災害発生後30日以内 (特別基準により延長可)に着工した4次分までの314.287

戸が完成したのが3月末日～四月初めであり､2カ月以上が経過している.また､危終的にすべての応急

仮設住宅が完成したのは､災害後7カ月経過した1995年8月10日であった｡このような事例を見る

と､避難所での生活もある時期から r居住｣であるというように定義しなくてはならない｡

厚生省の基準によると､避難所設置の趣旨は ｢災害のため現に被書を受け､又は受けるおそれのある者

で､避難しなければならない者を､一時的に学校､公会堂､公民館､神社､寺院､旅館等の既存の建物又

は野外に設題した仮設物等に収容し保護することを目的とする｡｣(3)とある｡設置期間は､r災害発生の日

から最大限7日以内 (特別基準により延長あり)｣ (4) と定められており､今回の震災のように何カ月もの

間､避難所で多くの人が生活するような事旗は想定されていない.阪神大震災後の避難所の生活環境に関

して細査 (5)を行った｡調査結果によると､基本的物資の不足は一週間程度で解消されており基礎的物資

供給のシステムは今回の災害においてはうま<機能したように見える｡しかし､住宅の問題･プライバシ-

の確保といった居住空間整備は阪神 ･淡路大震災においては上手く機能していない｡調査によると地震か

ら1週間後から､間仕切や畳カーペットといった居住に関わる物資の支給に対する不満､プライバシーが

無いことに対す不満が増加に転じる.(6)大規模な住宅披書を伴う災害の場合､r応急居住空間｣確保に一

定の時間が必要となる｡これは阪神 ･淡路大震災が最初の例ではない｡関東大震災の場合､建物が壊滅的

な被害を受けた為､応急温故空間 (避茸所)も確保することができず自力建設によるバラックが各地に建

設された｡その後､政府により小学校の校庭､神社､公園に生田バラックが建設された｡震災発生から1

年2カ月が撞過して初めて集団バラックの撤去が開始される｡集団バラックの居住者は東京都の仮住宅･同

澗会仮住宅へ収容されるのである｡近年の自然災害の例を見ると､避難所での生活が長期化する傾向が見
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られる。雲仙の場合は最長で3カ月、奥尻の場合は最長で1カ月の避難所での生活を余儀なくされた。1

週閻～3カ月の避難所での生活を「暫定居住」と定義する必要がある。

　現在の実際の避難空間確保のプロセスを「緊急避難」（阪神淡路大震災の場合、大規模な火災が発生した

地域が限られていたため広域避難は発生せず、緊急避難場所＝避難所という例が多く見られた）→「応急

避難」→「暫定居住」→「応急居住」と定義する。

　阪神・淡路大震災後の避難生活空間確保のプロセスの事例を図2－3－1【7⊃に示す。

　（震災直後）　　　（1週闇まで》

緊急避難　応急避難

広域避難地
公民館など

30万人

避難所

　（6カ月）

暫定居住

（避難所以外）

知人宅寄留・ホテル
・社宅・自宅

｛3年）

瓜急居住

応急仮設住宅
�c住宅

被災地外へ疎開

被災地区内で
ｩ力で住宅確保・
i借家確保

ｩ力仮設建設）

ひょうご住宅復興3ヵ年計画

　恒久居住

自力住宅確保

公的支援住宅

（公営住宅

住都公団等）

図2－3－1　阪神・淡路大震災後の避難空間推移のプロセス
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〈注釈〉

（1）室崎益輝他（1994）f大災害時の応急仮般住宅供給に関する研究　一その1　応急葭設住宅　をめぐる諸

問題一」　日本建築学会近畿支部研究報告集　P761－764

（2）室崎益輝他（1994）「大災害時の応急復設住宅供給に開する研究　一その1　応急復設住宅　をめぐる諸

問題一」　日本建築学会近畿支部研究報告集　P761

（3）厚生省社会局施設翻（平成4年）r災害救助の実務　平成4年版』第一法規出版　P75－76

（4）前掲所、P83

（5）牧　紀男・小林正美（1995）「避難所の生活実態と管理運営に関する研究」『平成7年度　文部省科学研

究費（総合研究A）研究成果報告書　平成7年兵庫県南部地震の被害鯛査に基づいた　実証的分析による被害の検

証』　p539～43、牧　紀男他（1996）「阪神・淡路大震災における避難生活に関する研究」　日本建築学会

近畿支部研究報告集　P817－824　p817－824
（6）牧紀男他（1996）「阪神・淡路大震災における避難生活に関する研究」　日本建築学会近畿　支部研究報告

集、P824
（7）室崎益輝（1995）「災害直後の被災者の対応行動」「特別研究　阪神・淡路大震災から一年　一建築および

都市の防災性エ場へ向けて一』、日本建築学会兵庫県南部地霞特別研究委員会　P83－86、ひょうご住宅復興

三ヶ年計画より作成
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3．応急仮設住宅供給の最初の事例

3．1　はじめに

　本章では応急仮設住宅供給の最初の事例が「同潤会仮住宅」であると定義し、さらに「同潤会仮住宅」が

どのように運営されていたのかを明らかにする。これまで同潤会アパート・普通住宅に関する研究は多く

なされているが、仮住宅に関する物は無い。東京都公文書館に所蔵されている内田家文書の「同潤会仮住

宅」に関する資料をもとに考察を行った。

3．2　応急仮設住宅供給の最初の事例

　明治以降の大きな住宅被害を伴う災害は、濃尾地震（明治24年、1891年）、関東大震災（大正12

年、1923年）と続く。住宅問題が社会政策・住宅政策の中で明確に位置付けられるようになるのは、大

正7年（1918年）の「小住宅改良要綱」が始めであるとされる。（2》　「小住宅改良要網」は内務大臣の

諮問機関である救済事業調査会による答申である。大正17年以前の災害で、被災者に「応急居住空間」が

供給されたとは考えられず、災害後に政府・地方公共団体が災害後の「応急居住空間」供給を行うように

なるのは関東大震災が最初の事例であると考える。

　関東大震災後、東京市は1300棟の仮住居を建設し（3〕、震災直後に建設した集団バラック（4）の住民

を移転させた。東京市の仮住宅の供給思想は東京都のバラック居住者の調査報告書｛5）によると以下のよ

うである。「職業の種類又は収入の程度に依り或は自ら住宅を建設し又は適当の借家を借入るる力ある者は

なきに非ざるに依り是等は富然必要数より除去し直に住宅を建設し又は高価なる家賃を支払ふ能力なき者

のみに限らさるへからず。」　このように自らの資力では住宅を確保することができない者を対象としてい

る。調査により必要供給戸数は最低限13，000戸とされた㈲。

　東京市の仮住宅供給を引き継いで行われたのが、同潤会の仮住宅事業である。同潤会は内務省社会局の

外局として設立された経移を持つ。内務省社会局は昭和13年に厚生省となる。現在、応急仮設住宅は厚

生省が管轄しており、「同潤会仮住宅」は応急仮設住宅供給の最初の事例として位置づけられる。
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3.3 ｢同湖会仮住宅｣供給の位置づけ

同澗会は閑寛大震災後の復興事業の一県として.義援金1000万円をもって大正 13年に設立された

財団法人であり､内務省社会局の外局として運営された｡同澗会は､仮住宅供給の後､普通住宅､アパー

ト供給を行っている｡普通住宅 (7】､アパ-ト(8)は現存しているが､仮住宅に関しては､その性格上､現

存している建物は無い｡

r同潤会仮住宅｣は免田バラックゐ撤去に伴う居住者を収容する目的で設田された仮住宅であり､束京市

内1カ所.郊外 6カ所に設置された (9】 .設置の趣旨は r有史以来未曾有と称せられたる大正 12年9月

1日の大震災は其の激甚にして広大なりしゆえ帝都に於ける住宅の建設後番は遅々として進捗せず､為め

に貸家の沸低と家賃の界膳甚しく公園学校或は神社仏閣等の境内に応急建設せる柴田 ｢バラック｣内に一

時収容せる者は何れも其の住宅を得るに苦しみ震災後一年後に至るも残留者尚一万四千六百世帯の大きに

及び放暦せんが何れの日に役帰すへきかを庶幾する能わきざる状態に在りて一般市民の衛生娯楽又は児症

の教育上誠に憂慮に堪えさるものあり.依りて之れが整理の最も急なる認め之机が応急施設として社会局

長官より大正13年9月29日 本会に仮住宅二千戸の建設を命せられ之に要する経兜を交付せられたり｡

(中略)叔上の如く仮住宅は集団 ｢バラック｣整理の為一時的に建設したるものなるを以て住込には何れも

集団 ｢バラック｣居住者にのみ之を許可し住込者は漸次本会建築の小住宅又は公営住宅或は一般民間の貸

家に転住することを奨励し成へく速かに之机が撤廃を期する方針を執りたり｡｣ (10) とされている｡｢同澗

会仮住宅｣は Tバラック｣から恒久住宅への移行期の住宅と位置づけられ､居住者には同澗会普通住宅へ

の優先入居権が与えられた｡

3.4 ｢同潤会仮住宅｣の概要

r同潤会仮住宅｣は､藍崎町 (東京市内)(写真 3-4-l(ll))､方南町､平塚､中新井､押轟.奥戸､

砂町の計 7カ所に計2158戸建設された｡各住宅団地の概要を表 3-4-1に示す.

同潤会の仮住宅は8畳+便所+土間+ ミセ (7.5坪)(写真3-4-2('2り のタイプとミセの無い

5.5坪の2タイプであった｡住構造及び仕様 (L3) を蓑3-4-2に､平面図 (14)を図3-4-1に示

す｡

仮住宅の使用期限は当初大正 13年 11月～大正 15年3月の1年4カ月が予定されていたが､方南ヰ

塚 ･砂町の3住宅については大正 17年 3月末日､藍崎町については大正 18年3月末日まで使用期限を
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写真3－4－1　藍崎町の仮住宅団地
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表3－4－1　各住宅団地の概要
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敷地面積（坪） 戸数（戸） その他の施設 郊外冠車（運賃） 市内電車（徒歩距離）

方南仮住宅 工0289
4D5（内9戸授産

梶E18戸託児所）

仮設浴場、診察所、

�剌梶A授産所

京王電車代田橋

i9銭）
新宿追分（13丁）

平塚仮住宅 5571 304〈内8戸授産

梶A16戸託児所）

仮設浴場、診察所、

�剌梶A授産所

目黒蒲田電車洗

ｫ（12鋤
目黒終点（12丁）

中新井仮住宅 4266 238 診察所
武蔵野鉄道線馬

i18銭）
大塚終点（9丁）

碑金仮住宅 6000 291 仮設浴場、診察所
玉川電車上馬引

i13銭）
渋谷終点（10丁）

奥戸仮住宅 5859 31 仮設浴場、診察所
京成電車四つ木

i13銭）
押上終点（7丁）

砂町仮住宅 4220 256 仮設浴場、診察所、

�剌

城東電車砂町

i13銭）
錦糸堀終点（10丁）

藍崎町仮住宅 5495 第1期229
謔Q期12

‘

入船町（10丁）
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写真3－4－2　店舗付の仮住宅

表3－4－2　同潤会仮住宅の仕様

基礎 床下玉石地形

軸部 屋根流シ造、軸部米材、内外壁、エゾ板張

床 屋室畳敷、入口、炊事場、土間トス

壁 外部ハ和風下見張、防腐剤塗．内部堅羽目板目板打

天井 裏板兼用エゾ板張トス

屋根 亜鉛引波形鉄板葺トス

建具 外廻リハ硝子障子内部ハ紙張障子及板戸トス

公設水道共用栓、普通井水ニヨリ給水ス

付帯設備 敷地内幹線道路ハ砂利道トシ下水ニハ主トシテ木製開渠トシ其他一散＿亀

?ｨ干杭等ノ設備ヲナス

机一 o芥
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延長した。

　現在の応急仮設住宅では家賃は無料、光熱費は自己負担であるのに対し、「同潤会仮住宅」では家賃は有

料、光熱費、くみ取り費は無料であった。同潤会の報告書には以下のように述べられている・「仮住宅建設

の目的は前編に於て詳述せる如く震災後一年を経過して尚且つ十万の被災者が公設「バラック」内に居住

し容易に移転するを欲せざるは其の「バラック」建設地が公園又は学校の前庭鐙付近に於ける交通至便の

地に設置せられしと家賃水道等の諸掛を要せざる等の利益を有りしは又其一因にして相当資力を蓄積せる

者と雌も尚且つ「バラック」内に盤鋸せる者少からざりし事情等に鑑み此中問施設たる仮住宅の貸付に際

しても相当の考慮を要するを以て先ず之れが借家資格者を政府の指定したる者に限定し借家人よりは原則

として家賃を徴収することに定めたり」ll5）とある。家賃は東京市内と市外で区別があり、普通住宅（市

内7円、市外5円）、店舗付（市内12円、1市外10円）であった。

　また、住宅地には託児所・授産所・仮設浴場・診療所も付設された。当初、託児所3カ所、授産所5カ

所を設置する予定であったが不況等の関係により実際に設置されたのは託児所2カ所、授産所3カ所であっ

た。

3，5　「同潤会仮住宅」の運営

（1）入居者数の推移

　阪神・淡路大震災後の郊外に建設された応急仮設住宅では通勤に支障を来たす、交通費が高い等の理由

により入居者が集まらず空き家が多く発生するという事態が発生した。また、一方で郊外の応急仮設住宅

に入居せず避難所に滞在しつづける人も多くいた。同潤会の仮住宅の多くは、関東大震災当時は東京市の

郊外地であった所に建設された。表3－4－1に示したように東京市内から仮住宅地までの交通費も家賃

と比べると分かるように高額であった。郊外地に建設された仮設住宅の入居率を図3－5－1（16｝に示す。

　図から分かるように「同潤会仮住宅」の入居率は低かった。80％以上の入居率を達成できたのは藍崎

町、平塚、砂町、方南の仮住宅団地のみで、碑金・奥戸・新井の各仮住宅で最高で30％程度の入居率で

あった。

　最高の入居率であった藍崎は東京市内であり、「同潤会仮住宅」の場合も市街地からの距離が入居率に関

係していたと考えられる。
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純音が 家賃を納めた場合の報奨金制度も作られた｡撤去後に ｢完納者及び3カ月未満の滞納者｣に報奨金

を支払っていることからすると.家賃未納のまま退出した居住者がかなりいたことが分かる｡図3-5-

2から見ると当初 100%近い納付率であった家賃が単調減少していくことが分かる.報奨金制度も大正

15年2月に改定された制度は一時的の納付率を引き上げ､一定の効果をもたらしたが､その後再び納付

率は減少に転じている｡家茸の回収率が減少してい<のは､居住者で自力で住宅を確保できるほどの糞力

のあるものが順次退去していったのに対し､家賃さえ支払えないものが資力のない者が仮住宅に残っていっ

たこと関係すると考える｡

表3-5-1 家賃納入奨励制度の変容

大正14年8月 1)仮住宅開始以来大正14年8月迄に毎月遅滞なく家宜を完納した者に対して家賃-

カ月分を寅興として給興す

2)大正 14年9月移行は各6カ月毎に前項の賞興金を給興す

3)仮住宅に居住注-カ年以上遅滞なく家賃を完納したものに対しては本会名の家兜完

納証明を兼ねたる褒状を交付す

大正15年2月 1)大正 14年9月以降引続き所定の期日内 (其の月5日迄に)家党を完納したる者に

対しては六ケ月に構つる毎に家賃一カ月分の十五割に相当する金額を交付す

2)大正 14年9月以降引続き所定期日の月末迄に家長を完納したる者に対し六ケ月に

満つる毎に家貿-カ月分に相当する金g買うを交付す

(改定) 3)大正 14年 9月以降家宜を納付の月分より遡 りて六ケ月分を完納したる者に対し家

餐-カ月分の八割に相当する金額を交付す

4)前三項以下に於て大正14年9月以降の家賃を納付したる者に対しては六ケ月に滴

つる毎に家環一カ月分の五割に相当する金額を交付す

昭和2年 5月 仮住宅撤退処理方法実施に閑し家受納大成練優秀なる者に対しては 仲 略)賞状及び寅
金を給興す

毎月期限内家宋完納者 賞金六十円円以内
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図3－5－1　仮住宅の入居率

（2）家賃

　「同潤会仮住宅」では家賃の滞納が多発した。q7）家賃の収納率の推移を図3・－5－2〔181に示す。報

告書には「仮住宅入居当時は家賃納入の成績、稔々良好なりしが集団「バラック」生活の慣習猶脱せざる

ものあり漸次滞納の傾向増進し来り之れを放置せば徒らに恩恵に憤し放縦怠慢の悪習を馴致するの憂ある

を以て之を矯正し常に義務履行の美風を滋養するの必要を認め家賃納入奨励の特例を設け其の実施の成績

に照して数次改定を行ひ以て之れが微底を図れり」Gglとある。すなわち、同潤会では家賃の納入を促進

する目的で奨励金等の特例措置を行ったのである。家賃納入奨励制度は制度の効果を確かめた上で何度か

改定された。表3－5－1伽）に奨励制度の変遷を示す。家賃納入制度の対象者は、当初は、それまでに

家賃を滞納せずに納めた者と今後、6カ月間滞納せずに家賃を納めた者に限られていたのが、改定後は滞

　　　　100
　　　　器

　　　　ii

　　　　l

　　　　　ll弼量馨

図3－5－2　家賃の回収率
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(3)授産所

授産所経営の目的は ｢住宅居住者に各種の鞍を授けて収入の増加を計り兼て勤徳の菜を楽しみ一定の規

律に服従するの気風を養成せんことを期す｣ (25)､｢居住民に対する一般生業特に家庭副業の紹介斡旋をな

し以て従業者に利得を興し来て勤労自助の輔神を滋養せしむることを本旨とす｣ (26)とされている.各授

産所の事実を表 3-6-2(川 に示す｡

各授産所には教師.助手が配置され労働者の指導にあたった｡

しかし､毎月の平均工食が-人当たり5円程度であり､素食にも満たず授産所からの収入だけでは生活

することはできなかった｡

表 3-6-2 各授産書の事業

授産所名 業務 作業材料 就業時間 休日

方南捜直所 裁縫一般 給与貴材(真金統制垂託品 4月1日～10月31日 12月29日～1月3日毎日曜日

主として手工による簡易なる加工業 午前8時～午後5時
各覆手芸品の製作 11月1日～3月31日
家庭工業に副菜の工修 午前9時～午後4時

平塚捜由軒 ミシン鼓絶及簸断其他一切製作及垂紀和胞裁縫及鼓断其他一切製作及委託 給与茸材(黄金流用)垂託品 4月1日～10月31日 12月29日～1月3日毎日曜日

靴下手袋其他製作 (韻械製のもの) 午前8時～午後5時
玩具製作 11月1日～3月31日

(4)救護

救助の趣旨は ｢一時仮避難所たる集団バラックの生活より仮住宅に入居したる時期は恰かも厳寒に向か

うの季節にあたりLを以て社会局より交付せられたる毛布を各戸に3枚宛給興し防寒用に供しめたるが居

住者中には災害の打撃により疲労困態病床に坤吟するもの栄養不良にして疫病者に陥 らんとするもの或は

生計困難にして葬儀の焚きへ調達し得ざるもの等あり其の惨苦見るに忍びざるものあるを以て大正14年

3月之れが救助の規定を定めて惨状を審査し適宜給興をなし其の間失業者には鋭意適当な職業を求めしめ

帰国を希望するものには旅資を給 して其の生国に復帰せ しめ病弱者には牛乳現品を給興する等の救済の速

を耕じたり｣ (29) とある.

仮住居の居住者には具体的には経盲剤犬態に応じて以下の対策が講じられた｡

1)生活資絵興 .,一世帯一日につき1円50銭以内､

2)教育資給興 :就学児童一人につき1円50銭以内

3)帰国費絵興 :英資以内
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3．6　福利厚生施設

（1）福利厚生事業の概要

　同潤会仮住宅の事業で特筆すべきは福利厚生施設が同時に計画されてたことである。報告書には「本会

は託児所を設けて幼児の保育をなし授産場を設けて副業を奨励し物資を給興して老病者極貧者救助の途を

講じたる外、訪問婦を置きて妊産婦乳児の保護に当たらしめ浴場を仮設して衛生の途を講じ東京府は診療

職業紹介人事相談小融通の事業を経営し以て居住者の生活安定を計れり」〔29とある。

　同潤会仮住宅事業では託児所、授産所、浴場といった施設経営に加えて、老病者の救護、保健婦の巡回、

職業紹介、融資といったソフト面での居住者のサポートも行われていた。

（2）託児所

　託児所は方南、砂町、平塚の仮住宅に設置された。託児所は「生計維持のため保育に余裕なき者の（中

略）歩行児童を受託す」という目的で運営された。運営は各外郭団体である同潤会賛育会、増上寺、本願

寺に委託された。各運営状況を表3－6－1〔22）に示す。各託児所共、常時60～70名程度（23⊃の児

童を預っており、また児童の出席率も80％以上個）であり、成功した施設であったと考える。

表3－6－1　託児所の運営状況

託児所名 開所時間 休所日 定員 入所条件 カリキュラム

砂町託児所

4月1日～工0月31日
ﾟ前5時30分～午後6時
P1月1日～3月31日
ﾟ前6時～午後6時

毎月1日、15
冝A正月工日～
R日、大祭祝日

70入

本仮住宅に居住

ｷる者
ｶ後3年～学齢
｢満

一般幼稚園に準

ｸる

方南託児所

4月1日～10月31日
ﾟ前5時30分～午後6時
P1月1日～3月31日
ﾟ前6時～午後6時

毎月1日、15
冝A正月1日～
R日

不明

本仮住宅に居住

ｷる者
ｶ後3年～学齢

｢満

一般幼稚園に準

ｸる

平塚託児所

4月1日～10月31日
ﾟ前5時30分～午後6時
P1月1日～3月31日
ﾟ前6時～午後6時

毎月1日、15
冝A正月1日～
R日

不明

本仮住宅に居住

ｷる者
ｶ後3年～学齢

｢満

一般幼稚園に準

ｸる
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表 3-7-1 処分方法

団地名 処分方法 託児所

中新井 大正 14年 9月中新井村に誼渡 なし なし なし

奥戸 大正 14年 9月新義宗管長に譲渡 なし なし 開場せず譲渡

碑金 大正 14年 12月に撤廃 なし なし 撤虎

平塚 大正 15年 12月労働共済会に池波 同譲渡 同譲渡 同

砂町 大正 15年 12月財団法人発育会に譲渡 同譲渡 なし 同譲渡

方南 昭和 2年 9月に撤廃 撤廃 撤庶 なし

3.8 結語

関東大震災の義援金で大正 13年に内務省社会局の外局として設立された同油会は､関束大震災後の｢バ

ラック｣から恒久住宅への移行期の住宅として ｢仮住宅｣を建設した｡｢仮住宅｣の居住者には ｢同澗会普

通住宅｣への優先入居権が与えられていた.内務省社会局は昭和 13年に厚生省となる｡現在も応急仮設

住宅は厚生省が管轄しており r同澗会仮住宅｣は応急仮設住宅供給の最初の事例として位田づけることが

できる｡

｢同澗会仮住宅｣は7カ所に計 2158戸建設された｡｢同澗会仮住宅｣の建築タイプは､平面構成が8

畳+便所十土間+ ミセ (店舗)で規模が7.5坪のタイプと､前記の平面柄成でミセ (店舗)無しで規模

が5.5坪のタイプ､であった｡｢同潤会仮住宅｣では家1割ま有料､光熱碑 ･くみ取り掛 ま無料であった｡

住宅地には託児所 ･授産所 ･仮設浴場 ･診療所も付設された｡

｢同澗会仮住宅｣の入居率に関しては､80%以上の入居率を達成できたのは3カ所のみであり､郊外に

建設された団地では入居率が低かった｡

同潤会仮住宅事業では託児所､授産所､浴場といった施設経営に加えて,老病者の救護､保健婦の巡回､

職業紹介･融資といったソフト面での居住者のサポー トも行われていた｡また､店舗付仮住宅 ･授産所が

設置され居住者の収入の途を開いていた｡しかし､授産所に関しては毎月の平均=寛が一人当たり5円程

度で､家袋にも満たず授産所からの収入だけでは生活することはできなかったB

仮住宅は当臥 1年4カ月の入居期間を予定していたが､最後に撤去を完了したのは 3年 7カ月後であっ
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4）入病院往路費給興：実費以内

5）葬儀費給興：実費以内

6）牛乳もしくは練乳現品給興：乳児又は患者一人一日に付牛乳3合以内もしくは練乳一缶以内

（5）仮浴場（3°｝

　仮浴場は付近に浴場の無い仮住宅地に建設され、経営は民間に委託された。仮浴場の建設された仮住宅

地は、平塚、砂町、碑金、奥戸、藍崎町であった。仮浴場の利用可能者は、仮住宅の居住者に限られた。入

浴料は12歳以上4銭、12歳未満2銭、洗髪10銭以下とされ、その収入は経営者の収入となった。

（6）その他の事業〔3η

　「同潤会仮住宅」に関わる事業としては、上記の他に奨学奨励、手縫の工修、紙袋張の奨励、ブラシ製造

の講習、福祉施設講和会、へちま種子の配布、駆蝿用石油乳剤の配布、種痘の励行、腸チフス予防注射、コ

レラ予防注射、衛生注意書の配布、清潔法の施行、道路改修費の補助、警備費の交付、巡回診察、祭典費

寄付、慰安会、共豊園事業費補給と多岐に渡る。奨学奨励とは、仮住宅の居住者の子弟が通う小学校に対

して補助金を交付したものである、

3．7　撤去

　「同潤会仮住宅」は当初、大正15年3月までの1年7カ月間の使用期間の予定で建設されたが、収容者

の多い方南・平塚・砂町の仮住宅に関しては1年間延長し大正16年3月まで、藍崎町の仮住宅に関して

は2年間延長し大正17年3月までを利用期限とした。各仮住宅の処分方法を表3－7－1（32）に示す。

　新中井、奥戸、平塚、砂町の各仮住宅に関しては運営を他の機関に委託するという方法を執ったため、実

際は撤去を行われず、問題は発生していない。碑金の仮住宅に関しても、居住者が少なかったこともあり

他の仮住宅への移転、建物の譲渡、同潤会本住宅への移転といった施策で撤去を完了することができた。問

題となったのは方南・藍崎の仮住宅である。

　方南゜藍崎の仮住宅では・入居期限の再延長、町村への移管、居住者への無償譲渡等の要求が出された。

また、「住宅不動同盟」や退去費獲得の運動が行われ撤去に支障を来たした。同潤会では期限内の撤去を完

工するため退去費を各世帯の経済状況・事情に応じて貸し付ける対策を執った結果、期限内に仮住宅の撤

去が完了した。その後、退去費は給与されることとなった。撤去に関わる対策を表3－7－2〔32）に示す。
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た。また、撤去せずに町村や各錘団体へ移管されたものもあった。

応急仮設住宅の最初の事例である「同潤会仮住宅」は、建物としてはバラックとほとんど変わりのない

低質なものであったが、託児所・授産所といった福利厚生施設も向時に設置され・居住者のソフト面での

サポートも行われていた。「同潤会仮住宅」は、居住者の立場に立った住宅として計画されていたことが分

かる。
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表3－7－2　撤去に関わる対策

当初計画（大正14年7月決厳） 退去のお知らせ 実施

中新

住宅所在地町村又は社会事業団に寄付をなすこ

ﾆ上記方法が不可の埆合、住宅その他工作勃の散

至匀ﾉを設けて屠住者に無厳付、一般に売却
茁?E砂町・方南．藍崎町への移転を奨励

蜷ｳ15年2月末日までに退去しない者に対し
ﾄは強制立退を行う旨返知

蜷ｳ15年2月末日以降の居住者に対して強制

ﾚ

新中井村に瞳渡（大正14年9月）

蜷ｳ15年2月までは、負付条件変更せ
ｸ同潤会本住宅への霞先入居

新中井村に誼葭（大正14年9月）

蜷ｳユ5年2月まで貸付条件変更せず
b淀後、家賃未舶者多く経営困難、同潤会よ

阨ﾟ助金

顛

住宅所在地町村又は社会事桑団に寄付をなすこ

ﾆ上配方法が不可の場合、住宅その他工作物の撤

至坙ｰを設けて居住者に無償交付、一般に売却

茁?E砂町・方南．藍崎町への移転を奨励

蜷ｳ15年2月末日までに退去しない者に対し
ﾄは強制立退を行う旨通知

蜷ｳユ5年2月束日以降の居住者に対して強制

不明
新義宗に無償譲渡（大正ユ4年9月）

蜷ｳ工5年2月まで貸付条件変更せず

碑…金

住宅所在地町村又は社会事業団に寄付をなすこ

ﾆ上記方法が不可の場合、住宅その他工作物の撤

至卲ﾀを設けて居住者に無償交付、一艇に売却

茁?E砂町・方南、距崎町への移転を奨励

蜷ｳ15年2月末日までに退去しない者に対し
ﾄは強制立退を行う旨通知

蜷ｳユ5年2月束日以陣の居住者に対して強制

大正15年2月末日で撒去
f潤会本住宅に移転する場合霞先λ居

ｯ潤会仮住宅に移転する場合、平塚・方

?ﾉ空き象ある場合収容

ｼの場所に移転する場合、一定期岡内に

P去する契約で住宅を無償供与

（お知らせの通り契施）

蜷ｳユ4年12月末日までに敏去
ｳ償供与の建曲は14棟132世帯分

平塚

居住者なき住宅は直ちに処分

?a井、奥戸、碑衷，集団バラック居住者以外

ﾉ貸付しない

蜷ｳ17年2月宋日までに退去しない者に対し
ﾄは強制立退を行う旨通知

蜷ｳ17年2月末日以降の居住者に対して強制

大正16年8月末日〔昭和2年）までて

P去
ﾆ賃完納の居住者で大正15年9月まで
ﾉ退去、家賃4カ月分、大正16年3月
ﾜで2カ月分交付
卲ﾀ前に退去する場合、移転先に応じて一世帯10円以内の運送料を支払

浄土宗共済会に笹渡（大正15年12月）

蜷ｳユ6年8月末日まで貸付条件変更せず
ｯ潤会本住宅への侵先λ居

砂町

居住者なき住宅は直ちに処分

?V井、奥戸、碑金、集団バラック居住者以外

ﾉ貸付しない

蜷ｳ17年2月末日までに退去しない者に対し
ﾄは強制立退を行う旨逝知

蜷ｳ17年2月末日以降の居住者に対して強制

不明

賛脊会（代衷吉野作造）に大正15年12月

b瀧
蜷ｳ16年8月末日（昭和2年）までは貸付
�書r更せず
ｯ潤会本住宅に慶先入居

荊

居住者なき住宅は直ちに処分
?V井、奥戸、碑金、集団バラック居住者以外に貸付しない

蜷ｳ17年2月末日までに退去しない者に対し

ﾄは強制立退を行う旨通知

蜷ｳユ7年2月末日以降の居住者に対して強制

大正16年8月末日（昭和2年）までて

P去
ﾆ賃完納の居住者で大正ユ5年9月まで

ﾉ退去、家賃4カ月分，大正16年3月
ﾜで2カ月分交付
卲ﾀ前に退去する場合、移転先に応じて一世帯10円以内の運送料を支払

昭和2年9月象目までに搬去
ﾞ去避用貸付、店舗付の住民に対しては営桑

ﾓ金貸付（径に給与となる）

藍崎

ｬ

居住者なき住宅は直ちに処分
?a井、奥戸、碑表、集団バラック居住者以外に貸付しない

蜷ｳ18年2月宋日までに退去しない者に対し

ﾄは強制立退を行う旨泣知

蜷ｳ18年2月末日以降の居住者に対して強制

ﾚ

大正17年2月末日（昭和3年）までて

ﾀ去
ﾆ賃完粕の居住者で大正15年9月まで
ﾉ退去，家賃4カ月分、大正16年3月

ﾜで2カ月、大正16年9月まで1カ月
ｪ交付
卲ﾀ前に退去する場合、移転先に応じて一世帯10円以内の運送料を支払

昭和3年12月末日までに撤去
ﾞ去喪用貸付、店舗付の住民に対しては営桑

ﾓ金貸付（雀に給与となる）
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（16）前掲書　P22－25より作製

（17）西山夘三（1989）『すまい考今学　現代日本住宅史』P221

（18）同潤会（1928）　P33－36より作製

（19）前掲書

（20）前掲書

（21）肩町掲書

（22）前掲書

（23）前掲番

（24）前掲書

（25）前掲書

（26）前掲書

（27）前掲書

（28＞前揚書

（29）前掲書

（30）前掲書

（31）前掲書

（32）前掲書

（33）前掲香

P25

P26－32より作製

P37
P38－53より作製

P53－57

P53－57
P67
P69

P67・70より綴
P73－77よりイ乍製

P80
P87

P95－106
PlO7－140より綴
P107－140よりf乍製
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<注釈>

(ユ)同満会アパ-トに関する研究としては,マルク ･プリュデイエ (1992)r同潤会アパート現凱 住まい

の図沓舷出版局が掛 プられる｡また､同常会普通住宅に関する研究としては佐藤滋 (1989)F並合住宅団地の変

遷 文京の公共住宅とまちづ<りム 鹿島出版会

(2)佐藤溢 (1989)r迎合住宅団地の変遷 東京の公共住宅と真もづ(り』 鹿島出版会 P20

(3)石田頗房 (1987)相 木近代都市計画の百年j 自治体研究社 P166

(4)集団バラックは105箇所､1408凍 (バラック1115榛､天幕293枚)(大正13年3月290日現

荏)有り.最も規模が大きいものは上野公園 (2417世帯)､日比谷公園 (1776世帯)､芝離宮 (1289世

秤)､芝公園 (1760世帯)等であった｡集団バラックは ｢席次者収容ノ為ノー時的確設ニシテ復興 都築ノ進

捗二伴ヒ早晩撤去セサルへカラサル - ･｣(文京市社会局統計課 (1924)｢東京市二澱ケル集団バラック及天

幕居住者ヲ収容スルニ要スル小住宅建設所要戸数調｣文京公文昏館蔵内田文庫)と走軽されている｡

(5)東京市社会局統計課 (1924)憤 京市二於ケル重囲バラック及天幕居住者ヲ収容スルニ要スル小住宅建設

所要戸数調J文京公文曹館蔵内田文庫

(6)｢住宅供給ノ必要痛切ナルモノト否 ラサルモノトヲ区別スレハ､職業別二於テハ 1)工集､2)公務自由業､

3)無駄 4)交通業ノ如キハ多クハ労働者階級又ハ給料生活者慣級タルヲ以チ点先二受託供給ノ必要アルモノト

認メラル而シテ其ノ全数ノ約六七%ニ当り (ロ)収入別二於テハ (1)日収1円50銭以内ノ各 (2)無収着､

(3)収入不定ノ著ハ到底住宅建設又ハ普通高価ナル家賃ヲ支払フノ舵カナキモノト課メラル而シテ其ノ割合ハ全数

六六%ニ当ル｡着ニワノ割合ワオ参考スレハ大体住宅供給ノ必要スル者ハ全体ノ六六%乃至67%ニ当ルヲ得へン

而シテ此ノ割合ハバラック居住者中住宅供給ノ必要アル戸数ナルニ依り之二俵テ本年三月廿日現在バラック居住者

世耕数一九六七八注住宅ノ必要アル戸数ヲ算出スレハ一三〇四六乃至一三二四四戸 トナルヲ見]1,0故二東京市内集

団バラック居住者収容二要スル小住宅ヲ建設セムトスレハ点小限度二於テ～万三千戸内外ヲ要スルモノト推考セラ

ル｡｣(文京市社会局統計課 (1924)｢東京市二於ケル典団バラック及天幕居住者ヲ収容スルニ要スル小住宅建設

所要戸数調｣文京公文昏館蔵内田文庫)

(7)佐藤滋 (1989)p53-54によると､現在も普通住宅が供給された赤羽 ･十条 ･西荻窪 ･松江 ･尾久 ･

新山下 ･井土ヶ谷の各住宅地に建設当初の住宅が残り､当初の計画理念が活き掛 ナている地域もある｡

(8)同潤会アパートは現在更新時期に入っており､取り壊しが進んでいる｡渋谷 (代官山)アパートも一郎保存と

いう形式での再賄発が先日決定された.同滑会アパー トの更新については大月敏捷の研究がある｡

(9)｢叙上ノ加ク仮住宅ハ全然兵団 ｢バラック｣整理ノ為ノー時的二建設シタルモノナルヲ以テ住込ニハ何レモ集

団 ｢バラック｣居住者ニノミ之ヲ許可シ且ツ住込者ハ漸次奉建築ノ小住宅又ハ公営住宅或ハ一般民間ノ貸家二専任

スルコトヲ奨励シ成へク速カニ之レガ 撤犀ヲ期スル方針ヲ執りタリ｣(同澗会 (1929)暇 住宅報告軌 同潤

会 P2)

(10)同潤会 (1928)F仮住宅都築報告JP1-2

(11)柵掲曹 挿図 r藍崎町仮住宅の一軌

(12)的掩昏 挿図 ｢碑会仮住宅の交付を受け改築したる理髪店｣

(13)同潤会 (昭和4年)｢仮住宅事案報告軌 P15

(14)的掲沓P14

(15)的掲啓 P17
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れることを懸念する記述はあるが、スラム化を恐れる記述は見られない・そして・1976年の酒田市大

火では事情が変わってきている。応急仮設住宅は被災世帯数の3分の1に当たる300戸が建設され・被

災者の要望に従って被災地に近い場所に設置されている（9｝・また・1983年の日本海中部地震後の秋

田県では、各自の敷地に建設することが認められた事例がある〔1ω。

　そして、1991年の雲仙普賢岳の噴火災害以降、応急仮設住宅は入居希望者全員に供給されるように

なるのである。雲仙普賢岳の噴火災害で希望者全員に応急仮設住宅が供給されたのは以下の理由による・雲

仙普賢岳の噴火災害では警戒区域が設定され、その地域に住宅のある人に対し避難勧告が出された。警戒

区域に住宅のある人は避難を余儀なくされ、当初、3カ月程度の避難所で生活を行った。住宅の被害に関

わらず公権力により、当面住むための住宅を失ったという理由で希望者全員に応急仮設住宅が供給された

のである。また、1993年の北海道南西沖地震でも希望者全員に応急仮設住宅が供給された・これは・奥

尻島内に住宅を失った被災者が新たに確保できる住宅がほとんど無かったことによる・1993年時点で

は「入居希望者全員に供給する」という考え方は支配的なものではなかった・同年6月～9月にかけて発

生した鹿児島風水害後に設置された応急仮設住宅では町単独事業によるものは、風呂も設置されず厚生省

基準に適応したものとなっており、希望者全員に供給されることはなかった。しかし、1995年の阪神

淡路大震災と入居希望者全員に応急仮設住宅が供給され「住宅を失った入居希望者全員」に応急仮設住宅

を供給するという供給思想が決定的なものとなるのである。

表4－2－－1　応急仮設住宅の供給思想

島取市大火

i1952年4月17日）

「鳥取では五百戸分に特に県費を追加し公営住宅に準ずる程度のものとして錬兵場跡に建て、残

閧ﾌ五百戸を市の周辺の砂漢地帯に三団地に分散して建設したが、後者は質も悪く位置も不便で

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘3〕?驍ｽめ復興が進むにつれ転出し撤去も容易であった。」

水害（1953年）

「京都での水宮時の担当者は、応急住宅を作ることには反対だといっている．披災者からいうと

ｽ少問題があるかも知れないが、考え方としてはいいと思う。　（筆者要約）」ld

新潟市大火

i1955年5月10日）

「新混は災害救助法による応急仮股住宅は焼失戸数の一割で百戸を信濃川畔の公園地内に建てた

ｪ位置の選定を誤っているようだ。余りに都心に便利なため半永久的に彊存しスラム化する恐れ

ｪありその対策に苦慮している。」田

伊勢宵台風

i1959年9月26日
`27臼）

「あれ（応急伍設住宅）を建てること白体非常にむっかしい問題がありますね。土地の問題、管

揩ﾌ問題、後ほどスラム化する問題、二年間経っても立ち退かないだろうという見込が非常に多

｢と思います。しかし、現地の事情では、小学校などの侃収容所に入っている人を救わなくては

ﾈらないというやむをえざる対策だろうと思いますね。」‘5，

新潟地震

i1964年6月16日）

「応急仮股住宅は本当に粗末な家で、取り払うのを原則としているわけですが、これが往々にし

ﾄ、取払いきれないで、一部が町の一角に残るということが多いという問題があるのです。最初

ﾍ被災者が入る分けですが、そのあと他の核災者でない人が入りこんだりする。」【η

30



4．自然災害後の応急居住政策の変遷

4．1　はじめに

　現在の応急仮設住宅の設置基準では「住家が滅失した被災者の内、自らの資力では住宅を確保すること

ができない者に対し」供与するとされている。しかし、阪神・淡路大震災では、応急仮設住宅は災害で住

宅を失った入居希望者全員に供給された。現在の応急仮設住宅の設置基準は実状に合わなくなってきてい

るのである。本章では、同潤会仮住宅事業から後、応急仮設住宅の供給思想がどのように変化していった

のかを明らかにし、その結果から今後の自然災害後の応急居住政策のあり方を明らかにすることを目的と

する。

　応急仮設住宅に関する資料は「仮設」であるという理由であまり残されていない。本研究では、r住宅』、

（1952年7月創刊・月刊）、『建築雑誌』（明治20年1月創刊）の全バックナンバーを検索し、応急仮

設住宅に関する記述のある資料から供給思想の変遷を明らかにした。

4．2　供給思想の変遷

同潤会を郷団体として持っていた内務省社会局は昭和13年艀生省になる源生省の応急仮設住宅

が初めて資料｝・表れるのは・観の限り昭和・8年（・943）の鳥取膿である．・繭厚生省型」（1・と

いう謎があり・それ以前跡急殿｛詫を供給した事例があったことが分力・る．しかし識時下という

特殊な状況であり、供給思想は不明である。

第2次世界大戦後は戦期策として昭和2・年（・945）臓災越冬住宅…が全国｝、建設される．戦

災越冬住宅も厚生省が計画を行った・顯は6・25坪で当初3・万戸の供給が計画された識災越冬住

宅はプレカットした鮒を販売する漣設して難するという2方法で供給された．

戦後の臆仮設住宅の供給思想を表4＋1に凧表に示すよう｝・、・959年の伊勢瀦風の頃

までは・未だ戦災越冬住宅が各地に残って瓢臆仮設住宅がスラム化することが懸念されていた．、

96°年3月31日現在の応急仮設住宅の現存戸数という繍…がある．これを見ると、、954年｝こ

建設された応急仮設住宅が未だ1・263戸残っており、纈では・9，458戸の仮設住宅力嚇して

いる。

ユ964年の新潟地震の頃から対臓イヒし始める・2年の供与鯛を越えて被災者でない人に利用さ
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基準で対応している。また、雲仙の応急仮設住宅は、2年間という応急仮設住宅の年限を過ぎ、建築基準

法の適用を受け、基礎の変更が行われた・奥尻の応急仮設住宅も2年の使用期限を越えて利用が行われて

いる。阪神・淡路大震災の応急仮設住宅では、「特定非常災害被災者権利利益特別措置法」により2年の限

度を越えての長期居住が可能になった・113）このような事例を見ると・厚生省の指針はかなり柔軟性を持っ

て運用されていることが分かる。しかし、それは応急仮設住宅の設置基準が現況に合わなくなっている事

を示している。

（2）設置基準の変遷

　災害救助法が制定されたのは昭和24年である。それまでは、備荒貯蓄法（明治13年）・罹災者救助基

金法（明治32年）が被災者の災害救助に関する法律であった・〔M）備蓄貯蓄法・罹災者救助基金法は被

災者に金銭的補助を与えることを目的としてた法律であった。

　厚生省が所蔵している『災害救助の実務』のバックナンバー（15）より災害救助法による応急仮設住宅の

設置基準の変遷を明らかにする。設置基準の変遷を図4－3－1に示す。応急仮設住宅供与の趣旨は、前

項に述べた通りであり、当初より大きな変化はない。設置戸数は、当初、「全壊・全焼及び流失亘数の3割」

（下線筆者）であったのが昭和40年以降「全壊・全焼および流失世螢」（下線筆者）の3割と変化してい

る。これは、貸間等で1戸に数世帯が居住している場合も1戸と数えていたのを、より実状にあったもの

に改正したためである。

S29 S34　　　　S　37 S40 S44 S47 S53 H1

簡単な住居供与の趣旨 小屋掛け

供給戸数 戸数の3割 世描の3割

部道府県内 鰯r基
戸散の融遁 準で可 亜灘

規楓 畔一一一平5 ﾟ．パ司 豫穿．バ冊 響罪一バ瑚一平均・坪一

糠を プレハブ県外
@　　（可）

離島等の場合

曲匿限度級
公倉庫 の1／3・1／2

住宅の備蓄 径奮

醗者による
被災者の

T奇醸

供与期間 難鰹後 2年以内

鏑
1万4干

~ノ坪
誘　13万円・乍 15万円／戸 22万円／戸 四万2干円〆戸 ハ万円／戸 111万5〒8百円

図4－－3－1　設置基準の変遷
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4．3　応急仮設住宅の設置基準

　供給思想の変遷の実状を前項に明らかにしたが、本項では厚生省の応急仮設住宅供給に関わる規準の変

遷を明らかにする。

（1）現在の設置基準

　　応急仮設住宅は災害救助法に基づいて建設され、厚生省が管轄する。供与の目的は、厚生省の指針で

は「住家が滅失した被災者のうち、自らの資力では住宅を確保することができない者に対し、簡易な住宅

を仮設し一時的な居住の安定を図ることを目的とするものである」α1）とされている。しかし、雲仙普

賢岳の噴火、北海道南西沖地震、阪神・淡路大震災に伴う災害では、応急仮設住宅の入居申し込みを行っ

た者全員に対して応急仮設住宅が供与されている。現在の厚生省の仮設住宅に対する基準を表4－3－1

〔12）に示す。雲仙、奥尻、阪神・淡路のケース共、設置基準・費用共、厚生省の基準を超えており、特別

表4－3－1　現在の応急仮設住宅設置基準

原則 補則

設置及び供

@　与
都道府県知耶 市町村長に委任することも可

供与対象の

@決定
都道府県知耶 委任した場合は市町村長

般置戸数
市町村毎に全焼・全壌及び流失世

@　　帯の合計の3割以内

同一都道府県内の法適用市町村全体

ﾌ全焼・全壊及び流失世帯数の合計

ﾌ3割の範囲内であれば設置戸数の

Z通可

設置戸数の引き上げは、厚生大臣

ﾌ承認を得て可

規模 一戸あたりの平均26．4平米
（例）…多人数の世帯に対しては30．0平米、単身世帯に対しては19．

W平米
供与期間 建築工事が完了した日から2年問
維持管理 都道府県知事 市町村長に委託することも可

居住杷

反射的利益として居住する権利を与えられているのに過ぎないのであって、認められない。

本人が居住杷を主張することは

㈱水が得やすく・かつ・鯨姓上も髄馳嫡の便漱講の蘭も考献入れなくてはならない．
敷地の選定

公有地被災前の住宅の建設地 民有地に建股した場合、国庫補助の対蒙とならない。

一戸あたり1，447，000円
ﾈ内（平均）

費用 整地費、建築費、付帯工事費、労

ｱ費及び建築嘉務費等の一切の経

?�ｱむ

入居者の負

@　担 電気・水道費、汚物・塵かいの処理費、共同施股の使用費

風呂の付設 特別基準で設置 基準面積及び限度額での範囲内で設置する楊合は、協搬の必要なし

構造
プレハブ方式で早期着工を図る例が多くな

っている
木造の場合、国有林野産物を半翫で払い下げを受けることが可
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表4－4－1　建築基準法の応急仮設住宅に関わる規定

建築基準法 建法85－1 建法85－2前段　　　建法85－2後段

対象となる仮設建築物

　（防火地域以外）

恪早A地方公共団体、

ﾔ十字社が災害救助

ﾌために建築するも

@　　　の
恃寘ﾐ者が建築する
烽ﾌ（30m2以下）

　　　　　　　　工事施工のための

ﾐ害時の公益上必現場事務所、材料
vな応急建築物　置場、労働者宿舎

@　　　　　　　　　　　等

設置期間
2年以内（3カ月以
@上許可必要）

2年以内（3カ月　工事に要する期間以上許可必要）

許可申請の要否
不要（3カ月を越え

@　ると要）

不要（3カ月を越　　　不要　えると要）

確認の要否 不要 不要　　　　　　不要

20条 構造耐力 × o

24・5条

木造特殊建築物・大

K模木造建築物の外

@　　壁等

X ○

27条

耐火建築物又は準耐

ﾎ建築物としなけれ
ﾎならない特殊建築

@　　　物

X ○

28条 居室の採光・換気 × ○

29条 住宅居室の日照 X o

30条
地階における住宅等

@　の居室禁止
× ○

34条 昇降機 × o

35条2 特殊建築物等の内装 × 0

35条3
無窓の居室等の主構

@　　造部
× 0

63条

防火地域無い及び準

h火地域内の建築物

@　　の屋根

× 0

○条文適用、X条文不適用
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　設概戸数の市町村間の融通については、当初、融通は厚生大臣の許可が必要であったが、昭和34年以

降・都道府県内の融通が可能になった．応急仮設住宅の規模は当初5坪であった。その後、昭和37年に

市町村毎の平均で5坪（若干のオーバー可）・昭和44年には平均6坪、昭和53年に平均7坪、平成1年

に平均8坪と変化していく。また、当初の基準では「建設費の一部を市町村が負担することにより建坪を

増加したり、畳を入れ、屋楓瓦を葺くことなでによって建物を良くすることは、市町村がなんら条件を

っけず、都道府県に寄付した形をとる場合は、これは禁止する理由はない」n6）とある。また、建設費算

出基礎内訳表（ロ）も掲載されており、昭和29年当時の応急仮設住宅の概要が分かる。それによると、構

造は杉材、屋根はアスファルトルーフィングで、畳も敷かれていないものであった。また、労務は2／3

は自己労力とされており、被災者自らが建設に携わっていたことが分かる。

　昭和40年代初めにはパイプ式の組み立て住居が応急仮設住宅として備蓄されており、政府はこれを利

用する場合には5万～6万の設置費用を出していた。供与期間に関しては、当初、基準は無かったが、昭

和34年以降、建築基準法の規定を勘案して2年間に定められた。しかし、昭和40年までは2年経過後

も応急仮設住宅を低家賃住宅に切り替えて使用することが認められていた。

4．4　建築規準法の仮設建築物に関する規定

　応急仮設住宅は建築基準法第85条（仮設建築物に対する規制緩和）によって規定される。条文の内容

を表4一4一1‘18’にまとめる・搬的｝・応籠設住宅は1項の綻髄用されるカ・、阪神．淡蹴震災

の飴・賠後2°日以内に着工できない応急鍛住宅が多く発生したので、2項規定で対応した．騰

仮設住宅の供与期間が2年間とされているのは建築基準法の規定によるものである。
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<注釈>

(1)建築学会鼻炎調査隊 (1944)鳩 取県喪災調査報告｣廷集娃綻､薦766･7号 P134

(2)吸災越冬住宅については､大本生野 (1991)r[証言〕日本の住宅政艶j EI本評論社による｡

(3)小川一益 (1956)鳩 取･新潟は大火災からどのように復興したか｣ r住宅1昭和31年11月号 P1

2

(4)座散会 ｢住宅災奮対簸座敢会｣(1953)r住宅j昭和28年9月号

(5)小)]ト益 (1956)鳩 取､新潟は大火災からどのように復興したか｣ r住宅j昭和31年11月号 P1

2

(6)座談会 ｢伊勢湾台風の現地より帰って｣(1959)r住宅J 昭和34年 10月 p25

(7)座敢会 ｢新潟地摩｣(1964)r住宅j 1964年9月号 p8-9

(8)｢災沓救助法による応急仮設住宅供与戸欺 (昭和35I3･31現在における現存戸数)J(1960)r住宅J

昭和35年9月号 p38

(9)酒田市建築部建設課 ｢酒田市の大火について｣(1977)F住宅11977年8月号 p40

(10)秋田県土木部建築住宅課 (1985)｢地方公共団体における住宅災脅復旧の経敗 (1)日本拒中部沖地健

一秋田県 -JF住宅』 1985年 3月号

(ll)厚生省社会局 (1996)r災害救助の尭精 一平成8年版-j p86

(12)前掲寄 P85-98より作成

(13)中林-樹 (1996)｢次善時の対応行動と避艶に関する計画のあり方jr建築および都市の防災性向上へ向

けて 一阪神 ･淡路大震災での教訓を踏まえて-A P18

(14)国土庁防災局監修､災昏対策制度研究会編著 (1991)r改訂版 日本の災沓対策 その現行制度のすべ

てJ､ぎょうせい P47

(15)FF_生省社会局数韓謀が所蔵している T災専救助の央務3のバックナンバーは昭和29･34･37.38･

40144･49･53･55･58･61･平成 1年であった.

厚生省社会局 (1954)r興奮救助の実務

厚生省社会局 (1959)r災害救助の実務

厚生省社会局 (1962)T災専救助の実務

厚生省社会局 (1963)r災害救助の実務

厚生省社会局 (1965)r災膏救助の乗務

厚生省社会局 (1969)r災宙救助の実務

厚生省社会局 (1972)r災奮救助の実務

厚生省社会局 (1974)r災沓救助の実務

厚生省社会局 (1978)F災脅救助の乗務

厚生省社会局 (1980)r災害救助の乗務

厚生省社会局 (1983)r次善救助の乗務

厚生省社会局 (1988)r災害救助の乗務

厚生省社会局 (1989)r災専救助の実務

-昭和29年版-j

-昭和34年版-A

-昭和37年版-i

-昭和38年版-1

一昭和40年版-1

一昭和44年版-i

-昭和47年康一1

-昭和49年版-J

一昭和53年版-A

-昭和55年版-j

-昭和58年版-J

一昭和63年版-A

-平成 1年版-A

(16)厚生省社会局 (1954)r災啓救助の乗務 一昭和29年版-i p78
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4．5　結語

　本章では応急仮設住宅の供給思想の変遷を明らかにした。

　同潤会は昭和14年に解散し、昭和16年には住宅営団が設立されるが、同潤会は関東大震災以降、仮

住宅を供給するこはなく、応急仮設住宅供給は厚生省が行うようになる。しかし、同潤会以降の戦前の応

急仮設住宅の供給思想は不明である。

　戦後の応急仮設住宅供給は供給思想の変遷からみると以下の3期に分類することができる。

1）戦後間もなくからユ960年代までは住宅が圧倒的に不足しており、応急仮設住宅がスラム化するこ

とを恐れ、国は応急仮設住宅供給に消極的である。

2）1970年頃を境に応急仮設住宅供給に消極的な思想は無くなる。これを設置基準との関係で見ると、

1972年（昭和42年）から供与の趣旨が「小屋掛け程度の極く簡単な住宅を設置し」という表現が「簡

単な住宅を仮設し」という表現に改められる。

3）1991年～1995年にかけての雲仙、奥尻、阪神・淡路の応急仮設住宅供給が、戦後における第

2の大きな転換店である。希望者全員に応急仮設住宅を供給するようになり、さらに使用期間が2年を超

えるようになっている。これまで応急仮設住宅＝「応急居住空間」供給は社会救護の一部と位置づけられ、

供給対激は「自らの資力では住宅を確保することができない者」とされてきた。しかし、雲仙普賢岳の噴

火災害以降、応急仮設住宅供給の位置付け実際的には社会的弱者のみを対象にした社会福祉的な位置づけ

から、全ての被災者を対象としたものに変化してきている。設置基準との関係で見ると、設置期間・設置

費用・入居基準について全て特別基準で対応している。これは、現在の設置基準が実際の供給状況に合っ

ていないことを示している。

　阪神・淡路大震災後の「応急居住」の状況をみると、応急仮設住宅に入居せず、自ら仮設住宅を建設す

る者も多く見られた。応急仮設住宅供給が被災者全員を対激としたものに変化してきているにも関わらず、

自力での「応急居住空間」確保に対しては何等、公的支援がないというのは不公平である。全被災者を対

象に「応急居住空間」確保に公的支援を行う必要がある。応急仮設住宅の供給思想は時代状況に応じて変

化してきている。現在の状況に合うように「応急居住空間」の供給制度を抜本的に改正する時期に来てい

る。
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5．応急仮設住宅の変遷

5，1　はじめに

第二次世界大戦後から現在まで日本の住宅は大きく変化した・平面構成ではDK（ダイニングキッチン）

が1951年に設立された日本住宅公団のアパートに登場し・日本中に拡がっていく・構造’工法では6

0年代に住宅メーカーによるプレハブ住宅が登場し、1995年にはプレハブ住宅が住宅着工件数の16．

9％（1995年度月間住宅着工統計）を占めるようになる。こういった変化の中で、応急仮設住宅がど

のように変化していったのかを明らかにし、応急仮設住宅の「住宅」の中での位置づけを明らかにする・研

究方法は基本的に文献資料による。

5．2　雲仙・奥尻以前の応急仮毅住宅の変遷

　過去の応急仮設住宅の建設事例は、応急仮設住宅を管轄する厚生省も資料を保存しておらず、全ての建

設事例を網羅することは困難である。収集できる限りの資料から応急仮設住宅が建設された事例を収集し

表5－2－1に示す。

（1〕戦前（昭和20年以前）の応急仮設住宅

建築雑誌の昭和、9年2・3月号に「鳥取県震災調査報告」〔1，という纏が掲載されてし｝る・この調；

が、管見の限り厚生省の応急仮設住宅の「建物」が分かる資料としては最も古いものである。戦時中の昭

和17年9月10日に鳥取市付近を震源として発生した地震は、死者LO60人、家屋倒壊7，186

戸、全焼2．5ユ戸という大きな被害をもたらした。「震災調査報告」は第工章「震災一般概況」、第2章

「震度」、第3章「樋建築物の震災評論」、第4章「火災に関する報告」・第5章「救護と応急復旧」・第6

章「震災地半嚇屋の応急韻案に関する轄」から構成されている・第5靴応急鳳住宅醐する記

述がある。「全市の90％に近い家屋が倒壊又は半壊した為被災者の収容は極めて困難を極めた模様で・取

り敢えず渚幼漏好に対して徽先を求めで被災地外に騰せしめる様司令を出すと共｝・滅儲は

各個に自家付近の堅牢な学鵬の公共蘇物30ヶ所に任意礫せしめ・又一部は道路空購に天㈱8

0張を設けこれに収容せり。然し乍ら市民の中には自家より立ち去るに忍びず付近に簡易な小屋掛け等を

設けここに居住するものも相当に見受けられた。之に対し県当局は住宅の応急対簸綱を決定指示すると
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（17）前掲書　p79

（18）大和工商　「応急仮設住宅脱明資料」より
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表5－2－1　応急仮設住宅の建設事例

年 災害名 応急仮股住宅に関する記述 参照文献

1934年 鳥取県震災 8B8戸・117棟（詳細は本文） 建学震災（1944）

1934年 第1室戸台風
天幕彊公設簡易住宅市内4ヶ所（300坪）、応急｛艮設3棟（55世繕、

Q13人入居）
室崎（lgs9）

1934年 函館市大火 7ケ所・醗76練（18219人入居） 室崎（1989）

1938年 阪神大水害 1086戸 室崎（19昼9）

1948年 福井地震 バラック1カ月5373、2カ月6499・市営住宅応急復旧住宅1200戸 小林（1992）

1950年
兵庫県南淡町沼

≡蜑ﾎ
24戸・木造・5坪・6畳＋便所＋土間（5年・民有地）’ 星野（1956＞

1952年 鳥取大火 1000戸・500戸は公営住宅に準つる物・500戸は市周辺の砂漢地帯3団地 小川（1956）

1952年 鳥取市大火 1006戸（一次506戸・二次500戸） 室崎（1989）

1953年 京都水害
（8．15水害）工45戸・6畳1間／応急修理420戸（台風13号）299戸・応急修

揩P400戸目処
座談会（1953）

ユ955年 新蕩大火 100戸信濃川畔 小川（1956）

1957年 西九州大水害
長崎県228戸（醸早市工OO戸・その他128戸）5坪（6丑÷押入＋土間＋炊事

黶{便所）
野添｛1957）

1959年 伊勢湾台風 計画戸数13500戸（実際ユ0000戸程度）滅失4割・坪10万 座談会（1959）

1959年 伊勢湾台鼠 1608戸（集合1196戸、単独412戸（名古屋市））12月頃撤去 室崎（1989）

1959年 第2室戸台風 512戸建股（大阪市42戸） 室崎（1989）

1961年 長崎大水害 38戸（長崎市外30戸・長崎市8戸） 室崎（1989）

1964年 新潟地震 636戸（新鴻市）・5坪・坪13万円 座談会（1964）

1964年 新潟地震 400戸（6118・200戸・33棟着エ、6127・200戸着工） 室崎（1989）

1976年 酒田大火 建設戸数198戸　・表3－2参照 酒田市（1977）

1976年
兵匝県一宮町山

ﾃ波
25棟50戸・軽量鉄骨プレハブ 竹村（1977）

1976年 酒田大火 198戸（一次77戸・風呂3戸、二次呂6戸・風呂3戸、三次35戸・風呂2戸） 室崎｛1989）

1977年
沖永良部島台風

ﾐ書
376戸・6坪、8坪、10坪 東樋口（1985）

1978年 宮城県沖地震 70戸
室崎（ユ989）

1978年 日本海中部
青森61戸（一次47戸・プレハブ42戸・木造5戸、二次14戸（プレハブ））、

H田94戸
室崎（1989）

1982年 長崎大水宮
39戸・20．1m2（1～3人）、26＿7m2（4～5人）、33．3m2（6～）、

℃ｺ35m2別棟
川口（1985）

1982年 福井地震 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ﾈ易公設住宅10ケ所・板囲い・3日間、応急｛反殺1107戸 室崎（1989）

ユ983年 日本海中部地震 155戸（秋田94戸、工期約1週間） 歌田県（玉985）

1983年 三宅島噴火 340戸（69棟）
プレ協

lggo年 茂原竜巻 28戸｛14棟）
プレ脇．

1991年 雲仙普資岳噴火 1455戸（詳細は本文参照） 調査

1993年 鹿児島水害 45戸僻細は本文参照）
室崎（1994）

1993年
北悔道南西沖地

k
388戸（詳細は本文参照） 調査

ユ995年 阪神淡路大震災 49681戸（詳細は本文参照） 鯛査
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共に距並に近県の応援を得て、学校校庭等市内空地13ヶ所に応急仮設住宅888戸を建設彼災民の救援

に努めたのであった。」ωとある。すなわち、「応急避難」・「暫定居住」の段階では、高齢者・若年者・女

性は疎開、その他の被災者については、公共建築物、天幕、バラックにより「暫定居住空間」の確保が行

われ、「応急居住」の段階では、1）「応急仮設住宅」、2）「応急住宅対策要項」により対応が行われたの

である。

日応急仮設住宅

　鳥取地震の応急仮設住宅は3つのタイプに分類することができるとする。

1）「所謂、厚生省型として知られた組み立て式の応急仮設住宅」〔3）（図5－2－1）

2）「中部軍の指導監督によるもの。」（4⊃（図5－2－2）

3）「鉄道省によるもの。」15，（図5－2－－3）

　それぞれの仕様を表5－2－2㈲に示す。

口「応急住宅対策要項」

　「応急住宅対策要項」では「応急居住」対策として、1）本建築、2）仮設建築、3）疎開、4）家屋の

補強使用の手段が講じられた。

　本建築と仮設建築の使い分けは、「本要項は本建築と仮設建築を併用急速に築造して民心の安定を図る意

図の下に作製されたもので、鳥取市内は本建築と仮設住宅を併用し、市外は本建築のみを認める方針であ

り、本建築は国土計画の策定を促し急速に具体化し、其の問は被災地以外に親族、知人等を有するものは

そこへ転地せしむる様指示している。」σ，1）鳥取市内は本建築と仮建築、2）市外は本建築のみ、とい

うように地域毎に2つの方法を使い分ける施策が執られた。

　仮設建築に関しては」1）同居家族3人以下は居室4．5畳以下　2）同居家族4人以上6人迄は6畳

以下　3）同居家族7人以上は8畳以下　4）上記何れの場合と難も仮設住宅建設規格（図5－2－4）に

従うものとす　5）仮設住宅付属建築は2坪以下とし且設置場所は仮設住宅の後部等可及的体裁保持に留

意すると共・仮設住宅の採光換気に購なき鵬力すること6）県に於て硬と認めたる隙ま何時に

ても職し又は鋤を為しむるものと凱」佃’とある・またこの仮鍵築の建設については労務は県で調

達、資材は指定書を発行し、入手を斡旋した。

半嚇屋の融使用については「鰍労力の点と工作物建築㈱規則によ腱築面積を、5坪以下に

制限される点からして勧半臓屋の轍使用を期している」…とある．補強について｝ま漣築学会震

災調査隊の提言が採用され，耐震的手法が講じられた。

このように・鳥膿災後の「応鋸住尉策としては、多様な頒が講じられたのである。
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図5－2－2　中部軍の仮設住宅

表5－2－2　鳥取県震災後に建設された応急仮設住宅の概要

建設戸数 建設場所 平面構成 資材 労覇 瑚 価考

厚生省 72捜2呂8戸 市内8ケ所 5畳、共同便所．土聞

@　　　　　　　　　げ

一眼民雷用，商工省

ｩらの災害蝋割り

魔ﾄ

労務報国隊、鳥取県

ｮ労牽仕隊、計33

O人

9月17日一9月2
R日

中部竃 45榛600戸 市内9ケ所

8畳、土聞，共同調理場．9戸及

P5戸の長鵬、中央共同炊事場、

ﾖ所別棟

木材・鳥麟支鮨
ﾞ，その他・臣の斡

痺路市内モの他の軍

?ﾍ会
約2週団

洋小歴，見附カンナ仕上げ、

~期積冒に考嵐

鉄遊省 不明 不明 5畳＋3畳＋土間＋便｝弄 不明 不明

@　　　　「　　　　　■

不明

武藤博士の調査によると剰

p状況は余り良蜂でない・

ｴ因：披災現場に鼠財遺具

ｪ哩没している．日富物資

ﾌ配結が隣り組を週して庁

墲黷ﾄいる．
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　戦前に建設された応急仮設住宅としては、第1室戸台風（1934年）、函館市大火（1934年）、阪

神大水害（1938年）の事例が確認されたが、建築物の詳細は不明である。

　戦時下の最低住宅水準に関する議論は同潤会の後を引き継いだ厚生省の外郭団体である住宅営団で為さ

れている。住宅営団の定める最低居住水準は、戦時下の資材の不足から最終的には6坪にまで切り下げら

れている。lLωこれは、鳥取震災後の仮住宅基準と同レベルの水準である，

（2）戦後の応急仮設住宅

　第二次世界大戦後間もなく、戦災で住宅を失った人の為に「戦災越冬住宅」が建設される。「戦災越冬住

宅」も厚生省が計画を行った。戦災越冬住宅の平面構成は6畳＋4．5畳＋土間で規模は6．25坪であっ

た。戦災越冬住宅は、1）プレカットした部材の販売、2）建売りとの2種類あったが、応急仮設住宅と

は異なり有料で販売されるものであった。戦後すぐに、建築家によるプレハブ住宅（mがいくつか開発さ

れるが、「戦災越冬住宅は日本のプレハブ住宅の走りのようなものであった。」鯉〕とされる。

　戦後の応急仮設住宅としては、1948年の福井地震後の市営応急復旧住宅が確認される限り最初の事

例である。以下、戦後の応急仮設住宅の建物の変遷について述べる。

　1950年11月に発生した兵庫県南淡町沼島の大火後に応急仮設住宅24戸ll3〕が、墓地跡の民有地

369坪を借り上げられ建てられた。規模は5坪で、平面構成は6畳1間・便所・土間、耐用年限2年と

して計画された。図5－2－5に平面図q4）を示す。6畳1間に最大で5～6人の家族が生活していた。

　1957年の諌早水害の時に建設された応急仮設住宅（15）は規模は5坪、平面構成は6畳、押入、土間、

炊事場、便所であり、128戸建設された。1951年には戦後の住宅の平面構成に多大な影響を及ぼし

たダイニング・キッチンを持つ51C型標準設計（12坪、2DK）が発表される。工955年には日本

住宅公団が発足し、ダイニング・キッチンを持つ住宅が全国に多く建設されるようになる。しかし、厚生

省の管轄する応急仮設住宅には51C型の影響は見られず、貧困者救済的意味合いの強い一部屋のみの住

宅が供給され統ける。

　1964年の新潟地震では平面構成が6畳、押入3尺、便所、土間（台所）1坪～1．5坪という応急仮

設住宅が供給された．・16噺瀧震で1まプレハブ住宅での供給が囎されたが・最繭には木造腱設

された。しかし、平面構成に関しては変化はみられない。住宅メーカーによるプレハブ住宅の歴史は19

59年に発売された大和ハウスの「ミゼットハウス」に始まる・その後・1960年「セキスイハウスA

型」、1961年「松下1号型」、1962年「ダイワハウスA型」と相次いでプレハブ住宅が発売されて

た。また、1965年から災害対策用にパイプ式の組み立て住宅の備蓄が行われている・1960年代後
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半から応急仮設住宅にプレハブ住宅が使用されるようになったものと考える。

　1976年の兵庫県一宮町の山津波では、図5－2－6に（17）示すような応急仮設住宅が25棟50

戸建設された。1紅3）この仮設住宅で特徴的なことは各戸に浴室が設置されたこと、軽量鉄骨のプレハブ造

であることである。家族構成により、型別供給の要望があったが、増築可能な平面構成とすることで同一

形式のものを供給した。この頃から、居住入数に応じた型別供給が検討される等、居住水準は大幅に改善

され、2部屋（7坪）の応急仮設住宅が供給され、浴室も各戸に設置されるようになる。

　1977年の台風9号の被害により沖永良島では計176戸の応急仮設住宅が建設された。（19，供給さ

れた住宅は軽量鉄骨プレハブで6坪・8坪・10坪の3タイプの応急仮設住宅が家族人数に応じて供給さ

れた。

トイレ

ム △

図5－2－5　兵庫県南淡町沼島の応急仮設住宅（1950年）

図5－2－・6　兵庫県一ノ宮町の応急仮設住宅（1976年）

唱



　1978年の三宅島の噴火災害では、340戸（69棟）の応急仮設住宅がプレハブ造で建設された。

伽｝三宅島の噴火災害では、応急仮設住宅はプレハブ住宅会社の業界団体であるプレハブ建築協会が、一

括して応急仮設住宅の受注を行った。以降、プレハブ建築櫨会が一括して応急仮設住宅を受注する事例が

増えてくる。

　1983年の日本海中部地震では青森県、秋田県に総計155戸‘2Pの応急仮設住宅が供給された。秋

田県（221では94戸の仮設住宅が建設された。日本海中部地震の場合は・一戸あたり23・1m2（7坪）

を基準に、入居人数により一戸あたり7．4m2（4人以内）～9．9m2（5人以上）の増加が認められた。

即ち、8坪～10坪の応急仮設住宅が供給されたのである。住戸形式は一戸建てのものと長屋形式のもの

があり、構造は軽量鉄骨プレハブ造であった。また、このケースで特徴的なことは各自の敷地に建設する

ことが認められた点である。

　1982年の長崎大水害では、39戸の応急仮設住宅が建設された（23）。世帯人数により20．1m2

（7坪）（1～3名世帯・8畳、押入、炊事室、便所）、26．7m2（9坪）（4～5名世帯・12畳、押

入、炊事室、便所）、33．3m2（10坪）（6名以上世帯・7．5畳、6畳、押入、炊事室、便所）の3

タイプが建設され、浴室は3．5m2の別棟で建設された。しかし、長崎市において応急仮設住宅の狭小

さと、設置場所が不便なため入居辞退者が多く発生した。

5．3　雲仙の応急仮設住宅

（1）建設の経移

　雲仙普賢岳の噴火は1990年11月17日に始まる。1991年5月に入り、土石流・火砕流が相次

いで発生し、1991年5月29日に災害救助法が適用された。その後、同年6月4日に最初の応急仮設

住宅が発注され、応急仮設住宅は最終的には島原市・深江町に計36団地、1455戸建設された。入居

は延べ4回の募集によって行われた。

　当初は、死去行方不明世帯、住家滅失世帯、長期避難世帯を優先し、同時に負傷入院、乳幼児、身体障

害者、高齢、病人、母子世帯、小学生および就学世帯を考慮しながら入居の順番が検討されたが、その後

は各コミュニティー単位で応急仮設住宅の入居が行われた・

雲仙普賢岳の噴火災害後の応急仮設住宅建設に関わるタイムスケジュールを表5－3－1伽；に示す・
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表5－3－1　応急仮設住宅建設に関わるタイムスケジュール

5月27日 当初方針゜1の整理

5月29日 災害救助法適用

6月2日 復設住宅単独建設案の提示（島原市・ 深江町）

6月3日 大規模火砕流発生

6月4日 仮設住宅150戸発注　島原市霊丘公園 110戸 深江町民グランド　40戸

6月7日 160戸追加発注（島原市）

6月8日 大規模火砕流発生

6月8日～13日 公的住宅・｛反般住宅募集’2

6月11日 92戸追加発注（島原市）　新馬場　44戸 三会新港　48戸

6月11日 匠股住宅の法適用基準（入居基準）の緩和

6月13日 4戸追加発注（島原市　霊丘公圃）

6月16日
募集結果発表　追加決定　島原市100戸

O戸　計280戸　計590戸
計370戸　深江町　180戸　計22

6月17日 6戸発注（島原市　三会新港）

6月19日
68戸発注（島原市　霊南児童遊園

ｬ　60戸）
32戸 江戸丁⊥6戸　稗田　20戸、　深江

6月20日 8戸追加発注（島原市　霊南児童遊園）

6月27日 第2回選考（島原市98戸　新馬場44戸 島原新港　48戸）

6月28日 第2回選考鈷果及び今後の方針記者発表

7月2日 82戸追加発注（島原市　中原　66戸 下宮 16戸）

7月5日 最終締め切り期限疇3

7月7日 第3回選考結果発表

7月10日 第4回選考結果発i麦

7月16日 30戸追加晃注　（深江町　上町）

7月19日 90戸追加発注　　（深江町　天ケ瀬）

呂月3日 九州電力より街灯100個寄贈

8月12日 新殴公営住宅106戸建股発表

8月31日 新設公営住宅選考会

9月3日 応急仮股住宅　最裟発注　119戸（島原市 60戸　深江町　59戸）

9月6日 新股公営住宅決定通知

’1　災害救助法が平成3年5月29日に適用されたが、怯の想定する入居者は、経済的に自力で住居を破保できない「無資力者」であり、今回のような噴火災害による多数の一般的な世帯のために、法を適用して応急仮設住宅を建設することに対しては、厚生省としても当初否定的な見解であった。1）県単独事業

P灘糠難二1灘1灘難灘誌璽て驚甥最蹴鞭を翻二鵬鷺呂騰本艦産野込みを
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（2）建設用地

　応急仮設住宅は島原市・深江町の全域に建設され、規模は最大が霊丘公園応急仮設住宅団地の114戸

で最小が津吹第4応急仮設住宅団地の6戸であった。

　応急仮設住宅の建設用地については、125）

口安全性

口土地造成に日時を要しないこと

口水道・鑓気・排水処理などの建設インフラが高いこと

ロ住宅の集合性が保たれる一定広さが確保されること（一戸あたり100m2程度必要）

ロ生活を行うにあたっての利便性がある程度確保されること

、等が考慮された。また、雲仙の事例では公有地に加え、民有地の借り上げにより応急仮設住宅の建設用

地が確保された。島原市の事例では計45人の地主から、地目が畑・宅地・田・雑種地の土地が借り上げ

られ、総面積は124，085m2（37，486坪）、坪当たりの借地料は一律125円／月であった。

　土地造成の役割分担については、地元市町が更地までの造成を、県が付帯工事（宅地内排水路、水道施

設等）の工事を行うこと、となっていた。

（3）応急仮設住宅の建設

　雲仙での応急仮設住宅はプレハブ住宅と木造住宅で供給された。総建設戸数1455戸の内訳は、プレ

ハブ1277戸・木造178戸であった。木造で亦急仮設住宅が建設されたのは、島原地区の雇用対策の

為でもあった。プレハブは、通常時は工事の現場事務所として使用されているもので、8社（プレハブ建

築協会加盟4社、全国規模で支店を展開している業者1社、地元業者3社）が建設にあたった。また木造

応急仮設住宅は、長崎県南高建設業協同組合と長崎県南部建設業共同組合が施工にあたった。

　住居の平面構成は、1K（6坪）、2K（9坪）、3K（12坪）の3タイプであった。平面図を図5－

3』邑1に示す。

応急仮設住宅の発注は・99・年6月4日の・50戸に始まり・最終同年9月3日・19戸まで行われ

た。応急仮設住宅の建設費用は、2Kの標準タイプで1、209・000円が基準単価であった・

（4）その後の経過

　応急仮設住宅の建設が完了したのは工991年10月29日・当初の申込者の入居が完了したのが19

91年10月17日、建設分の入居が完了したのが11月6日・補充募集社の入居が完了したのが12月
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3日であった。最終の入居者が入居した後、1年10カ月経過した1993年9月1日現在の入居者は・島

原市・深江町計で1，222戸（利用者数3，862人）で、空き戸数が233戸であった。

　応急仮設住宅の供与期限である2年を過ぎても雲仙普賢岳の噴火活動は沈静化せず、2年経過後も応急

仮設住宅を利用するため、基礎を布基礎に変更する工事が行われた。

　倉庫利用を含め、最終的に雲仙の応急仮設住宅の利用者が居なくなったのは1995年9月28日であっ

た。木造の応急仮設住宅は、期限付きの災害公営住宅に転用され現在も使用されている。

〉

3Kタイプ

臥

　一　■　一　一　一　1　顧　印　．　印，　「　・　一　．　蟹一　一　■　齢■　一　■　一．

｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国

H　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

」一　一

ぐ

2Kタイプ

ぐ

1Kタイプ

図5－3－1　雲仙の応急仮設住宅

0　　　　1　　　　2m
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5.4 奥尻の応急仮設住宅

日 )建設の経移

1993年7月12日に発生した北海道南西沖地震は､震漉地が北海道渡島半島西方沖 (北紐42度4

7分､束潅139度 12分)でマグニチュー ドは7.8であった｡人的被害は,北海道全域で死者 182名､

行方不明者 58名 (7月16日現在)であり､その被害の大部分は奥尻町で発生した｡奥尻町の人的被害

は､裏山の土砂崩れと最大で21mの高さにまで達した津波によるよるものである.建物被害も､奥尻町

では全壊399棟 ･半壊 2操 ･床上浸水 1棟と甚大であった.奥尻町の建物被害の大半は､津波と青苗地

区で発生した火災によるものである｡応急仮設住宅建設の根拠となる災害救助法は､1993年7月13

日のAMO:30に適用された｡

北海道南西沖地震 に伴い設直された.応急仮設住宅の戸数は総数で408戸 である｡各町の建設戸数を

図5-4-1に示す｡住宅供給は4次に分けて行われ.供給対象世帯は､住宅の全壊及び流失した全世帯

であった.工期は最短 の瀬棚町で7日､最長の第 2次奥尻で 15日､平均で 11.63日であった｡工程

を表5-4-1に示す｡

(2)応急仮設住宅の建設

住宅タイプは6坪型 (DKパス ･トイレ付)･9坪 型 (1DKバス ･トイレ付)･12坪型 (2DK･バ

ス ･トイレ付)､各々に玄関の付き方の異なるタイプ が有り､基本的には計 6タイプであるが.プレハブ

メーカーにより若干の差がある.供給の中心となったの は9坪型である｡それぞれの平面図を図5-4-

2に示す｡供給はプレハブ建築協会が窓口となって行われた｡

また､北海道という寒冷地に建設されるための対策が応急仮設住宅に施された｡

1,断熱材をオプションで､壁 ･天井に入れ､さらに別工事で内装を行い､外壁材と内装の間にグラスウ-

ルをいれる｡

2.建具はアルミの2重サッシ

3.台所 ･風呂に給湯 (雲仙の場合は沸かし風呂)

4.FF式ス ト丁ブ (6坪型4300kcal､9･12坪型7900kcal)

5.玄関と居室の間にドア

49



（3）奥尻町の応急仮設住宅

　奥尻町では、入居は高齢者・母子家庭といった社会的弱者、肉親を失うなどの精神的なダメージを受け

た人から順に行われ、また、応急仮設住宅は丁町毎に設置された。奥尻町の応急仮設住宅の立地を図5－

4－3に示す。

　奥尻島背苗地区の団地内には農協の商店、美容院、タバコ屋が建設されている。これらの商業施設は、

表5－4－1　応急仮設住宅の建設工程

奥尻町　大成町 瀬棚町 島牧町 北桧山町

1次 100戸 23戸 14戸 6戸 35戸

着工 7月コ9日 7月28日 7月24日 7月30日 8月21日

完成 7月27日 8月7日 7月3ユ日 8月10日 9月3日

入居 7月28日 8月8日 8月3日 8月ユ0日 9月4日

2次 100戸

蒲工 7月25日
なし なし なし なし

完成 8月9日

入居 8月9日

3次 100戸

着工 7月30日
なし なし なし なし

完成 8月14日

入居 8月14日

4次 30戸

着工 8月17日

完成 8月26日
なし なし なし なし

入居 8月27日

瀬棚町

14戸

砿尻．

　　330戸

図3－5－1　各町の建設戸数

6型（1DK）

口　　　　　　　o

o
　　　　　　　　　　　　　　9型（2DK）

　　6型変形（1DK）

図5－4－2　奥尻島の応急仮設住宅

9型変形（2DK）

0　　2　　4m 12型（3DK）
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9%)であった.阪神 ･淡路大震災の応急仮設住宅の建設桂移については第7帝で考察する｡

表5-5-1 阪神 ･淡路大震災の応急仮設住宅の設置戸数

.建設戸数 市町名 建設戸数 市町名 建設戸数 市町名

3,883 三B]市 244 洲本市 14 豊中市

986 弟名川町 48 津名町 260 大阪市

3,796 加古川市 1,194 淡路町 123 泉佐野市

654 高砂市 412 北淡町 600 八尾市

647 播磨PTT 61 五色町 70

2,125. 鮭路市 569 先勝町 222

2,3D8 尼崎市 2,218 西淡町 4

8,941 酉富市 4,901 三原町 4

宝塚市 1,564

川西市 620

明石市 856

5.6 結語

本章では応急仮設住宅の建物の変遷を明らかにしてきた｡

同潤会仮住宅 (1924)から新潟地震 (1964)までは､部屋数は1部屋で面稗は5坪のままで変

化がない｡しかし､戦前の鳥取地震の事例では r応急居住｣対策として.応急仮設住宅単一による対策で

はなく､家屋の補強修理､自力建設による仮住宅等の多様な対策が執られていた｡その後､一宮町の佐設

住宅 (1976)では､部屋数は2部屋 ･面碑は7坪の応急仮設住宅が供給され､沖永良島 (1977)臥

降､奥尻島 (1993)までは居住人数によって型別供給が行われた凸

建物の規模の面だけから見ると阪神 ･淡路大震災 (1995)の8坪の単一平面は､時代に 1970年

代の水準に後退している｡これ臥 前章で明らかにしたように供給対象が ｢入居希望者全乳 と変化して

きていることに関係がある｡阪神 .淡路大震災のように5万戸近い応急仮設住宅を供給するする場合･入

居希望者のニーズを調べ､型別供給を行うことに無理がある.被災者全員の ｢応急居住空間｣に対して何

らかの公的支援を行う場合､応急仮設住宅単独の ｢応急居住空間｣供給ではなく､多様な対策が必要にな

る｡
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行政側が計画したものではなく、商店主がそれぞれ地

主と交渉して個々が建設したものである。奥尻町の応

急仮設住宅建設費用は、6型2，651，500円、9

型3，244，333円、12型3，976，000円

であった。建設はプレハブ建築協会が受注窓口となっ

て行われた。また、各戸が自力で建設した風避室用の木

材は町が配布を行った。

（4）その後の経過

　1995年8月22日現在で再調査を行った。その

結果、現在も空港前・特養前・稲穂・海栗の各応急仮設

住宅では現在も応急仮設住宅での生活を余儀なくされ

ている人々がいる。しかし、勘浜太浜・東風泊・球浦・

谷池の応急仮設住宅では既に居住者は居ないが、未だ

撤去はされていない。松江の応急仮設住宅は既に撤去

が開始されていた。松江の応急仮設住宅は撤去後、現地

で販売された。

　勘太浜地区　4戸

東風泊地区　4戸

琉浦地区　6戸

谷地地区　2戸

　　　来岡地区5戸

　　　　　　　　松江地区24戸

　　　　　　　青苗特別養護老人ホーム前
223戸　　　　　34戸

図5－4－3　奥尻島の応急仮設住宅

5．5　阪神・淡路大震災の応急仮設住宅

　阪神・淡路大震災では、49，681戸の応急仮設住宅が兵庫県・大阪府に建設された。各市町村毎の

建設戸数を表5－5－1に示す。阪神・淡路大震災の応急仮設住宅は、当初、全て8坪（図5－5－1）（淡

路島は、下水道の関係で9坪）で計画された．その後、共同の炊事場・浴室・トイレを持つ障害者・高齢

者向地域型仮設住宅｛27）（図5－5－2）、単身者用応急仮設住宅（図5－5－3）が建設され、計3タイ

プの応急仮設住宅が建設されたことになった。それぞれの設置戸数は、一般の応急仮設住宅47，292

戸、高齢者・障害者向け地域型仮設住宅1，885戸、単身者用応急仮設住宅504戸であった。また、阪

神淡路大震災で建設された応急仮設住宅は住宅タイプにより3つのタイプに分類できる。1）外国製仮設

住宅、2）規格建築による応急仮設住宅　3）プレハブ住宅である。各タイプ毎の建設戸数はプレハブ住

宅4，054戸（8覧16％）、外国製3，ユ55戸（6．35％）、規格建築42，472戸（85．4
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図5－5－2
高齢者・障害者向地域型応急仮設住宅
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　建物の規模の面だけから見ると阪神・淡路大震災（1995）の8坪の単一平面は、1970年代の水

準に後退している。これは、供給対象が「入居希望者全員」と変化してきていることに関係がある。阪神・

淡路大震災のように5万戸近い応急仮設住宅を供給する場合、入居希望者のニーズを調べ、型別供給を行

うことに無理がある。被災者全員の「応急居住空間」に対して何らかの公的支援を行う場合、応急仮設住

宅単独の「応急居住空間」供給ではなく、自力建設の仮設住宅に公的補助を行う、被災住宅の応急修理を

公的に行う、震災復興として行われる都市計画事業の事業用仮設住宅を活用する等の多様な対策が必要に

なる。また、全ての被災者を対象に「応急居住空間」に対して公的支援を行う場合、「応急居住」のためだ

けに補助を行うのは無駄が多い。「応急居住空間」を災害復興の第一段階と位置づける必要がある。

　戦後の日本の住宅の変化と応急仮設住宅の変化を1）平面計画・居住水準、2）構法の面から比較し、応

急仮設住宅の、戦後の日本の住宅の中での位置づけを明らかにする。

　1951年には戦後の住宅の平面構成に多大な影響を及ぼしたダイニングキッチンを持つ51C型標準

設計（12坪、2DK）が発表される。1955年には日本住宅公団が発足し、ダイニングキッチンを持

つ住宅が全国に多く建設されるようになる。しかし、解生省の管轄する応急仮設住宅には、ダイニングキッ

チンは設置されず、貧困者救済的意味合いの強い一部屋のみの住宅が供給され続ける。また、1970年

代から規模の面では2部屋になり、風呂も住戸内に併設される。構法は1960年代後半に（最初に確認

できる例は1976年の一宮町の応急仮設住宅）大きく変化し、これまでの木造から軽量鉄骨プレハブ造

になる。構法がプレハブに変化した後は、住まい方よりもむしろプレハブのモジュールが優先された平面

計画が行われるようになる。応急仮設住宅に関しては平面計画よりも構法が、居住者の立場より供給が優

先されてきた。すなわち、これまで応急仮設住宅は「施設」であって「住宅」とは見なされて来なかった

のである。
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〈注釈〉

（1）建築学会震災調査隊（1944）「鳥取県震災調査報告」建築雑誌第58巻第706・7号P79－14

5

（2）前掲香

（3）前掲轡

（4）前掲沓

（5）前掲書

（6）前掲書

（7）前掲書

（8）前掲書

（9）前掲書

P134
P134より作成

P134より作成

Pl34より作成

P134より作成

P135
P135
P135

（10）臨時日本標準規格（1943年4月）による。酉山夘三（1967）『建築計画』勤草香房　P610－6

17
（11）建築家の戦後間もなくの頃にに殿計した、プレハブ住宅としては、前川国雄の「プレモス」、浦部鎮太朗の

「クランケン」等が挙げられる。

（12）戦災越冬住宅は当初30万戸の供給が計画された。建築職人の不足から戦時中の木製飛行機の技術を利用し

た木材をあらかじめ切り組みした、プレハブ住宅の走りのような形式であった。大本圭野（1991）『証言日本の

住宅政策』、日本評論社

（13）星野三雄（1956）「沼島の大火と住宅問題」『住宅』昭和31年11月号　P22－23

（14）前掲番　P22より作成

（15）野添彰（1957）「西九州大水害の状況とその対策」『住宅3昭和32年7月号　P18

（16）座談会「新潟地震」（1964）『住宅』1964年9月号　P8－9

（17）竹村章（1977）「兵庫県宍粟郡一宮町の山津波による災害」r住宅』　1977年8月号　P13－14

より作成

（18）前掲香　P13

（19）束樋口護（1985）『住宅の部品化に関する基礎的研究」京都大学博士論文　P38

（20）社団法人プレハブ建築協会規格建築部会　「災害応急仮設住宅の協定について」

（21）秋田県土木部建築住宅課（1985）「地方公共団体における住宅災害復1日の経験　（1）日本海中部沖地震

　一秋田県一」『住宅』　1985年3月号　P14－19

（22）室崎益輝他（1989）「災害時の住宅復旧過程に関する研究」1989年度第24会日本都　市計画学会

学術研究論文集　P91－96
（23）川口孝行（1985）「地方公共団体における住宅災害復旧の経験　（2）集中豪雨と斜面住宅」『住宅』1

985年3月号　P27
（24）長崎県資料より作成

（25）長崎県資料より

（26）長崎県資料より

（27塙儲値舗向け賜型応急仮設住宅は浦町村によ腿営方法が異なる・尼肺’芦肺’西肺で

は、ヘルパが各仮設住宅に常駐し、居住者のケアを行っているが・神戸市・宝塚市ではヘルパーは常駐していない・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55



尼崎市の高齢者・障害者向け地域型仮設住宅については，長野裕美（1996）「高齢者グループ住宅としての災害

仮設住宅に開する調査研究」京都大学大学院エ学研究科環境地球工学専攻修士論文　参照。

〈表5－2－1作製のための参照文献〉
ロ秋田県土木部建築住宅課（1985）「地方公共団体における住宅災害復［日の経験　（1）日本海中部沖地震　一秋

田県一」「住宅』　1985年3月号
ロ小川一i益（1957）」「烏取、新潟は大火衷からどのようにして復興したか」、『住宅』，昭和31年11月号、P1

2－16
ロ川口孝行（1985）「地方公共団体における住宅災害復旧の経験　（2）集中豪雨と耕面住宅」『住宅』1985

年3月号
〔コ小林英之（1992）「各都市における災害復旧　（補、福井地震の事例）」、『住宅』、1992年9月号、P11－

18
ロ建築学会震災調査隊（1944）「烏取県震災調査報告」建築雑誌第58巻第706・7号

ロ酒田市建築部建設課「酒田市の大火について」（1977）r住宅』1977年8月号

ロ社団法人プレハブ建築協会規格建築部会　「災害応急仮設住宅の協定について」

ロ座談会「住宅災害対策座談会」（1953）『住宅」昭和28年9月号

　座談会「伊勢湾台風の現地より帰って」（1959）『住宅』昭和34年10月

　座談会「新潟地震」（1964）『住宅』1964年9月号

ロ竹村章（1977）「兵距県宍粟郡一宮町の山津波による災害」　『住宅』　1977年8月号□同潤会（1929）「仮

住宅事業報告書」

口東樋口護（1985）『住宅の部品化に関する基礎的研究』京都大学博士論文

ロ野添彰（1957）「西九州大水害の状況とその対策」『住宅』昭和32年7月号

ロ星野三雄（1956）「沼島の大火と住宅問題」『住宅』昭和31年11月号

ロ室崎益輝他（1989）　「災害時の住宅復旧過程に関する研究」1989年度第24会日本都　市計画学会学術研

究鍮文集
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6．応急仮設住宅の住性能・使われ方

6．1　はじめに

　鈴木成文（nは、第2次世界大戦後の住宅建設を、戦後復興期（1945～1955）・高度成母期（1

955～1973）・低成長反省期（1973～）に分類し、日本では戦後から高度成長期を通じて慢性的

な住宅不足の状態にあり住宅の「量」の確保が大きな課題であり、低成長反省期になって初めて「質」の

問題が検討されるようになったとする。一般の住宅に関しては、70年代以降「量」の問題から「質」の

問題へと関心が移っていったのに対し、応急仮設住宅に関しては、それが「仮」の住まいであるという理

由、また、大規模な住宅被害を伴う災害が1973年以降「酒田大火」（1976）以外発生しなかったこ

とにもあり、「質」の問題に関してこれまでほとんど関心が払われていない。仮の住まいである応急仮設住

宅にどこまでの「質」を求めるのかという問題もある。本章では、初めにこれまで明らかにされることが

無かった応急仮設住宅の住性能・使われ方について明らかにし、さらに、応急仮設住宅に求められる「質」

について考察する。

　雲仙の噴火災害、北海道南西沖地震後の奥尻町、阪神淡路大震災の応急仮設住宅でアンケートならび聞

き取り調査を行った。雲仙・奥尻では応急仮設住宅の使われ方、居住性、災害前と災害後の環境の変化、に

関して調査を行い、一応の成果を見た。しかし、阪神・淡路大震災では雲仙・奥尻で供給されていた規格

建築による応急仮設住宅に加えて、プレハブ住宅の仮設住宅・外国製の仮設住宅が供給された為、阪神・淡

路大震災後の応急仮設住宅に関しては、従来の仮設住宅、プレハブ住宅の仮設住宅、外国製の仮設住宅の

住性能の比較研究を行った。

6．2　雲仙の応急仮設住宅の住性能・使われ方

（1）調査の概要

　島原市での調査は工993年10月25日から29日に実施した。調査項目は、災害前の住宅規模、部

屋の使われ方、住性能、環境変化、家族構成である。島原市内の応急仮設住宅12団地について、各世帯

を訪問しアンケート調査に同意した世帯に調査票を配付し・2～3日後回収する方法を採った・アンケー

トの回収総数は224戸であり、回収率は81．8％であった。平面採取については、ばら付きのないよう
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に各タイプにっいて複数選定し、生活全般を把握するため、家具などの配置および家族構成を記録した。

（2）使われ方

　アンケートでは、応急仮設住宅における住い方を調べるために、「家族の集まる部屋」、「食事をする部

屋」、「テレビを置いている部屋」、「夫婦の寝る部屋」、「子供の勉強する部屋」、「仏壇．位牌等を置いている

部屋」という項目を設定し、各住宅タイプのどの部屋が使われているかを調べ、仏壇．位牌等については、

その部屋に置いた理由も尋ねた。結果を表6－2－1に示す。（部屋番号A，B，　Cについては図6－2－

1参照）

　各住戸タイプに殆ど共通した結果は、Aの部屋が

キッチンと接しているため、食事の部屋として利用さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　》
れている点、それに伴い、テレビもここに置かれ、「居

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2十K
問」として使用されている．これに対して、「子供の勉

強する部屋」、「仏壇．位牌等を置いている部屋」、「夫婦　　　　〉

の寝る部屋」については、一つの部屋に集中するよう

な傾向は見られなかった。

　雲仙の応急仮設住宅の使われ方の特徴としては、以

下の点が挙げられる。

1）食寝分離が不可能な1＋Kタイプは別として、2

＋Kタイプの52．5％（74／141）で食寝分離が

なされておらず、3＋Kタイプでも29，7％（11／

37）で食寝分離がなされていない。

台所・

利C・
gイレ

A B

1＞

台所・

利C・
gイレ

A B

C

3十K
台所・

風呂・
トイレ

A

　　　1＋K
図6－2－1　部屋名称

表6－2－1　使われ方（雲仙）．

1十K 2十K 3十K
A　なし A B なし A B C なし

家族の集まる部屋 ユ29 13 0 34 1 0 0

食事をする部屋 131 11 0 34 ユ 1 o

テレビを置いている部屋 U　　　2 127 12 9 27 工0 0 0

夫婦の寝る部屋 73 58 5 1ユ 20 6 0

子供の勉強部屋 26 43 70 8 7 10 11

仏塩位牌等を置いている部屋 8　　5 68 28 49 9 6 12 9
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2)1+K､2+Kタイプでは､キッチンと按しているAの部屋が.食等の部屋として利用されている｡し

かし､3+Kタイプでは2つのキッチンに接している部屋の中でCの部屋ではなく､Aの部屋を食事室に

利用している世帯が多い｡それによってCの部屋を独立性を保ち仏壇を置く部屋･子供の勉強部屋･主寝

室として利用している｡各住宅共､収納スペースが欠如しているため.荷物が各部屋に山根されている｡1

+K､2+K､3+K各タイプの使用例をそれぞれ図6-2-2､3､4に示す｡

国6-2-2 1+Kタイプの使用例

国6-2-3 2十Kタイプの使用例

図6-2-4 3+Kタイプの使用例
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（3）住性能

　住宅各部に関する満足度を図6－2－5に示す。収納、風呂、部屋数、玄関、遮音性、断熱性にっいて

不満が高い。また、応急仮設住宅団地全体に関する項目では、住戸間隔、団地内のプライバシーにっいて

若干不満があるものの、住宅の評価と比較すると不満は高くない。

　不満の多かった、収納の不足、風呂、玄関については、採取した平面図をみても分かる・収納について

は押入が半間しかない点、また風呂については、ユニット式で大人1人がやっと入れるくらいの大きさし

かなく、かっ浴穂のまたぎが高い。また玄関については、踏み込みがなく靴を屋外でしか脱げない点など、

明かに不便なことが分る。また、収納についてはアンケート結果以外にも、多くの入居者が釣棚を付けて

いる点にも現れている。さらに別の項目で、収納しきれない持物の扱いについて尋ねたところ、全体の9

3，5％にあたる201世帯が別の場所に保管しているという結果であった。具体的な保管場所を表6－

2－2に示す。

部屋

間取

玄関

天井

台所

風呂

収納

　風通

　採
　遮音

住戸間

　内
コンセン

断熱

10％ 20％　　　　30％　　　　40％　　　　50％　　　　60％　　　　70％　　　　80％　　　　90％　　　　100％

ロ非常に不満ロやや不満ロふつう口やや満足■非常に満足ロ無回答

図6－2－5　住宅各部に対する満足度（雲仙）
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（4）環境変化

　応急仮設住宅への入居を不可避的かつ急激な環境移行と捉える。災害前後における環境変化の一つとし

て被災前の住宅の床面積と所有関係と形式（表6－2－3）及び災害前後の職業を尋ねた。（表6－2－4）

その結果、災害前の住宅床面積の平均は147平方メートル（標準偏差47）で、応急仮設住宅の床面積（標

準タイプ：約30平方メートル）と比較すると広い住宅に住んでいた・また・災害前後の職業変化は・約

54％の世帯で職業に変化があったと回答し、特に災害前に全体の約4割を占めていた農業（兼業農家も

含む）に従事してた世帯にでは、82％が農業を続けられなくなったと回答している。これは他の職業と

の比較では極めて高い比率であり、今回の災害の特徴のひとつである。長期間に渡って警戒区域等が設定

され土地の使用が制限された影響は、職業面では土地と密接な結び付きを持った農家世帯に最も大きく現

れている。また、農家も含めて回答者のほとんどが、災害前に持家の一戸建に住んでいたと回答している。

こうした一戸建の生活に馴れた世帯が、今回の応急仮設住宅という集合団地に入居した世帯の大半である

という背景は、後で述べる居住性の評価にお
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表6－2－3　災害前の住宅の所有関係と形式

いて、単純に床面積では表現し切れない重要

な側面だといえる。環境変化に対する適応に

ついては再調査を行い報告ωを行っている。

災害前の住宅の所有関係と形式 戸数 割合

持家（一戸建） 204 94．5％

民間の借家（一戸建） 6 2．8％

民間の借家（アパート、

@　マンション）
4 1．9％

その他
1 O．8％

合計 215 100％

表6－2－2 収納場所 表6－2－4　災害による職業の変化
表6　　　2　　　z　　場く謂円場月灯

親、知人、子供のところ 145

災害前に住んでいたところ

　　　災害前の職業52

世帯数

災害前後で

E業が変化
ｵたと回答

ｵた世帯数

変化した割合

民間の借家を借りる 19

民間の倉庫を借りる

　　　農業（兼業農19　家）

72（17） 59 81．9％

空いている仮設住宅 11　会社員 52 5 9．6％

技能的職業 17 1 5．9％

仕事場、職場 6
15 5 33．3％

仮設住宅の敷地内の倉庫 4　酪農、養鶏 4 1 25％

新たに建てた倉庫 4　公務員
4 2 50％

2　内職・パート 3 3 100％

3 0 0％船員
その他 7　　その他 2 0 o％

無職 23 3 13．0％

無回答 20
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6．3　奥尻の応急仮設住宅の住性能・使われ方

（1）調査の概要

　奥尻町の調査は1994年2月24日から3月5日までの日程で行った・今回調査を行ったのは、津波

と火災により壊滅的な被害を受けた青苗地区の人々が居住している応急仮設住宅である。調査方法は各住

戸を訪問し、平面図を採取し、雲仙と同形式アンケート用紙に従ってヒアリング方式で行うという、雲仙

の場合とは異なる方法を採った。雲仙のケースと調査方法を変更したのは応急仮設住宅の建設戸数が少

なかった事、さらに出稼ぎで島外に出ている世帯が多いため調査対象となる世帯が少なかったことによる。

青苗地区にある2団地（空港前・特養前）の全ての住宅を訪問して調査を行なった。調査に同意していた

だいた住宅は全部で49戸（6型5戸、9型43戸、12型1戸）である。

（2）使われ方

　調査結果を表6－3－1（部屋名A，B，　Cは図6－3－

1参照）に示す。奥尻の応急仮設住宅では、キッチンがある

Aの部屋が居間、食事室として使用されており、Bの部屋が

褒室として使用されていることが分かる。Aの部屋が所謂、

ダイニングキッチンとして計画されている。災害以前の住宅

では台所とリビングが別にある住宅が多かったが、仮設住宅

DKが使いやすいため、災害後建設された住宅でダイニング

キッチンを設けている住宅が多く見られる。子供の勉強部屋

表6－3－1　使われ方（奥尻）

レ

［〉

風呂・

gイレ
台所
` B

2十K

〉

風呂・

gイレ
台所
` B C

3十K
風呂・

トイレ
台所
A

1＋K
図6－3－1　部屋名

1十K 2十K 3十K
A　なし A B なし A B C なし

家族の集まる部屋 43 0 0 1 o 0 0

食事をする部屋 43 0 0 1 0 0 0

テレビを置いている部屋 4　　0 43 3 0 1 0 0 0

夫婦の寝る部屋 8 35 5 0 0 ユ 0

子供の勉強部屋 3 9 31 1 0 0 0

仏壇，位牌等を置いている部屋 3　　　1 4 21 ユ8 0 1 0 0
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なしと答えた世帯が多いのは、子供がいる世帯が少なかった為である。子供のいる世帯では、Bの部屋を

勉強部屋として利用している世帯が多い。また仏壇・位牌をおいている部屋は、Bの部屋が多い。奥尻の

場合では2＋K型の20．9％（9／43）で食寝分離がされていない。また、ほぼ全戸で風避け室兼物置

を増築している。また、使用例を図6－3－1（6型1K）、2（9型2K）・3（12型3K）に示す。

口浴室 口

濯概

　一器棚

絜

押　　招

@　　ロ
eレ函

ストーブ テーブル

図6－3－2　使用例（1K、奥尻）

炊飯器
トースター

ス

ノス

わ

ス巨ブ

日

臨　ア命

目トープ冷遍］

国

○

△

図6－3－3　使用例（2K、奥尻） 図6－3－4　使用例（3K、奥尻）
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(3)住性能

住宅各部に対する満足度を図6-3-5に示す｡また､不満の度合が高いのは遮音性､収納スペース､風

呂､玄関､部屋数といった項目である｡収納に関しては.73%の世帯で収納できない場所を他の場所に

EEtいている｡

部屋数

FLq取 り

玄舶

天井

宙所

風呂

収納

風i包し

き東光

遮音性

住戸FTB附

内装

コンセン ト

断熱性

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ロ非常 に不王荷 口 やや不満 田 ふつ う 歯 やや満足 』 非常 に講足 口 ,無回答

図6-3-5 住宅各部の満足度

(4)環境変化

居住者のプロフィールを表 6-

3T2に示す｡世帯主の平均年齢が6

坪型の方が高いのは,6坪型に一人暮

しの老人が居住しているためである

が､全般的に仮設住宅に住む人の平均

年齢は高い｡また､被災以前の住宅形

式は､調査した世帯全てで一戸建てあ

表 6-3-2 居住者のプロフィール (奥尻)

タイプ 被災前の住宅の部屋数 居住人数 被災後仕事の変わった人 世帯主の平均年齢

6坪型 4.4 1人 20% 64歳

り･平均部屋数は4･56部屋であり､住宅面掛 こはかなりの変化が見られる｡職業が被災後.変わった

人の被災前の職業は一人を除いて全て漁業である｡船を津波で流され､高齢の為､震災を機会に廃業した

ことが原因の大多数を占めるC環境変化に関しては､1995年 8月に再調査を行い､報告 (2,を行って

いる｡
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6，4　阪神・淡路大震災の応急仮設住宅の住性能

（1）調査の概要

　応急仮設住宅に住む人々に用紙を直接手渡しして後で郵送してもらう形で、1995年12月からコ月にかけ

てアンケート調査を行った。偏りのないように、仮設住宅の種類（一般のプレハプメーカーによる仮設住

宅、公団委託されたハウスメーカー等による仮設住宅、外国製の仮設住宅、地域型仮設住宅）、規模の大小

を織りまぜて、1ヶ所につき平均20～30世帯に対して用紙を配布した。配布仮設住宅団地、配布枚数、回

収率を表6－4－1に示す。

（2）居住者の概要

　表6－4－1　アンケートの回収状況

個所数 配布数 回収数 回収率

神戸市市街地 6ケ所 150枚 65枚 43．3％

神戸市郊外 7ケ所 170枚 82枚 48．2％

神戸市人工島 5ケ所 135枚 69枚 5L1％

阪神間地区 4ケ所 105枚 48枚 45．7％

淡路島内 6ケ所 93枚 41枚 44．1％

大阪府内 3ケ所 120枚 39枚 32．5％

合計 31ケ所 773枚 344枚 445％

　応急仮設住宅に住んでいる世帯の家族人数の分布を図6－4－1、年収の分布を図6－4－2に示す．家

族人数が「ユ入」または「2人」という世帯がほぼ4分の3を占めている。年収300万円以下の世帯が居

　　日4．

図　3人
　15．0％

■　5人　囮　6人　田　7人
　2．7％　　　1．0％　　　0、3％

図6－4－1　世帯の家族人数の分布

　　　　　　　　　　～700万円
　　　　　　　　　田

　　　　　　　～600万
　1人　　　　　巴
　　　　　　　　5．9％
30．0％

　　　　　～500万円
　　　　口
　　　　　　99％

　2人

44．0％

　～400万円
日
　　4．4％

　700万円以上
皿
　　5．5％

図6－4－2　年収の分布
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住者の半数以上を占め、低家賃の公営住宅が供給さえない限り、今後仮設住宅の解消が困難になることが

予想される。

（3）住性能

　規格建築による仮設住宅の居住者の満足度について図6－4－3に示す。規格建築による応急仮設住宅

の住性能の評価は全体的に低い。評価が低いのは「断熱性」「遮音性」「浴室」「玄関」である。逆に最も評

価が高いのは「採光」であり、以下「住宅の広さ」「間取りJr風通し」と続いている。単身世帯が多いた

め、広さについては十分なようである。

　プレハブ住宅の仮設住宅の満足度について、図6－4－4に示す。規格建築の応急仮設住宅に比べて評

価が比較的高い項目は、「浴室」「遮音性」「住棟間隔」「内装」「コンセント」「断熱性」である。

　外国製の応急仮設住宅の満足度について図6－4－5に示す。「収納」の評価は一般のものよりやや低い

　部屋数

　　間取り

　　玄閲

　　台所

　　浴室

　　収納

　風通し

　　採光

　遮音性

住棟間隔

　　内装

コンセント

　断熱性

　　　　　0％　　　　　　　　　　20％　　　　　　　　　40％　　　　　　　　　60％　　　　　　　　　80％　　　　　　　　　100％

　　　　　　　　　　　　ロ非常に不満ロやや不満ロふつう團やや満足ロ非常に満足

図6－－4－3　一般の仮設住宅の満足度
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　部屋数

　　間取り

　　玄関

　　台所

　　浴室

　　収納

　　風通し

　　　採光

　　遮音性

住棟間隔

　　　内装

コンセント

　　断熱性

　　　　　　O弓も　　　　　　　　　　20％　　　　　　　　　40％　　　　　　　　　60％　　　　　　　　　80％

　　　　　　　　　　ロ非常に不満ロやや不満ロふつうロやや満足ロ非常に満足

図6－4－4　プレハブ住宅の仮設住宅の満足度

100％

　部屋数

　間取り

　　玄関

　　台所

　　浴室

　　収靹

　風通し

　　採光

　遮音性

住棟間隔

　　内装

コンセント

　断熱性

　　　　　　　　　　0％　　　　　　　　　20％　　　　　　　　40％　　　　　　　　　60％　　　　　　　　　臼O％　　　　　　　　100％

　　　　　　　　　　　　　　　ロ非常に不満口やや不満ロふつう圃やや満足■非常に満足

図6－4－5　外国製の応急仮設住宅の満足度
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が、「内装」「断熱性」については評価が高い。

　住宅仕様であるプレハブ住宅・外国製仮設住宅は総合的に見て評価が高い。

6．5　結語

（1）使われ方について

　1986年度の第5期住宅5力年政策以降、建設省では「最低居住水準」という言葉用いられ、「最低居

住水準」に関する基準が定められている。指針の骨子は以下の通りである。〔4）1）夫婦の寝室確保、2）

夫婦と子供（満6歳以上満17歳以下）の就寝分離、性別就寝（満12歳以上）、3）成人の個室確保、4）

食事室兼台所の確保である。戦後、日本の住様式の近代化指針として用いられてきた食寝分離と就寝分離

が最低居住水準規定の根拠である。

　応急仮設住宅の居住水準を見ると、雲仙の場合、食褒分離が不可能な1＋Kタイプは別として、2＋K

タイプの52．5％（74／141）で食寝分離がなされておらず、3＋Kタイプでも29．7％（11／

37）で食窪分離がなされていない。奥尻の場合では2＋K型の20．9％（9／43）で食寝分離がされ

ていない。

　現状の応急仮設住宅は最低居住水準どころか、食寝分離さえできない居住水準にある。短期間のみの居

住空間である応急仮設住宅にどこまでの居住水準を求めるぺきかという問題がある。しかし、現在の応急

仮設住宅の居住期間を見ると3～4年間の居住が一般的になっており、最低限、食寝分離が行える居住水

準にする必要はある。

　食寝分離可能な居住水準を平面計画から見ると、応急仮設住宅供給の中心となる8～9坪の規模の場合、

3人（夫婦＋子供1人）までなら食寝分離は可能である。また、雲仙型の台所を居間と別に設置した平面

構成の場合でも台所の場所をダイニングキッチンとして利用している例は無く奥尻のダイニングキッチン

型の平面構成が望ましい。

　逆にアンケート結果から居住水準を見る。

　雲仙・奥尻の調査から居住人数と満足度に関係を表6－5－1、6－5－2に示す。雲仙と奥尻で供給

の中心となっていた9坪（雲仙2K、奥尻1DK）タイプで満足度をみると雲仙の場合、不満を感じてい

る戸数は82％、奥尻の場合61％で、雲仙の方が不満を感じている世帯の割合が高い。2＋Kタイプで

平均居住人数が雲仙では3．26人であるのに対し、奥尻では2．5人。また、雲仙の2＋Kタイプ居住

者の平均年齢40．1歳であるのに対し、奥尻では57．34歳である。雲仙の場合、1世帯あたりの居
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表6－5－1　応急仮設住宅の満足度（雲仙）（0内は平均居住人数）

非常に満足 やや満足 ふつう やや不満 非常に不満

1＋K
i平均居住者数）

0 0 o 2（2．O人） 10〔1．6人）

2＋K
i平均居住者数）

o 8｛2．5人1 19（22人） 56（3．1人） 67（3．8人）

3＋K

i平均居住者数）
0 3（4．5人） 5（5．4人｝ 19｛5．6人） 10〔6．2人）

表6－5－2　応急仮設住宅の満足度（奥尻）（0内は平均居住人数）

非常に満足 やや満足 ふつう やや不満 非常に不満

DK
i平均居住者数）

o ユ　（1） 1（1＞ 1　（て） 1　（1）

1DK
i平均居住者数）

2　（2） 7　（2．4） 7　（2．4） 10（2．6） 7　（3）

2DK
i平均居住者数）

0 3 0 1　（6） 0

住人数が多く、さらに世帯主の平均年齢が40．1歳と学校に通っている子供が有る世帯が多いことが不

満の高い原因であると考えられる。さらには、調査時期が雲仙の場合入居後、平均1年後であるのに対し、

奥尻の場合、4カ月後と入居期間に差があるのも一つの要因であると考えられる。アンケート結果から見

ても、2＋Kタイプで3人までが望ましい居住人数であると考えられる。

（2）住性能について

　雲仙での調査によると、収納、風呂、部屋数、玄関、遮音性、断熱性について不満が高い。奥尻での不

満の度合が高いのは遮音性、収納、風呂、玄関、部屋数といった項目である。奥尻の場合、十分な断熱工

事が行われたため断熱性に関する不満は比較的少ない。阪神・淡路大震災の雲仙・奥尻と同様の規格建築

により供給された応急仮設住宅の場合も、断熱性・遮音性・浴室・玄関といった項目に不満が大きい。応

急仮設住宅の住性能に関する問題点は、断熱性・遮音性・風呂・玄関にあるといえる。

　住性能に関する不満は日本人の住様式に起因するものと、住宅の構造に起因するものに分類できる。

　靴を脱いで住宅に入ること、肩まで浸かる入浴形式という日本独自の住様式がある。平面図からも明ら

かなように、玄関には靴脱ぎは無く、浴室は狭小である。玄関、浴室に関する不満は日本人の住様式を無

視した平面計画に起因するものである。

　現在、応急仮設住宅供給の中心となっている建物は、通常時は現場事務所として利用される「規格建築」
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であり、当然、「住む」という用途には適さないものである。阪神・淡路大震災では規格建築に加えて、プ

レハブ住宅・外国製の住宅も応急仮設住宅も供給された。調査結果に示したように、居住性能に関する満

足度は企画建築による応急仮設住宅に比べて格段に高い。

　また、収納の問題は深刻である。噴火災害のような家財道具を搬出できた災害の場合では特にそうであ

るが、家財道具の多い現在の住生活に対応できるだけの収納スペースは要求される。

〈注釈〉

（1）鈴木成文（1989）「L集合住宅計画研究の歩み」『集合住宅計画研究史』　日本建築学会　P1－－6

（2）三浦研他（1996）「雲仙普賢岳の喰火災害に伴う災害復興住宅への生活拠点移動に関する研究　自然災害

を起因とする環境移行研究その1」日本建築学会計画計訟文集　第485号　P87－96

（3）祝迫博他（1996）「北海道南西沖地震に伴う生活拠点移動に関する調査研究　一自然災害を起因とする環

境移動研究　その2－一」平成8年度日本建築学会近畿支部研究報告集　P453－457

（4）住宅営団研究部規格による。西山卯三（1989）『住まい考今学　現代日本住宅史』彰国社

（5）玉置伸吾（1993）「居住水準」巽和夫紹『現代ハウジング用話事典』　彰国社　P28－29
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7．応急居住空間の供給システム

7．1　はじめに

　1993年の住宅統計｛Pによると兵庫県の住宅総数が178万700戸であり、1992年中に建設

された住宅は4万500戸であった。阪神・淡路大震災で建設された応急仮設住宅の49，681戸（兵

庫県分48300戸）は、兵庫県内の一年間に建設される住宅総数に匹敵するものである。5万戸近い住

宅を約半年という短期間に、一地域に集中的に供給するのは日本で初めての事態である。これは、第3章

で明らかにしたように、応急仮設宅の供給が「自らで住宅を確保できない者」に供給するという貧者救済

的なものから「入居希望者全員に供給する」というように災害対策の一環に組み込まれるように変化して

きたことが原因である。阪神・淡路大震災では自力建設による仮設住宅も多く建設された。そういった「応

急居住」にも何らかの支援を行うような、多様な「応急居住空間供給システム」が今後の対策として望ま

れる。しかし、今後の「応急居住」対策を考える上でも阪神・淡路大震災における応急仮設住宅の供給シ

ステムを明らかにする必要がある。本章では阪神・淡路大震災における応急仮設住宅の供給システムにつ

いて考察する。

7．2　阪神・淡路大震災の応急居住空間の供給システム

　阪神・淡路大震災後の住宅を失った人の「応急居住」の状況は、1）応急仮設住宅（49，861戸）2）

疎開（113、023人減少）②、3）公団・公営住宅への暫定入居（12，000戸程度）（3〕、4）自

力建設による仮設住宅（2532棟、塩崎らの調査〔4｝による〉、4）民間借家、5）知人・親戚宅寄留（被

災地内）に分類できる。

　応急居住空間として当初必要と計算された戸数は7万戸である。これは、避難所に避難している人数約

30万人を1世帯あたり3人と計算→世帯数10万世帯、また、兵庫県は1月23日頃に実施した避難所

緊急パトロール隊によりアンケート調査を行い→避難世帯の内全壊・半壇世帯7割、より必要住宅戸数1

0万×O．7；7万戸と計算された。

　さらにアンケート調査結果によると自力で「居住空間」を確保できる世帯数が1割有り（1万世帯）、公

的供給によるr応急居住空間」の必要戸数は6万戸と算定された・当初の方針では・応急仮設住宅3万戸・

公営・公団住宅の暫定入居3万戸として計画された・
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　公的供給による「応急居住空間」の内訳は、公団・公営住宅への入居希望者が予定より減少したため、

最終的には応急仮設住宅49，861戸、公団・公営住宅12，000戸程度となった。自力確保の「応

急居住空間」戸数等の詳細については不明である。阪神・淡路大震災後の「応急居住」のおおまかな状況

について図7－2－1に示す。

阪レ’
震災に全

（兵庫県・

阪府）

104，
24戸

災直後の
難者

、・30万人

住宅を失った
被災世帯数

約10万世帯

自力で仮設建設・借家確保
被災地内で知人・親族宅寄留　約1万世帯

応急仮設住宅

49，681戸

　　　　　公団・公営住宅

錦澱：1；忌儲鰯賜嘉麺；轡擢∴

，ガ㌔1聖童摺‘

　　冊，二”ガ惟

被災地外で居住

図7－2－1　阪神・淡路大震災後の応急居住の概要

7．3　応急仮設住宅の供給システム

（1）供給システム

　応急仮設住宅の設置は、厚生省の規準では「都道府県知事が自らの責任で行うのが原則である」㈲とさ

れているが、兵庫県では条例により市町村長の委任業務とされていた。しかし、阪神・淡路大震災の際は

彼害地域が広域に渡るため兵庫県が中心的に応急仮設住宅の建設を行った。供給システムの概要を図7－

3－1に示す。
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発注先　　工事管理

算定
建設戸数
約3万戸

建設戸数

48300

大阪市　　　4次
公募（外国製）

　　　大阪府

ﾆ務委託）
@　　1　　　1

　　　　9’
_戸市

　働　　書’』昌
Drκ　・・♂

（

務移還） 6次：
@　　プ灘協昌

兵庫県

ｻの他

兵庫県

4次

　（規穫猿築）

@　…
@　し

地方自治体

灘麹嚢辮
住都公団

厚生省（設置規準・予算措置） 轟誌）．

図7－3－1　阪神・淡路大震災の応急仮設住宅供給システム

（2）　発注・契約方式

　これまで、応急仮設住宅として供給されてきた建物は通常時は工事現場事務所等に使用される建物で

（社）プレハブ建築協会ではプレハブ住宅と区別して「規格建築」と呼ぶ。阪神・淡路大震災の応急仮設住

宅では「規格建築」に加え外国製の住宅、プレハブ住宅の応急仮設住宅も供給された。応急仮設住宅供給

は10次に分けて行われ、建設次・建築タイプにより発注方式が異なる。各次の建設戸数と発注方式を表

7－3－1に示す。7次以降は一般入札により建設業者が選定された。また、第9次の発注は、震災対策

が一段落したことにより神戸市に業務を移還し神戸市が発注を行った。

　規格建築に関しては、第5次までの受注は「（社）プレハブ建築協会　規格建築部会」（以下プレ協（規

格））が一括して受注を受け、各社の生産能力に応じて発注する方式が採られた。

　外国製の応急仮設住宅の発注方式は2タイプに分類される。建設省による各国大使館への協力要請に対

して対応のあった企業から選ばれた4次分2社、と兵庫県が行った公募により決定された6次分9社であ

る。

　プレハブ住宅の供給は「（社）プレハブ建築協会　住宅部会」を中心として行われた。今回の応急仮設住

宅の発注は、プレ協（規格）を中心に行われた。外国製・プレハブ住宅によるの供給はプレ協（規格）を
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補完する形で行われた。

表7－3－1　各次の応急仮設住宅の発注方法

建設次 建設戸数 建設期間 発注方式 発注元 タイプ

1次 　　　一Q961　 1／20－3／2
プレ協が各社の施工可能量を調査、

{工可能量を県が各社に発注
兵庫県 規格建築

2次 8141戸 エ／26－3！31 同上 兵庫県 規格建築

3次 10598戸 2／4－3／31 プレ協に一括発注 兵庫県 規格建築

4次 　　　一W347　 2／14－3／31

外国製・プレハブ住宅：建設省が各

ﾐの建設協力戸数を調査、その戸数
�ｭ注、規格建築：プレ協に一括発

兵庫県

規格建築

O国製
vレハブ

Z宅

5次 4550戸 2／16－5／20 プレ協に一括発注 兵庫県 規格建築

6次 2355戸 3！16－5！20 公募 兵庫県 外国製

7次 2289戸 3130－5／20 一般入札 兵庫県 規格建築

8次 6281戸 不明 一般入札 兵庫県 規格建築

9次 245戸 不明 一般入札 神戸市 規格建築

10次 2533戸 不明 一般入札 兵庫県 規格建築

計 48300戸 1／20－8／10

（3）　エ輩管理・管理・撤去

　工事管理は、兵庫県・神戸市・大阪市・大阪府、住宅・都市整備公団（以下公団）が行った。また、他

地域の地方自治体の職員が兵庫県、神戸市の業務支援を行った。公団は工事管理と共に配置計画、また仮

設住宅団地用地として公団用地を提供した場所にっいては造成も行った。応急仮設住宅の入居者選定・管

理は各市町が行っている。

　今回の応急仮設住宅の契約は、1）リース契約（撤去費込）、2）買取（撤去費用含まず）の2種類があ

り、兵庫県分48，300戸の内、リース26，417戸、買取21，833戸であった、プレハブ住宅

は全て買い取り、外国製については買い取り・リースの両方がある。リース物件の多くは規格建築であり、

規格建築は通常時もリース物件として供給されることが多くリ・ユーズのシステムを持っている。詳細に

ついては第8章で考察する。

74



7，4　「応急居住空間」供給組織としての住宅・都市整備公団

（1）住宅・都市整備公団の歴史的位置づけ

　日本の応急仮設住宅供給が同潤会仮住宅に始まることは第3章で明らかにした。同潤会は、その後、住

宅営団に発展的に解消する。戦後、住宅営団は昭和21年（1946）に進駐軍により閉鎖される。その

後、住宅営団とは全くの別の組織として住宅公団が昭和30年（1955）に作られるのであるが、実際

の計画理念は、住宅営団の思想を引きついだものであった。住宅公団は昭和56年（1981）に住宅・

都市整備公団に改組され現在に至る。16〕同潤会の流れを汲む住宅・都市整備公団（以下住都公団）が阪神・

淡路大震災後の「応急居住空間」供給にどのような役割を果たのかを明らかにする。ω

（2）　阪神・淡路大震災後の復旧対策事業

　住宅・都市整備公団の阪神・淡路大震災後の復旧対策事業は大きく2つの分野に分けることができる。1

つは災害前からの住都公団の賃貸・分譲住宅に住んでいる居住者へのケアであり、もう1つは日本最大の

住宅供給技術者集団として各地方公共団体の業務をサポートする業務である。住都公団の行った「応急居

住」対策を図7－4－1に示す。

　住都公団の復旧対策事業は、応急居住対策と2次被害防止対策業務に大別できるが、延べ人数の比率か

らも明らかなように、応急居住対策において住都公団は大きな役割を果たした。公団の行った応急居住対

策には1）応急仮設住宅建設、2）建設用地提供、3）暫定入居業務である。暫定入居業務では公団住宅

家賃等の減免処置

公団住宅の被災度判定
�c居住者の一時避難、仮移転公団住宅居住者対策業マ」住宅・都市整備公団

地方公共団体支援業務
（応急居住対策）

�c住宅への暫定入居
梛}仮設住宅建設　　“

（2次災害防止対策）
｢成宅地の被害状況把握
寘ﾐ建築物の応急危険度判定
i延べ工950人日）

図7－4－1　住都公団の「応急居住空間供給」
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の空き住戸2900戸を供給し、入居事務も公団が行った。公団が供給した住宅の9割は立て替え用住宅

で住宅設備に関して多くのクレームが発生した。

（3）応急仮設建設業務

　（1）業務概要

　住都公団は阪神・淡路大震災後の応急仮設住宅建設にあたり工事管理を行った。具体的には住都公団の

行った業務は、配置計画、敷地調査、関係期間協議、現地立会・縄張り確認、請負業者の監督、検査、引

継、である。〔3｝住都公団が工事管理を行った戸数は10，369戸で、第2次10団地2，056戸、第

3次15団地3，040戸、第4次50団地5，273戸であった。

　生産・供給組織別で見ると住都公団が工事管理を行ったのは規格建築5，096戸（2次＋3次）、プレ

ハブ住宅｛4次）4，473戸、輸入住宅（4次）800戸である。プレハブ建築協会の住宅部会が建設

したプレハブ住宅の応急仮設住宅の工事管理は全て住都公団が行った。

　｛ii）公団用地の貸与

　住都公団は応急仮設住宅建設用地を21団地、計417，000m2、4047戸分提供している。提供

した宅地を表7－4－1（9）に示す。住都公団が提供した用地については、住都公団が以下の屋外関連工

事を実施した。1）整地：草刈り、伐採、造成、整地、雨水処理、2）進入路：（進入路）砕石、アスコン

舗装・（工事用道路）砕石、ズリ舗装、3）敷地外からの引き込み：（汚水）第一会所又は定式地への汚水

管布設・（上水）第一止水栓、4）安全策設置、5）敷地内幹線道路の舗装：巾員5m、簡易アスコン舗装、

7）駐車スペースの舗装：砕石

　すなわち、敷地を住宅用地化する作業をすべて公団が行っているのである。

（iii）配置計画

　厚生省の指針では、応急仮設住宅の配置計画について何等、具体的な指針は示されていないが住都公団

では自主的に「配置計画の手引き」q°｝を作成している。今後の応急仮設住宅の配置計画を考える上で大

変重要であると考えられるので全文を掲載し、分析を行う。
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表7－4－1　住都公団の提供用地

市町村 地区 所在地 面積（m2） 戸数 住宅タイプ

藤原台（1） 北区藤原台 20000 240 規格建築

藤原台（2） 北区藤原台 19900 154 規格建築

藤原台（2）－2 北区藤原台 8400 102 規格建築

北神戸第1（1） 北区鹿の子台 21800 261 規格建築

北神戸第1（2） 北区鹿の子台 18400 160 規格建築

北神戸第1（3）－1 北区鹿の子台 10900 75 規格建築

神戸市 北神戸第1（3）－2 北区長尾町 23600 259 規格建築

北神戸第1（3）－3 北区鹿の子台 37000 416 規格建築

北神戸第1（3）－4 北区長尾町 33400 370 規格建築

北神戸第1（3）－5 北区鹿の子台 2300 20 規格建築

北神戸第1（3＞－6 北区八多町 11600 237 規格建築

学園緑ケ丘 垂水区小束山 6800 100 規格建築

新多聞 垂水区本多聞 77300 620 規楕建築

武庫川1 高須町 7800 103 規格建築

武庫川2 高須町 56QO 62 規格建築

西宮市 名塩（1） 東山台 25200 261 規格建築

名塩（2＞ 東山台 12800 112 規格建築

名塩（3） 塩瀬町名塩 5400 53 プレハブ住宅

宝塚市 北雲雀ヶ丘 切畑長尾山 28800 172 規格建築

南野坂（1） 南野坂 8900 70 規格建築
川西市

南野坂（2） 南野坂 31100 200 規格建築

計 417000 4047

77



「兵庫県南部地震応急候設住宅配置計画の手引き」（図7－3－2）

1995－1－25
　　　　　建築部

　これは表記の応急仮設住宅建設にあたり、早急に配置計画図をとりまとめる必要性から緊急に作成した配置設計の

標準的方法である。活用に当たっては、厚生省の応急仮設住宅に開する基準、現地の状況等に応じて適宜変更して差

しっかえない。

　建設する住宅は間口3．6mX奥行き7．2mの応急仮設住宅（平屋、軽量鉄骨造、専用床面積25．92m2）の

4、6、8又は10戸連を配置することを前提とする。

1．±地利用

　1）最低限の居住性を確保した上で、土地の有効利用を図る。

　2）平坦なネット宅地1ヘクタール当たり100戸を標準とする。

　参考：1戸当たり必要用地面積の算定根拠

建蔽部分：261n2、前庭13m2（3．5x3．6）、アプローチ通路6．5m2（1．5x3．6x1．2）、入り口

まわり空地6、5m2（1．8×3．6）、道路10m2（8x13．2÷16x1．5）、広場5m2、駐車場15m2
（5x2．5x1。5xO．8）、集会施設、ゴミ豊き場等1m2、小計83m2、その他宅地／設計余地x1，2＝9

9．6m2

2，住棟配置

　1）主開口部（6畳和室）を南面させ並行配置を基本とする。原則として正南面に対し3ぴ触れを限度とする。

注：断熱、遮光棟の住宅性能が十分でない一方、居住期間が長期に及ぶことも考えられるので、冬の日照、夏の臼

ざしの防止には配置上十分考慮する。

　2）広場、ゴミ置き場等の単位として、約1

00戸をエグルーピングとして計画する。

3．造成等

　1）高低差の処理は法面で行い、擁壁等の工

作物は極ヵ股けない。

　2）雨水排水：表面排水が可能なように宅盤

高さを設定。素掘ソイルセメント程度。

　3）給水：市水直結

　4）汚水：公共下水道に直結。（未整備の場

合、行政と調整のうえ仮設し尿浄化槽）

4．道路・通路

　1）団地内幹線道路は車道巾員8Mを標準

とする（注：両側に停車した状態で自動車が擦

れ違える巾員）．舗装は炉盤150アスコン4

0程度、通路も同じ。

　2）住戸へ至る通路（アプローチ）は巾員

1・5M程度で自動車の乗り入れは想定しな

い。車道から各戸までの最大距離は50Mと

する（注：地元消防と確認を要す）。

　3）その他、2方向避難経路を確保する等、

必要に応じて歩行者用通路を計画する。

5．駐車場

　建設戸数の70％に相当する駐車台数を計

画する。路上駐車が認められる場合は50％

程度とする。舗装は砂利敷き程度。

駐車場30台

10戸

10戸

集会所

　目的

10戸

10戸

駐車場

53台
遊び場

　　　　　　　N

°L昼゜m㊤

図7－3－2　住都公団による応急仮設住宅配置計画
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6、広場

　1）多目的広場：資材の搬出入・集会・露店その他予期せぬ用となどを多目的に利用することを想定し、車道に接

して計画する。一戸当たり2ないし3m2（1グルーピングに200ないし300m2）を標準とする。車両が乗り入

れ可能な舗装をする。

2＞児童の遊び場として空地を確保する。1戸当たり3m2を目処とする。ベンチ、砂場、遊具等の施設にっいては建

設が一段落した事典で設置する。

7．ゴミ置き場

　1戸当たり0．4m2を標準とする。共用水栓を設ける。

8。集会所

　1団地1箇所、200戸当たり50m2程度計画する。鉄骨系プレハブ程度、多目的広場と一体的に計画する。

9．住戸まわり

　1）玄関側（北）：洗濯スベースを計画する（空洞ブロック、屋外用コンセント、屋外水栓、排水桝）。自転車／バ

イク置き場の想定。ひさしの股置を検討する。

2）主開口面側（南）：洗濯物干し装置を一組設置する。エアコン屋外機及び物置の設置を想定する。

10．植栽
法面・空地に覆子吹き付けをする．広場の樹木植栽等にっいては今後検討。

11．その他
　1）該当（防犯灯）を計画する。

　2）公衆題話を多目的広場と一体的に計画する。

　3）大規模法面及び擁壁上部に柵を設ける等の安全対策を行う。

　4）棟・住戸番号を当初から計画する。施設にも名称又は番号を付ける。

　5）団地看板、居住者名簿、伝言板、等を適宜設置する。

応急仮設住宅建設においてこれまで配置計画指針が作成されたことはなく、住都公団の作成した指針は

今後の配置計画の指針となるものである。現在の応急仮設住宅の配置計画は公団指針にもあるように主開

口部の南面が基本のレイアウトとして固定されている。したがって、玄関と隣棟の主開ロ面が向き合うシ

ングルアクセスの形になり、洗濯物を干すスペースが隣棟の玄関と向かい合う形式となっている。カナダ

製の応急仮設住宅が建設された応急仮設住宅団地では玄関と玄関が向き合うペアアクセスの形式で配置が

行われており、主開口部側が中庭のような形式で利用でき居住者に評判がよい．配置計画は、住棟南北配

置し主開口部が向き合い中庭を形成するような形式が望ましいと考える。
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（4）阪神淡路大震災後の復興事業（目）

　住都公団は復旧事業に引き続き、復興事業も行っている。住都公団の復興事業は以下の通りである。「1）

3ヵ年18000戸の公団住宅建設、2）住宅市街地総合整備事業（住市総）（「東部部副都心」、「キャナ

ルタウン」、「新在家南町」等拠点開発事業）、3）市街地再開発事業の実施（5地区）、4）復興土地区画

整理事業の実施（2地区及び受託事業1地区）、5）県市等公営住宅の建設受託、買取等建設の代行、6）

共同再建支援事業（マンション再建、民間アパート再建、共同化等）」，住都公団の復興事業を、地方公共

団体への支援と単独事業に分類し図7－4－3に示す。

　「1）3ヵ年18000戸の公団住宅建設」は「ひょうご住宅復興3ヵ年計画」（12）で決定されたもので

ある。「ひょうご住宅復興3ヵ年計画」の概要を図7－4－4に示す。「ひょうご住宅復興3ヵ年計画」で

は計12．5万戸の住宅建設が計画されており、公的供給住宅が7．7万戸（61．6％）を占める。

住都公団の1．8万戸は公的供給住宅の23％を占め住宅復興において大きな役割を果たしていることが

分る。

賃貸

公営住宅建殴支援 誼渡

注1
住宅市街地須郷整備事業14地区 受託

地方公共団体支援事業 注2

復興都市区画整理事業3地区

市街地再開発事業・5地区

賃貸

ﾀ貸用特定分誼

公団住宅建設

公団単独事業
分頴

共同再建支援事業
地主・借家人の再建支援

マンション再建支援

　　　　　　離饒離朧播鑛雛灘薩講灘甥公営住宅澱を含む

図7－4－3　住都公団の復興事業
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公営住宅建設業務の受託

P，400戸

　　　　　　，舜瑳公的支援住宅

図7－4－4　ひょうご住宅復興3力年計画

7，5　応急仮殼住宅の生産・供給組織

（1）生産・供給組織

　応急仮設住宅の生産・供給組織は兵庫県からの受注窓口、住宅の違いにより、1）規格建築の生産組織

39，525戸（85．49％）、2）プレハブ住宅の生産組織5，620戸（8．16％）、　3）外国製

住宅の供給組織3，155戸（6．35％）に分かれる。（括弧内は総生産戸数に対する各生産・供給組織

の割合）規格建築の生産組織、外国製応急仮設住宅の供給組織の阪神・淡路大震災での対応については7

章・8章で考察する。プレハブ住宅の生産組織については、建築生産の分野で研究の蓄積があり、阪神・淡

路大震災後に供給した5，620戸は、年間生産戸数230，462戸（平成7年度、月刊住宅着工統計）

に対して少量であり、詳細な分析は行っていない。
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（2）　規格建築の生産組織

　近年の応急仮設住宅の多くは規格建築によって供給されている。受注は阪神・淡路大震災のようにプレ

協（規格）が一括して行う場合と、各社毎に行う場合がある。一括受注して供給を行った事例としては、三

宅島噴火（昭和58年、1983）・340戸、千葉県茂原竜巻（平成2年、1991）・28戸、北海道

南西沖地震（平成5年、1994）・330戸がある。雲仙の噴火災害後の応急仮設住宅供給は、各社毎の

対応で行われた。

　現在、各地方公共団体ではプレハブ建築協会と災害時における応急仮設住宅建設にっいての協定を締結

する例が増加しており、70年代に備蓄を行っていた埼玉県でも現在、備蓄は行われていない。プレハブ

建築協会と協定を結んでいる都道府県は29都道府県である。Ω3）（1996年5月8日現在）阪神・淡路

大震災後各都道府県の応急仮設住宅に関する関心が高まり、阪神・淡路大震災前は7都道府県であったの

が、震災後4倍以上に増加している。協定を結んでいる都道府県では、以下の項目についてプレハブ建築

協会と事前に調整が行われている。1）用地選定、2）仕様の決定、3）施工範囲、4）間取りプランの

決定。

　一方、協定締結元のプレハブ建築協会では、毎年、「災害対策業務関連資料集」〔14，を作成、協定を締結

している自治体に配布している。内容は、災害対策業務フローチャート、災害対策連絡責任者名簿、災害

応急仮設住宅供給（建設）能カー覧、規格建築ハウス用部材生産工場等所在地、災害応急仮設住宅標準仕

様雷、災害応急仮設住宅平面プラン、各社別災害対策連絡責任者登録名簿・連絡責任者・営業貴任者・工

事責任者及び工場責任者、協定締結年月日及び協定の名称等・応急仮設住宅供給業務に関する協定書、で

ある。

（3）プレハブ住宅の生産組織n5）

　プレハブ住宅が応急仮設住宅として供給された事例は、奥尻島の応急仮設住宅でもあった。u6）プレハ

ブ建築協会住宅部会が一括して受注したのは、阪神・淡路大震災が最初の事例である。19社が85応急

仮設住宅団地に応急仮設住宅を供給した。各社の応急仮設住宅の工法・供給戸数・占有面積を表7＿5＿

1°ηに示す荊法は・木質パネル・軽量鮒パネル・醐鮒ユニット、占有面積も基本的には8坪で

あるが各社のモジュールの違いにより、最小25．855m2から最大33．18m2と異なる。

（4）外国製応急仮設住宅の供給組織

外国製応急仮設住宅の供給は2期に分けて行われた。第4次分は、建設省の各国への供給要請に対し、対
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図7－5－1　各社の応急仮設住宅の工法・供給戸数・占有面積

会社名 建設戸数 構法 占有面積（m2）

積水ハウス 600戸 軽量鉄骨パネル 28．45
ミサワホーム 600戸 木質パネル 26．49
大和ハウス工業 600戸 軽量鉄骨パネル 25．92、29．16
積水科学工業 600戸 軽量鉄骨ユニット 27．15
ナショナル住宅産業 600戸 軽量鉄骨パネル 27．08
ニツセキハウス工業 200戸 軽量鉄骨パネル 26．49
エス・バイ・エル 200戸 木質パネル 26．49
トヨタ自動車 100戸 軽量鉄骨ユニット 26．13
クボタハウス 110戸 軽量鉄骨パネル 26．49
小林住宅産業 100戸 軽量鉄骨パネル 26．49
清水建設 700戸 8社に依頼、各社毎に異なる 各社毎に異なる

三井ホーム 200戸 木質パネル 25，855
三和ホーム 60戸 不明 不明

住友林業 200戸 不明 不明

住友不動産ホーム 50戸 不明 不明

佐藤組 500戸 木質パネル 33．18
富士重工 50戸 不明 27．14
総新 50戸 不明 不明

稲葉製作所 100戸 軽量鉄骨ユニット 不明

応のあった7力国（米・営・仏・加・スウェーデン・韓国）35企業の内、実現可能性のある2社、計8

00戸を供給したものである。（13）第6次分は、兵庫県が「応急仮設住宅の速やかな建設を推進するため、

広く海外から公募により建設可能業者を公募し、建設事業を進め、よって一日も早く被災者の居住環境を

改善することに寄与する。」（19）という目的で公募により供給業者を選定した。公募の対象業者は「建設業

法に基づく建設工事業に係る特定建設業の許可を有していること。建設業法に基づき建設大臣が定める経

営事項審査を受けていること。」伽〕という条項があり、実質的には日本の建築業免許を持つ業者に限られ

た。公募対象となった応急仮設住宅の戸数は約2，500戸であり、9社が採用され2，355戸が建設さ

れた。
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　供給戸数では韓国1500戸、アメリカ657戸、イギリス500戸、以下オーストラリア、カナダの順である。

設置場所は、西区・北区・垂水区・六甲アイランドといった新興住宅に限られた。

7．6　結語

　阪神・淡路大震災の公的供給による「応急居住空間」の必要戸数は当初6万戸と算定され、内訳は応急

仮設住宅3万戸、公営・公団住宅の暫定入居3万戸であった。

　応急仮設住宅の設置は、厚生省の規準では「都道府県知事が自らの貴任で行うのが原則である」とされ

ているが、兵庫県では条例により市町村長の委任業務とされていた。しかし、阪神・淡路大震災の際は被

害地域が広域に渡るため兵庫県が中心的に応急仮設住宅の建設を行った。

　応急仮設住宅供給は10次に分けて行われ、建設次・建築タイプにより発注方式が異なる。1次～3次

は、プレ協（規格）が一括して受注し各社に振り分ける方法で供給された。しかし、4次では3月31日

までに3万戸の応急仮設住宅を完成させるには規格建築による供給量が限界に達したため、プレハブ住宅・

外国製住宅による応急仮設住宅も、規格建築による供給を補完する形で供給された．また、供給が一段落

した7次以降は一般入札による業者の選定が行われ、第9次では神戸市が発注を行った。

　工事管理は、兵庫県・神戸市・大阪市・大阪府、住宅都市整備公団（以下公団〉が行った。応急仮設住

宅の入居者選定・管理は各市町が行っている。

　応急仮設住宅の契約は、1）リース契約（撤去費込）、2）買取（撤去費用含まず）の2種類があり、兵

庫県分54％がリー一ス、46％が貿取であった。

　また・住宅・都市整備公団の阪神・淡路大震災後の居住環境復興に大きな役割を果たしている。

　建築生産に関しては半年間で5万戸という応急仮設住宅を供給する能力がある。しかし、現行制度では

阪神淡路大震災の応急仮設住宅供給のように、公的に大量の「応急居住空間」供給することは想定されて

おらず供給システムが構築されていない。そのため、郊外の応急仮設住宅では入居希望者が少なく空き家

が目立つ’高齢者ばかりの応急仮設住宅団地がある・高齢者の孤独死が顕在化する等多くの問題が発生し

た。生産だけではなく計画も考慮した供給システムが構築される必要がある。また、現在、応急仮設住宅

供給は各都道府県戦で働れており阪神・淡路大震災の経験を活かすための仕組みカ・無い．そこで注目

すぺきは住宅’都市蹄公団似下住都公団）である註都公団は通常時も住宅供給腱設から入瀦管

理まで一貫して行っている・さらに北海道・東北を除く各ブ・ック毎に支社を持って・・る．応急仮設住宅

をの総合的な供給システムを構築する詮国の災害後の住宅供給の緻を蓄糺てゆく、とし、う面から住
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都公団が自然災害後の住宅復興の技補を集約し､興奮後､技禰的に地方公共団体の住宅応急 ･恒久対策の

サポートを行う機関になる必要があると考える｡
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〈注釈〉

　（1）総務庁統計局（1995）『平成5年住宅統計調査報告第3巻都道府県編その28　兵庫票」

　（2）神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市の平成7年国勢調査による人口の減少人数の合計。各市の人口の減少数は神

戸市：53580人、芦屋市：12497人、西宮市：36521人、尼崎市：10425人である。総務庁統計

局（1995）r平成7年国勢細査　全国都道府県市町村別人口（要計表による人口）』日本統計協会　P58

　（3）貝原俊民（1995）『大震災100日の記蜘　ぎょうせい　P88

　（4）塩崎賢明（1996）「復興拠点としての仮設居住」　『都市計画　特集　阪神・淡路大震災1周年』第20

　0・201号

（5）厘生省社会・援瞳局（1996）P86

（6）南部哲也（1991）「第14章　日本住宅公団と団地づくり」大本圭野　『（証言）日本の住宅政策』　P34

　7－370

（7）資料として、住宅・都市整備公団（1995）r兵庫県南部地震応急仮設住宅建設業務概要（その1＞』、住宅・

都市整備公団（1995）『兵庫県南部地震応急仮設住宅建設業務概要（その2）』、住宅・都市整備公団（199

5）『阪神大震災の被害と公団職員の行動記録』、231－260、西川啓一（1996）事業実施からみた市街地

再生の状況と課題、『都市計画特集　阪神・淡路大震災1周年』第200、201号、85－91、竹本俊平（1

996）「住宅・都市整備公団における住宅復興への取り組み」　『住宅　特集／阪神・淡路大震災から1年　一住宅

復興の現状一』第45号、24－39住宅都市整備公団を参考とした。

（8）住宅・都市整備公団（1995）r阪神大震災の被害と公団職員の行動記録』、P231

（9）住宅・都市整備公団（1995）『兵庫県南部地震応急仮設住宅建設業務概要（その2）』、P63より作成

（10）住宅・都市整備公団（1995）『兵庫県南部地震応急仮設住宅建設業務概要（その1）』、P84－87

（11）西川啓一（1996）事業実施からみた市街地再生の状況と課思r都市計画　特集　阪神・淡路大震災1

周年』第200、201号、P85

（12）藤原保幸（1996）「災害復興住宅建設の現状」r住宅　特集／阪神・淡路大震災から1年一住宅復興の現

状一』、P13－18

（13）協定を結んでいる都瞳府県は、神奈川県（昭和50年）、静岡県（昭和54年）、東京都（昭和54年）、愛

知県（昭和54年〉・岐阜県（昭和56年）、千葉県（昭和58年）、埼玉県（昭和63年〉、山。県．（平成7年）、石

川県（平成7年）・福岡県（平成7年）・大阪府（平成7年）、高知県（平成7年）、長野県（平成7年）、岩手県（平

成7年）、長崎県（平成7年），福島県（平成8年）、奈良県（平成8年）、群馬県（平成8年）、新潟県（平成8年）、

青森県（平成8年）、徳島県（平成8年）、滋賀県（平成8年）、大分県（平成8年）、鹿児島県（平成8年）、熊本県

（平成8年）・宮槻（平成8年）・愛騒（平成8年｝、山形県（平成8年）、広島県（平成8年）の計29都齢県

である。（括弧内は締結年）

（14）社団法人プレハブ建築協会「平成7年度　災害対策業務関連資料集」

（15）プレハブ住宅による応急倣住宅供給については、社団法人プレハブ建築協会（住宅部会）阪神燈災臆

仮設住宅建設本部（1995）にまとめられている。

（16瑛鵬の臆仮設住宅では・ダイワハウス（ル協㈱）韻）がプレ・・ブ饒を臆倣住宅として供

給した・供給戸数は2炉で訟江駆1・緻されたが現在は既に鮭されて・・る．撤去にあたっては詩ち帰

らず、現地で販売された。
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（17）住宅・都市整備公団（1995）「兵庫県南部地震応急仮殴住宅建設業務内容　その1」P88－202よ

り作製

（18）敢掲書　P26

（19）兵庫県資料

（20）蔚掲資料
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8.規格建築による応急仮設住宅の生産組織

8.1 はじめに

本章では､阪神･淡路大震災の応急仮設住宅の85%を占め応急仮設住宅供給の主流を成す ｢規格建築｣

の災害時の供給システムについて論じる｡規格建築は通常時､リ･ユーズ ･システムによって運用されて

いる.阪神 ･淡路大震災の応急仮設住宅供給において各メーカーがどのように対応したのか､またその問

題点は何であったのかを明らかにする.

調査は受注窓口となったプレ協 (規格)に調査協力を依頼し､生産組成 ･施工に関するデータを入手し

た｡また､規格建築の工場生産上の問題点を明らかする目的で先述の 暇 害対策資料集』日 に掲載されて

いる60工場に対し､アンケー ト用紙を郵送 ･回収した｡回収率は今回の応急仮設住宅供給を行っていな

い工場 ･デポも含めて56%であった｡

8.2 規格建築供給の流れ

現在､規格建築は一般的にはリース物件として建設される｡通常時の規格建築の供給の流れを図8-2

-1に示す.返却されてきた部品はデポに運び込まれる｡デポとは､生産工場とは別に､または隣接して

設けられたり･ユーズ部品の保管愈庫である｡デポには修理工場も併設される｡返却されてきた柱 ･梁等

の鉄製部品はそのまま保管され､出荷時に必要に応じて塗装が為される｡鉄製品の廃棄償却期間は7年で

ある｡また､床 ･壁といった木製部品は返却時に ｢そのまま使用する部品｣｢修理してしようする部品｣｢廃

棄部品｣に分類される｡リ-スとして供給された応急仮設住宅もこの流れの中で再利用される｡しかし.こ

図8-2-l 通常時の規格建築の供給の流れ

88



のフローの中で再利用される部品は構造材（柱・梁・土台）、壁・床パネル・屋根材のみであり、畳・設備

部品（キッチンユニット・ユニットバス）は廃棄される。阪神・淡路大震災の応急仮設住宅の撤去後、問

題としてユニットバス・畳の処分がある。

　しかし、アンケート調査によると、今回の応急仮設住宅供給におけるリ・ユーズ部材の割合は5．5％

であった。これは、住宅用ということで中古部品の使用を減らしたことと、景気の後退に伴い各社とも、在

庫量を減らしていたことが原因に上げられる。

8．3　規格建築の構法

　規格建築は軽量鉄骨の軸組、木質パネル

で壁・床を構成、折板鉄板で屋根を苺く、

陸屋根形式のものが現在主流である。各社

の製品とも、リップH鋼〔2）の柱を用い図

8－3－1に示す工法が取られている。プ

レ協（規格）加盟各社と非加盟各社間に部

品構成・構法の差は無い。しかし、会社に

よりモジュールが異なる。各社の床・壁パ

ネル、柱高の寸法を表8－3－1に示す。

4）柱を建てる

5）柱と梁を接合する

図8－3－1　規格建築の工法

7）タイトフレーム

表8－3－1　規格建築のモジュール

床パネル寸法 壁パネルモジュール 柱高

908×1818
A社

935×1818
900×1806 3030

B社 900×1800 891×1775 3200

897×1797 895×1780 2685C社（北海道）

@　（その他） 907×ユ817 900XI800 不明

915Xユ835
897×1810 2960D社

915×1700

908Xl818
900×1800 2885E社

908×1775

F社 908Xユ818 890×1800 3000

G社 907×1818 890×1790 2990

H社 909×1818 900×1800 3070
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8.4 応急仮設住宅生産工場 ･デポの立地

応急仮設住宅工場 ･出荷した工場を図

8-4-1に示す.応急仮設住宅建設に

対し､全国の工場から部品が出荷された

ことが分かる｡生産工場と供給場所の閲

係をA社の事例で示す｡A社の各工場の

出荷丑の推移を図8-4-2に示す.A

社では金沢 ･東京 (埼玉県)･四国 (香川

県)の各工場から第8次 (6月20日)ま

でに計 17,831坪 (2,281戸)の

応急仮設住宅の出荷を行った｡淡路島に

供給されたA社の応急仮設住宅 (全 2,

320坪､290戸)はすべて､四国工場

から出荷された｡他社に関しても淡路島

の応急仮設住宅全 1.673戸の内､四国に

工場を持つA社･B社･C社から出荷された

.-;;o

40伽
3500
30(氾
2500

応急仮設住宅は､1,105戸に登り全体の 坪2㈹
15OO

66%を占める｡また･東京=場の出荷は第 l:.0

5次 (3月21日)までであり､金沢 ･四国

工場の補完的な役割を起っていたことが分

かる｡

8.5 応急仮設住宅の工場生産

図8-4-1 応急仮設住宅工場

- 金沢

I --東京

･-･蛸団

前1 解2 萌3 瀦4 鞘5 嶺7 萌8

国8-4-2 A社の各工場の出荷量の推移

生産される主な部品は1)壁パネル､2)床パネル､3)天井パネル､4)屋鹿パネル (切妻タイプの

み)､5)虹 6)染､7)土台 休 の会社もあり),8)母屋､9)屋根葺き材である｡

アンケート調査によると､生産工場の77.3% (17工場)で部品生産の外注を､81.8% (18

工場)(1月20日～4月20日)で生産ラインの稼働時間の延長を行い､応急仮設住宅の生産に対応した｡
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表8－5－1　各社の外注、生産ラインの稼働時間を延長して生産した部品生産量

柱 梁

会社名
床パネル
@（枚）

天井パネル

@（枚）
壁パネル（枚）

外注
o枚）

延長（時

ﾔ）

外注
i枚）

延長（時

ﾔ）

A社 25480（2．8）
ユ1300

i1）
16600（1．47） 2800 412 200G 210

B社
20250
i1．3）

16000（1）
54000

i3．4）
0 o 0 0

C社
12100

iO．49）
24660（ユ）

8544

i（L35）
0 364 850 120

D社
6460

q1．09）
5928（1）

5200

i0．88）
350 ユ80 130 180

E社
4200

i156）
2700（ユ）

5000

i1．85）
300 10 ユ50 15

F社
ユ1000

iユ．83）
6000（1）

4200

i0．7）
0 80 0 80

G社
2000
i2）

工000（ユ）
19000

i19）
100 60 0 60

H社
22050

i4．2）
5250（1）

ユ4400

iZ74）
0 360 0 360

　0内は天井パネルを1とした時の床・壁パネルの生産量
パネルの生産枚数は、外注量÷延長時間X生産量／hである。

各社の外注、生産ラインの稼働時間を延長して生産した部品生産量を表8－5－1に示す。各社毎に生産

ラインの延長・外注を行った部品が異なることが分かる。

　資材に関しては応急仮設住宅の生産を行った工場の内77．2％（17工場）で供給不足が発生した資

材があった。不足した資材を以下に示す。（括弧内は工場数）。カラーベニヤ・カラー鉄板・軽量H鋼（6）、

コンパネ（5）、角材・リップH・松杭・サッシ（3）。全国で2社のみが生産するリップH鋼の調達は予

想したほどの供給不足は発生しなかった。軽量H鋼が不足したのは、汎用性の高い部品であり、震災復興

の他用途（仮支柱等）での需要と重複した為である。カラー鉄板・カラーベニアについては応急仮設住宅

一戸当たり約47m2（カラーペニヤ）と大量に必要なため、供給不足が生じたと考える。
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8．6　応急仮設住宅の施工

（1）工期

　第7次までに建設された兵廊県管轄の全686団地すべての施工期間に関してデーターを得た。施工期

間と建設戸数の関係について分析し、その結果を表8－6－1に示す。過去の応急仮設住宅供給の全団地

における一日当たりの建設戸数13，は、新潟地震（1964年・400戸）30戸／日、酒田市大火（1

976年・200戸）0．3戸／日、日本海中部地震（1983年・155戸）0．3戸／日である。阪

神大震災では、245．9戸／日（49681戸・1月20～8月10日）であった。団地数が増えるほ

ど一日当たりの建設戸数は増加し単純に比較することは出来ない。1団地のみに建設した酒田大火の事例

では0．3戸／日であり、今回の同規模（180～220戸）団地では0．18戸／日であり、酒田の事

例より工期が長くかかっている。これは酒田

の場合は1ケ所に集中的に労力を投入できた　表8－6－1　施工期間と建設戸数

為である。

　今回の事例で最も施工が早いのが第3次の

324戸／日である。建設大臣の3月末までに

仮設住宅3万戸という記者発表14）に対応す

るには規格建築の供給が限界に達し、第4次

ではプレハブ住宅・外国製住宅による応急仮

設住宅供給も行われた。第3次の324戸／

日が現在の応急仮設住宅供給量のほぼ限界で

あると考える。

建設次
施工期間の

@平均
戸／日 建設期間 備考

1次． 22．30日 141．7 1／20－3／2

2次 32．69日 253．6 1／26－3／31

3次 33．59日 324．4 2／4－3／31

4次 34．07日 266．5 2／14－3／31

5次 3330日 136．6 2116－5／20

6次 47．11日 50．0 3〃－4130 外国製

7次 24．00日 95．4 3／30－5／20

計 32．43

（2）労務

　応急仮設住宅の建設に携わった作業員の数は、4月31日までに述べ264，617人・日にも及ぶ。1

戸当たりで見ると、7．4人日／戸である。図8－・6－2に施エ入数の推移を示す。第4次までの建設（計

3ユ，428戸、3月31日）以降、急速に施工にに携わる人数が減少する。これは、建設大臣の3月末

日までに3万戸という発表に符号する。

　施工組織はA社の事例では各支店・営業所の常時構成されているチーム（図8－－6－3）単位で応急仮

設住宅建設に派遣され、応急仮設住宅の建設を行った。全66支店・営業所中53支店のチームが施工を
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行った。各支店毎の施工戸数を図8－6－4に示す。

㎝
5000

㎝
鋤
㎜
ユ000

　0
2　　2　　2

月　月　月

13　17　21

日　目　日

2　　3

月　　月

25　　ユ

日　　日

月月月月月月月月月月5　　　9　　13　　17　　21　　25　　29　　　2　　　6　　10

日日日日日日B日日日

4　　4　　4　　4　　4

月　月　月　月　月
14　　　18　　22」　　26　　30

日　日　日　日　日

図8－6－2　施工人数の推移

大規模支店 4～　チーム
3～4チーム
1～2チーム

建て方　2～4人（鳶職）
内装・木工事　2～3人（大工）
電気工事　2人
屋根葺　2人（板金工）
殼備（上下7k道・ガス）　2人

阪神・淡路大震災の応急仮設住宅建設では
設備工事は各市町の指定業者が担当

図8－6－3　A社の施工組織

戸

団

　昌

題弧乱酉脅A盛血a白貴5武iF　1員立耶冨上暫喪七冨長暑職誓義告三皇弐E巨蔑叢轟昌貰‘山置霞昼宵8鑑畳口大宮真
月雷楓彊鉦戸貫血日騨翼山戸富真義月よ貫盈山翼鼠爵登‡劇謬径古i昌阪崎露露駐聖甚山昌ロ昌居山虹口九瞳‡身督夏
　　　　　　　　　　言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　周　　　　　昂

図8－6－4　A社各支店の施工戸数
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8.7 浩三雪

環在､規格建築は一般的にはリース物件として建設され それ自体リ･ユーズのシステムを持っている.

規格建築の描法は各社とも同じであるが､モジュールが異なる｡部品に関しては､阪神 ･淡路大震災の

応急仮設住宅供給のために全国の工場から部品が出荷された｡各工場とも､ラインの稼働時間の延長 ･外

注を行ったが､外注 ･稼働時間を延長して生産した部品が異なる｡社内では各工場に部品生産を振り分け

対応を行ったが､業界全体で部品の融通が行えるようモデュールの統一を行う必要がある｡通常時のシス

テムと応急仮設住宅供給のシステムは分けて考える必要はあるが､基本的には各社の構法は同じであり､製

品の差別化は部品の柄成資材 (断熱材 ･外壁材等)ではかることが可能であり､部品のオープン化を行う

ことに問題はないと考える.しかし､規格建築はリース資材である｡現在保有している住宅部品が各社の

糞産であり､一時に製品のモジュールの統一を行うことは資産を0にすることとなり現実的ではない.今

後､生産丑の何割かのモデュールを統一していくことにより､将来的に部品のオープン化を計る仕組が必

要である｡

阪神 ･淡路大喪炎の-日当たりの応急仮設住宅の供給戸数の最大は第3次 (2月4日～3月31日)の

324戸/日であった｡第4次 (2月14日～3月31日)では､3月末日までに3万戸の応急仮設住宅

を完成させるためにプレハブ住宅､外国製住宅による応急仮設住宅供給が行われた｡324戸/日が現在

の応急仮設住宅供給のほぼ限界であると考えられる｡
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<注釈>

(1)社団法人プレハブ建皐協会 (1995)r平成7年度 輿専対東業務関連糞料集j

(2)C鞘を背中合わせに2本接合した形態で.現在､日本では2社のみが生産する.

(3)童崎益無 (1989)｢災奮時の住宅復興過程に関する研究｣ 日本都市計画学会学術研究鎗文集 9i-96

(4)1995年 1月31日の兵庫県知事の記者男衷
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9．外国製応急仮設住宅の供給組織

9噛1　はじめに

　本章では・日本の応急仮設住宅供給では初めての事例である外国製の応急仮設住宅供給上の問題点・今

後の課題を明らかにする。

　調査は、外国製応急仮設住宅供給を行った11社に対し、アンケート、インタビューを行い供給上の問

題点を明らかにした。

9．2　外国製応急仮設住宅の構法・規準寸法・平面計画

　応急仮設住宅の構法・基準寸法を表9－2－1に示す。

　応急仮設住宅の構法は1）鉄骨プレハブ（パネル）、2）鉄骨プレハブ（ユニット）、3）木質プレハブ、

4）メタルサンドイッチパネル、5）2×4、　6）軽量鉄骨造の6タイプに分類できる。構法で最も多い

のは鉄骨プレハブ（パネル）である。

　モジュールは、アメリカ・カナダ製の仮設住宅では4f（1219mm）、オーストラリア・イギリス製

では1200mm、韓国製では1800rnmとなっている。構法では、ユニットによるものが現場での据

表9－2－1　構法・基準寸法

団地名 戸数 輸出国 構造方法 規準寸法

A社 西神（8） 100 米 木質プレハブ 4f
B社 西神（9） 100 加 鉄骨プレハブ（ユニット） 不明

C社 西神中央 250 韓 鉄骨プレハブ（パネル） 1800mm

D社 千代ヵ原公園 工40 加 木質プレハブ 4f
E社 ハイテク・パーク 500 韓 鉄骨プレハブ（パネル） 1800mm

F社 ハイテク・パーク 750 韓 鉄骨プレハブ（パネル） 1800mm

G社 学園都市 258 豪 メタルサンドイッチパネル ユ200mm

H社 垂水区星陵台 300 米 軽量鉄骨造（現場施工） 1829．25mm

1社 鈴蘭公園 1ユ3 米 木質プレハブ 4f
J社 藤原台（3） 144 米 2x4 不明

K社 六甲1（4） 500 英 鉄骨プレハブ（パネル） 1200mm
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え付けは2日で行われており､工期の短縮という面で評価が高い｡

平面計画は基本的に兵庫県が作成した平面に準拠しているが･各社の仕様の速いにより若干の差が見ら

れる.各社の平面構成を図9-2-2に示す.
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9.3 外国製応急仮設住宅の韓入

日 )輸送手段と輸送コスト

表 9-3-1に外国製の応急仮設住宅の輸送方法 ･輸送に必要な期間 ･国内外の運賃比率を示す｡

外国製応急仮設住宅の輸送方法をみると船便が6社､船便+航空便が2社,航空便が 1社であった｡航

重任と船便を併用した業者では急ぎの貨物を航空便でその他の貨物を船便で輸送するという手段がとられ

た｡航空便のみで蔚物を輸送したK社ではロシアの軍用機 ｢アントノフ124(AN124)Jをチャーター

し輸送を行った｡AN124は最大積載畳が 120トンという大型輸送機である｡また､K社ではトレー

ラーハウスをパッキングしタグボー トでそのまま牽引して輸送するという手段も検討されたが､応急仮設

住宅としてトレーラーハウスを使用することが認められずこの計画を断念したo輸送コス トの面で見ると

航空便を利用した場合､国内輸送料の5倍～8倍の国外輸送畳として必要であるが､船の場合･国外輸送

料は1.5-3倍程度であり国外分の輸送コストは問題は軽減される｡輸送期間でみると船便の場合､北

米から約2週間 ･韓国から3日である.航空機利用の場合と比べると北米からの場合､最長で12日の差

が発生する｡

表9-3-1 輸送方法 ･篇送期間 ,国内外の運賃比率

輸送方法 期間 (工場一日本) 道賓比率 (内 :外)

B社 舵 17日 (カナダ) 1二3 3億

D社 舵+航空偵 19日 (舵 .カナダ) 1:10船 5便､航空機 1回

E社 舵 3日 (韓国) 7:106便

F社 舵 3日 (韓国) 2:3 2便

G社 船 8日 (義) 未記入 末記入

Ⅰ社 舵 14日 (栄) 1:315コンテナ

H社 航空機+船 2日 (航空 -栄) .1:5航空機 40便､船 4便

輸送回数の回 ･任は､ ｢回｣はチャーター便 ･ r便｣は定期便を示す｡
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(2) #^RE#

部品の輔入形態 ･仕様について表9-3-2に示す｡

外国製応急促設住宅は蓑9-3-2に示しすように､7社がプレハブ (1社はユニット式でカナダで内

装も含めた組み立てを行い日本へ輸入･現場では設備工事と抱え付けだけを行った)､1社が鉄骨+外壁用

木材を輸入して現場で施工､1社が2Ⅹ4材を輸入して現場で施工するという形式で建設された｡

プレハブ7社の部材の輸入形態をみると､6社が内装材 ･設備部品以外のすべての建設部材を外国製部

材で賄っている｡Ⅰ社では屋根部品に関しては日本製品で施工を行っている｡2x4 (枠組壁紙法)で施

工を行ったJ社では､骨組み (2Ⅹ4榔 のみを輸入し､外壁材 ･断熱材･屋根材等は日本製で施工を行っ

た｡軽盈鉄骨造のH社では､軸組み用鋼材 ･外壁用村をプレカットせずにアメリカから輸入し､現場で施

工を行った.

内装材については､壁面11%･床22%･バス56%･天井 11%･キッチン44%･収納 33%.カー

テン56%で日本の製品が使用されていた｡内装材における日本製品の使用率は38%であった｡バスタ

ブはアメリカ製を使用した業者では､有までつかる日本式のバスタブがアメリカには少なく､大型のバス

タブを設置した｡バス､キッチンユニットに日本製の割合が高いのは外国製部品が日本の部品認定制度を

クリアできない場合が多かったためである｡

表 9-3-2 部品の輸入形態 ･仕様

工法 輸入部品 内装材 壁面 床 バス 天井 キッチン 収納 カーテン

B社 プレハブ すべて 輸入 輸入 輸入 輸入 輸入 輸入 輸入

D社 プレハブ すべて 輸入 輸入 日本 輸入 輸入 輸入 日本

E社 プレハブ すべて 輸入 日本 日本 輸入 日本 日本 輸入

F社 プレハブ すべて 輸入 輸入 日本 輸入 日本 日本 輸入

G社 プレハブ すべて 輸入 輸入 日本 輸入 日本 輸入 日本

H社 鉄骨現場施工 躯体 輸入 輸入 輸入 輸入 輸入 輸入 日本

Ⅰ社 プレハブ 躯体 輸入 日本 日本 輸入 日本 日本 日本

J社 2Ⅹ4 躯体 日本 日本 日本 日本 日本 輸入 日本
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9.4 外国製応急仮設住宅の施工

日 )工期

外国製応急坂設住宅の発注-完成までの期間は4次分では52日､6次分は60日に設定されている｡外

国製の応急佼設住宅はリー ドタイムを含めた期間で考える必要がある｡実際の外国製仮設住宅供給のタイ

ムスジェジュールを表9-4-1に示す｡発注から完成までの期間は平均で57日､第 1便の出荷までの

工場生産が平均18日､部品が到着してからの日本での施工期間が27日であった｡今後の外国製仮設住

宅を輸入する場合､船便を使用して輸送を行うことを前提とすると､平均で発注から完成の期間-工場生

産 18日+輸送 19日+部品施工27日-64日程度を予定する必要があると考える｡

蓑9-4-1 外国製仮設住宅供給のタイムスジェジュール

恒 ^掬 検討開始 見稚り 発注 工場第 1億出荷 日本第 1便到着 現場第 1便到着 現場到着最終便 工事完了

B社 1994年 1月中 2月初め 3月初め 3ノ20 4/5 4/5 4/30 4/30

D社 総合商社 ユノ31 2/ユー 3/3 3/28 4/15 4/16 4/26 4/30

E社 初めて 2/17 3/2-3ノ8 3/8 3/18 3/20 3/25 4/ユ0 4/30

F社 初めて 2/15 2/20-2/25 3/4 3/20 3ノ22 3/24 4/10 4/30

G社 初めて 3/10 3/1 0-3/30 3/15 4/10 4/17 4/19 4/30 4/30

l社 1990年 2/10 2/25-3ノ1 3/3 3/ユ6 3/29 4/3 4ノ18 4/30

H社 検討中 1/未 不明 不明 不明 3/3 3/4 3/214月中旬

(2)労務

表 9-4-2に示すように施工に関しては､9社中6社で常時､施=を依頼している業者に俵緒してい

る｡しかし.H社のようにアメリカの建設労働者のユニオンに労働者の派遣を俵顛し､施工を行った例も

ある｡また.K社では神戸港が被害を受けたため仕事がない港湾労働者で施工を行った｡

輸出元からの技術者の派遣は全社で行われた｡派遣期間は各社とも基礎工事終了後約 1カ月程度であっ

た.
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労務で点も 問題となったのは･外国人労働者のピザの問題である.各社ともボランティアで建設に従邸

するという形式で対処した.

応急仮設住宅の施=は･各社共､何=区かに分割し工程表を作成し､施工を行う予定であったが､資材

の到着 ･人員の確保等で様々な問題が発生し､届いた資材から順に施工が行われ､=程裏通りに施=は行

われなかった会社が多かった.=程が分かるI工務店 ･F建設 ･J建設興業の工程表を記載する｡(表9-

4-3)

作業員の宿泊については､建設中の仮設住宅に宿泊した会社が3社､作業員用の仮設住宅を建設した会

社が 1社､ホテル ･自宅から通勤した会社が3社､マンションを借り上げた会社が1社､自宅から通勤し

た会社が 1社であった｡

表 9-4-2 労務

施行業者 常時 通常時の職業 技術者派遣

B社 B建設+輸出元 ○ 建設業 カナダで組み立て

D社 関連会社 ○ 建設業 2人

E社 L建設 ○ 建設業 1人

F社 M建設 >( 建設業 3人

G社 N建設 × 建設業 3人

H社 アメリカのユニオンからの労働者 × 建設業 2人

Ⅰ社 下請け20社 ○ 建設業 10人

J社 4社 O. 型枠大工 2人

表9-4-3 工程

会社名 戸 数 基礎工事 建て方 木工 .内装 設備 外捕 完成

F社 750 3/4-3/20 3/214/20 3/31-4/20 3/31-4/20 4/10-4/25 4/30

Ⅰ社 113戸 3/20-4/15 4/3-4ノ20 4/8-4/29 3/23-4/29 4/30

J社 144戸 48戸 3/15-3/19 4ノ5-4/15 4/8-4/18 3ノ9-4/28 4/29-5/1 5/260戸 3/19-3r24 4/ll-4/21 4/15-4/25 3/9-4rZB 4/29-5ノ1 5/2
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9.5 契約

県と契約を結んだのは3月始めから､7月までと幅がある｡一方､輸出元との契約は3月～4月の間

に済ませており､県との契約の間に開きが有る｡また､費用の支払いも輸入元への支払いと､県からの支

払いの間にかなりの期間があり､この間の金利を輸入を行った業者が負担せざるをえなかった｡契約に関

する西欧緒国との考え方の違いが応急収設住宅の輸入の上で大きな問題となっている｡

9.6 結語

外国製応急仮設住宅の構法は､鉄骨系と2×4材による木質系に分類される｡モジュールは輸出国によ

り異なるが問題とはなっていない｡

輸送に関しては､船便で部材の輸送を行った会社が最も多い｡輸送コストの面では､船の場合､国外輸

送料は国内輸送丑の1.5-3倍程度でありそれほど問題となっていない.

部材に関してはバス ･キッチンという設備部品は日本の製品を使用する例が多い｡これは､日本の設備

部品の認定制度を外国製部品が通ることが国選であったためである｡

工期に関しては､阪神･淡路大震災の応急仮設住宅供給では発注-完成までの期間は4次分では52日､

6次分は60日に設定されていた｡外国製の応急仮設住宅掛｣-ドタイムを含めた期間で考える必要があ

る｡今回の応急仮設住宅供給の場合､平均で発注から完成の期間-工場生産18日+輸送19日+部品施

工27日-64日かかっている｡

施工はほとんどの会社が日本の施工業者で行ったが､アメリカの建設労働者のユニオン.神戸の港の港

湾労働者に施工を俵頼した会社もあった｡また.輸出元からの技術者の派遣は全社で行われた｡

外国製応急仮設住宅供給の問題点として設備部品の認定制度 ･設備部畠の規格の適い.外国人就労の問

題が挙げられる｡
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10.結論

10･1 応急仮設住宅供給の最初の事例

関東大震災の義援金で大正13年に内務省社全局の外局として設立された同澗会は､関束大震災後の｢バ

ラック｣から恒久住宅への移行期の住宅として ｢仮住宅｣を建設した｡｢仮住宅｣の居住者には ｢同澗会普

通住宅｣への優先入居権が与えられていた｡内務省社会局は昭和 13年に厚生省となる｡現在も応急仮設

住宅は厚生省が管轄しており ｢同潤会仮住宅｣は応急仮設住宅供給の最初の事例として位置づけることが

できる｡

｢同潤会仮住宅｣は7カ所､計2158戸建設された.｢同潤会仮住宅｣の建築タイプは､平面柄成が8

畳+便所+土間+ ミセ (店舗)で規模が7.5坪のタイプと､前記の平面構成でミセ (店舗)無しで規模

が5.5坪のタイプ,であった｡r同潤会仮住宅｣では家矧 ま有料 ･光熱敷 くみ取り掛 ま無料であった.

住宅地には託児所 ･授産所 ･仮設浴場 ･診療所も付設された｡

｢同潤会仮住宅Jの入居率は､80%以上の入居率を達成できたのは3カ所のみであり､郊外に建設され

た団地では入居率が低かった｡

同潤会仮住宅事業では託児所､授産所､浴場といった施設経営に加えて､老病者の救護､保健婦の巡回､

職業紹介､融資といったソフト面での居住者のサポートも行われた｡また､店舗付仮住宅 ,授産所を設酔

し居住者の収入の途を開いていた｡しかし､授産所に関しては毎月の平均工演が一人当たり5円程度で､家

宜にも満たず授産所からの収入だけでは生活することはできなかった.

｢同潤会仮住宅｣は当初､1年4カ月の入居期間を予定していたが､最後に撤去を完了したのは3年7カ

月後であった｡また､撤去せずに町村や各種団体へ移管された仮住宅地もあった｡

応急仮設住宅の最初の事例である ｢同潤会仮住宅｣は､建物としてはバラックとほとんど変わりのない

低質なものであったが､託児所 ･授産所といった福利厚生施設も同時に設思され.居住者の立場を考えた

住宅として計画されていた｡｢同潤会仮住宅｣の計画思想は現在の応急仮設住宅より進んでいた｡

10.2 応急仮設住宅の供給思想の変遷

同潤会は昭和 14年に解散し.昭和 16年には住宅営団が設立されるが､同澗会は関束大喪災以降､仮
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住宅を供給するこはなく,厚生省が応急仮設住宅供給は行うようになる｡しかし･同潤会以降の戦前の応

急仮設住宅の供給思想は不明である｡

1)戦後間もなくから1960年代までは住宅が圧倒的に不足しており､国は､応急仮設住宅がスラム化

することを恐れ応急仮設住宅供給に消極的である｡

2)1970年頃を境に応急仮設住宅供給に消極的な思想は無くなるCこれを設置基準との関係で見ると､

1972年 (昭和42年)から供与の趣旨が ｢小屋掛け程度の庵く簡単な住宅を設超し｣という表現が ｢簡

単な住宅を仮設し｣という表環に改められる｡

3)1991年～1995年にかけての雲仙､奥尻.阪神 ･淡路の応急仮設住宅供給が戦後における第2

の大きな転換点である.国は希望者全員に応急仮設住宅を供給するようになり､さらに使用期間が2年を

超えるようになっている｡

これまで応急仮設住宅-｢応急居住空間｣供給は社会救護の一部と位置づけちれ､供給対象は ｢自らの

磨力では住宅を確保することができない者｣とされてきた｡しかし､雲仙普賢岳の噴火災害以降､応急坂

設住宅供給の位恕付け実際的には社会的弱者のみを対象にした社会福祉的な位置づけから､全ての被災者

を対象としたものに変化してきている｡設軒基準との関係で見ると､現在の応急仮設住宅供給では｣､設直

期間 ･設置費用 ･入居基準について特別基準で対応している.これは､現在の設置基準が実際の供給状況

に合っていないことを示している｡阪神 ･淡路大震災後の ｢応急居住｣の状況をみると､応急仮設住宅に

入居せず､自ら仮設住宅を建設する者も多く見られた｡応急仮設住宅供給が被災者全員を対象としたもの

に変化してきているにも関わらず､自力での ｢応急居住空間｣確保に対しては何等､公的支援がないとい

うのは公平ではない｡国は全被災者を対象に r応急居住空間｣確保に公的支援を行う必要がある.応急仮

設住宅の供給思想は時代状況に応じて変化してきた｡阪神 ･淡路大震災の事例を教訓にして､現在の状況

に合うように ｢応急居住空間｣の供給制度を抜本的に改正する時期に来ている｡

同潤会仮住宅 (1924)から新潟地震 (1964)までは､部屋数は1部屋で面積は5坪のままで変

化がない｡しかし､戦前の鳥取地震の事例では ｢応急居住｣対策として､応急仮設住宅単一による対策で

はなく.家屋の補強修乳 自力建設による仮住宅等の多様な対策が執られていた｡その後､一宮町の仮設

住宅 (1976)では､部屋数は2部屋 ･面積は7坪の応急仮設住宅が供給され､沖永良島 (1977)以

降い奥尻島 (1993)までは居住人数によって型別供給が行われた｡

建物の規模の面だけから見ると阪神 ･淡路大震災 (1995)の8坪の単一平面は､1970年代の水

準に後退している.これは.供給対象が ｢入居希望者全員｣と変化してきていることに関係がある.阪神 ･

淡路大震災のように5万戸近い応急仮設住宅を供給する場合､入居希望者のニーズを調べ､型別供給を行
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うことに無理がある｡被災者全員の ｢応急居住空間｣に対して何らかの公的支援を行う場合､応急仮設住

宅単独の ｢応急居住空間J供給ではなく､自力建設の仮設住宅に公的補助を行う､被災住宅の応急健理を

公的に行う･震災復興として行われる都市計画事業の事業用仮設住宅を活用する等の多様な対策が必要に

なる｡また.全ての被災者を対象に ｢応急居住空間｣に対して公的支援を行う場合､｢応急居住｣のためだ

けに補助を行うのは無駄が多い.r応急居住空間｣を災審復興の第一段階と位固づける必要がある｡

10. 3 応急仮設住宅の r茸｣の問題

∩ )r住宅｣の中での位置づけ

戦後の日本の住宅の変化と応急仮設住宅の変化を1)平面計画･居住水準､2)柄法の面から比較し､応

急仮設住宅の､戦後の日本の住宅の中での位置づけを明らかにする.

1951年には戦後の住宅の平面構成に多大な影響を及ぼしたダイニングキッチンを持つ51C型標準

設計 (12坪､2DK)が発蓑される｡1955年には日本住宅公団が発足し､ダイニングキッチンを持

つ住宅が全国に多く建設されるようになる｡しかし､厚生省の管轄する応急仮設住宅には､ダイニングキッ

チンは設野されず､貧困者救済的意味合いの強い一部屋のみの住宅が供給きれ続ける｡また､1970年

代から規模の面では2部屋になり､風呂も住戸内に併設される.柄法は1960年代後半に (最初に確認

できる例は1976年の一宮町の応急仮設住宅)大きく変化し､これまでの木造から軽丑鉄骨プレハブ迄

になる｡耕法がプレハブに変化した後は,住まい方よりもむしろプレハブのモジュールが優先された平面

計画が行われるようになる｡応急仮設住宅に関しては平面計画よりも構法が､居住者の立場より供給が優

先されてきた.すなわち､これまで応急仮設住宅は ｢施設｣であって r住宅｣とは見なされて来なかった

のである｡

(2)居住水準

1986年度の第5期住宅5カ年政策以降､建設省では ｢最低居住水準｣という言集用いられ､r最低居

住水準｣に関する基準が定められている｡建設省の定める ｢最低居住水準｣は､職後の日本の住様式の近

代化指針として用いられてきた食寝分離と就寝分離を根拠としている｡

応急仮設住宅の居住水準を見ると､雲仙の2+Kタイプの応急仮設住宅の52･5%､3+Kタイプの応
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急仮設住宅の29.7%.奥尻の2十Kタイプの応急仮設住宅の20･9%で食寝分離が成されていない｡

現状の応急仮設住宅は建設省の定める ｢最低居住水準｣どころか､食寝分離さえできない居住水準にあ

る｡短期間のみの居住空間である応急仮設住宅にどこまでの居住水準を求めるべきかという問題がある｡し

かし,現在の応急仮設住宅の居住期間を見ると3-4年間の居住が一般的になっており､最低限,食寝分

離が行える居住水準にする必要はある.

食寝分離可能な居住水準を平面計画から見ると､応急仮設住宅供給の中心となる ｢8-9坪｣の規模の

場合､3人 (夫婦+子供1人)までなら食寝分離は可能である｡アンケート結果では雲仙の場合､応急仮

設住宅の満足度が<不満>に転じる平均居住人数は3.1人であり､居住者への調査結果からも2+Kタ

イプで3人までが望ましい居住人数であると考える｡

(3)住性能について

雲仙での調査によると､収納､風呂､部屋数､玄関､遮音性､断熱性について不満が多い｡奥尻では遮

音性､収納､風呂､玄臥 部屋数についての不満が多い｡奥尻の場合､十分な断熱工事が行われたため断

熱性に関する不満は比較的少なかった｡阪神･淡路大震災でも規格建築により供給された応急仮設住宅の

場合は､断熱性 ･遮音性 ･浴室 ▲玄関といった項目に不満が大きい｡現在の応急仮設住宅の住性能に関す

る問題点は､断熱性 ･遮音性 ･浴室 .玄関にある｡

住性能に的する不満を日本人の住様式に起因するものと､住宅の梯道に起因するものに分類する｡

平面図からも明らかなように､玄関には靴脱ぎは無く.浴室は狭小である｡玄関､浴室に関する不満は

日本人の住様式を無視した平面計画に起因するものである｡

現在,応急仮設住宅供給の中心となっている建物は､通常時は現場事務所として利用される ｢親格建築｣

であり､｢住む｣という用途には適さないものである｡阪神 ･淡路大震災では規格建築に加えて､プレハブ

住宅･外国製の住宅の応急仮設住宅も供給された｡住性能に関する満足度は規格建築による応急仮設住宅

に比べて格段に高い｡

また､収納の問題は深刻である｡噴火災害のような家財道具を搬出できた災啓の場合では特に顕著であ

り､現在の家財道具の多い住生活に対応できるだけの収納スペースは要求される｡
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10.4 供給システム

日 )供給システム

兵庫県は.公的供給による ｢応急居住空間｣の必要戸数は当初6万戸と算定し､応急仮設住宅3万戸､

公営 ･公団住宅の暫定入居3万戸で供給する計画を行った｡実際の ｢応急居住空間｣供給は､応急仮設住

宅48,300戸､公団 ･公営住宅の暫定入居が12,⊥000戸であった｡

応急仮設住宅の設恋は､厚生省の規準では ｢都道府県知事が自らの責任で行うのが原則である｣とされ

ているが､兵庫県では条例により市町村長の委任兼務とされていた｡しかし､阪神 ･淡路大震災の際は被

害地域が広域に渡るため兵庫県が中心的に応急仮設住宅の建設を行った｡

応急仮設住宅供給は10次に分けて行われ､建設次･建築タイプにより発注方式が異なる｡1次-3次

は.プレ協 (規格)が一括して受注し各社に振り分ける方法で供給された.しかし､3月31日までに3

万戸の応急仮設住宅を完成させるには規格建築の供給丘が限界に達したため､4次では規格建築による供

給をプレハブ住宅 ･外国製住宅が補完する形で供給が行われた｡また､供給が一段落した7次以降は一般

入札による業者の選定が行われ､第9次では神戸市が発注を行った｡

=事管理は､兵庫県 ･神戸市 ･大阪市 ･大阪府､住都公団が行った｡また､住都公団は阪神 ･淡路大震

災後の居住環境復興に大きな役割を果たしている.応急仮設住宅の入居者選定 ･管酎 ま各市町が行ってい

る｡

応急仮設住宅の契約は､1)リース契約 (撤去費込)､2)買取 (撤去費用含まず)の2種類がある｡兵

庫県分では54%がリース､46%が買取であった｡

建築生産に関しては半年間で5万戸という応急仮設住宅を供給する能力がある｡しかし､現行樹度では

阪神淡路大震災のように公的に大量の ｢応急居住空間｣供給することは想定されておらず住戸 ･用地 ･入

居者管理計画を含む総合的な供給システムが構築されていない｡そのため､郊外の応急仮設住宅では入居

希望者が少なく空き家が目立つ･高齢者ばかりの応急仮設住宅団地がある ･高齢者の孤独死が顕在化する

等多くの問題が発生した｡建築生産だけではなく､住戸 ･用地 ･入居者管理まで含めた総合的な供給シス

テムを構築する必要がある｡

現在,応急仮設住宅供給は各都道府県単位で行われており阪神 ･淡路大震災の嘩験を活かすための仕組

みが無い｡そこで注目すべきは住宅 ･都市整備公団 (以下住都公団)である｡

住都公団は通常時も住宅供給を建設から入居者管理まで一貫して行っている｡さらに北海道 ･束北を除

く各ブロック毎に支社を持っている｡応急仮設住宅をの総合的な供給システムを構築する､全国の災審後
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の住宅供給の経験を蓄積してゆ(､という面から住都公団が自然災害接の住宅復興の技柿を集約し､災害

後､技術的に地方公共団体の住宅応急 ･恒久対策のサポー トを行う積関になる必要があると考える｡

(2)規格建築の生産組績

規格建築は通常時は建設現場事務所として利用される建物である｡規格建築は一般的にはリース物件と

して供給され､それ自体リ･ユーズのシステムを持っている｡

規格建築の耕法は各社とも同じであるが､モジュールが異なる｡部品に関しては､阪神 ･淡路大震災の

応急仮設住宅供給のために全国の工場から部品が出荷された｡各=場共､ラインの稼働時間の延長 ･外注

を行ったが､外注.稼働時間を延長して生産した部品が異なる｡各社内では各工場に部品生産を振り分け

対応を行ったが.業界全体でも部品の融通が行えるようモデュールの統一を行う必要がある｡通常時のシ

ステムと応急仮設住宅供給のシステムは分けて考える必要はあるが､基本的には各社の構掛 ま同じであり､

製品の差別化は部品の柄成資材 (断熱材 ･外壁材等)で計ることが可能であり､部品のオープン化を行う

ことに問題はないと考える｡しかし､規格建築はリース資材である｡現在保有している住宅部晶が各社の

資産であり.一時に製品のモジュールの統一を行うことは資産を0にすることとなり現実的ではない｡今

後､生産丑の何割かのモデュールを統一してい<ことにより､将来的に部品のオープン化を計る仕組が必

要である.

阪神 ･淡路大震災の一日当たりの応急仮設住宅の供給戸数の最大は第 3次 (2月4日～3月31日)の

324戸/日であった.3月31日までに3万戸の応急仮設住宅を完成させるには規格建築の供給量が限

界l二速したため､第4次では規格建築による供給をプレハブ住宅 ･外国製住宅が補完する形で供給が行わ

れた｡324戸/日が現在の規格建築単独による応急仮設住宅供給のほぼ限界であると考えられる｡

(3)外国製住宅の供給組織

外国製応急仮設住宅の構法は,鉄骨系と2×4材による木質系に分類される｡モジュールは輸出国によ

り異なるが問題とはなっていない｡

輸送に関しては､船便で部材の輸送を行った会社が最も多い｡輸送コストの面では､船の場合､国外輸

送料は国内輸送丑の1.5-3倍程度でありそれほど問題となっていない｡

部材の輸入形態をみるとバス ･キッチンという設備部品は日本の製品を利用する例が多い｡これは､日

本における設備部品の認定制度を外国製品では通ることができなかった為である.
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阪神 ･淡路大震災の応急仮設住宅供給では発注-完成までの期間は4次分では52日､6次分は60日

に設定されていた｡外国製の応急仮設住宅はリードタイムを含めた期間で考える必要がある｡今回の応急

仮設住宅供給の場合､平均で発注から完成の期間-工場生産18日+拍送l9日+部品施工27日-64

日かかっている｡

多くの会社が日本の施工業著で施工を行ったが.アメリカの建設労働者のユニオン､神戸の港の港湾労

働者に施工を依頼した会社もあったDまた､輸出元からの技術者の派遣は全社で行われた｡外由人労働者

の就労については､日本の就労ピザの取得が困難であることが問題となった｡

10.5 結語

応急仮設住宅の現状は､居住水準は食寝分離さえできない水準であり､住性能も遮音性 .断熱性といっ

た最低限の住性能さえ満たしていないものである｡｢国連人相規約｣には ｢住居に関する権利｣という条項

があり.国連社会権委員会の一般的解釈は､｢この権利が他のすべての社会権享受の中心であり ｢住居｣は

単なる頭上の屋根ではなく,安全 ･平穏が保たれた人間としての尊戯を持って生活できる場所を得る権利

であり､｢相当｣な住居とは調理 ･暖房用のエネルギー､衛生･洗濯等の設備､居住性一充分な空間 ･物理

的安全性 (過密による病気からの安全性)を備えたものでなければならない｣(1)とされる｡応急仮設住宅

の居住環境はNGOの調査団により国連人権規約に抵触するおそれがあるとされた.

応急仮設住宅はこれまで ｢住宅｣ではなく ｢施設｣と見なされてきた.応急仮設住宅供給は社会救護の

一部と位匿づけちれ､供給対象は｢自らの糞力では住宅を確保することができない者｣とされてきた.従っ

て現行制度では阪神淡路大震災のように公的に大愚の r応急居住空間｣供給することは想定されておらず

供給システムが捕集されていない｡生産に関しては阪神 ･淡路大震災の事例で明らかにしたように半年間

で5万戸近い住宅を供給することが可能であった.しかし､計画に関しては何等考慮がなされず､僻地に

作られたため入居者が少ない､高齢者の孤独死が発生するなど多くの問題点を引き起こした｡

阪神 ･淡路大震災後の ｢応急居住｣の状況をみると､応急仮設住宅に入居せず､自ら仮設住宅を建設す

る者も多く見られた｡応急仮設住宅供給が被災者全員を対象としたものに変化してきているにも関わらず､

自力での ｢応急居住空間｣確保に対しては何等､公的支援がないというのは不公平である｡全被災者を対

象に r応急居住空間｣確保に何らかの公的支境を行う必要がある｡また､全ての被災者を対象に ｢応急居

住空間｣に対して公的支援を行う場合､｢応急居住｣のためだけに補助を行うのは無駄が多く､r応急居住

空間｣供給を災書復興と一連の対策として実施する必要がある｡

109



全被災者を対象に ｢応急居住空間｣を供給する場合､応急仮設住宅単独による供給ではなく住宅の応急

修理,災審復興として行われる都市計画事業の事業用仮設住宅の利用､民間賃貸住宅の利用､自力建設の

仮設住宅に対する公的補助といった多様な方法を用いた供給が望ましい｡応急仮設住宅供給に関しては､建

築生産に重点をおいた供給ではなく居住者の立場に立った供給システムの柄築する必要がある｡

全被災者を対象に ｢応急居住空間｣確保に何らかの公的支援を行う場合､現在の日本の脱藩援助に対す

る考え方が問題となる｡日本の災害援助に対する基本的考え方として ｢災害被災者への個人補償はしない｣

という大原則があり､被災した住宅の復興に対して何等､国は補償を行わない｡全国から集められた義援

金がその替わりに被災者に分配されるのである｡被災した住宅に対して何等､個人補償が行われないのは

住宅が ｢個人財産｣であると考えられているためである.住宅が個人財産である故に､自然災害後も国は

個人保障を行わないのである｡

｢応急居住空間｣を災害復興の第一段階と考えて､公的支境を行う場合､住宅を ｢社会資本｣ではなく｢個

人財産｣とする現代の日本の住宅に対する基本的な考え方が問題となってくる｡

(注釈)

(目 玉十嵐敬音他 r緊急共同提言 人権復興のまち･神戸をつ<ろう｣r世界J IO月号
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付録 今後の ｢応急居住空間｣ 整備システム

1.今後の ｢応急居住空間｣の整備手法に関する試論 (l)

今後の応急仮設住宅への指針としては､第1に応急仮設住宅の供給戸数を最小限に留めることが挙げら

れる｡被災者の恒久的な住宅復興までの仮の住まいには､応急仮設住宅だけでなく多様なメニューを利用

することを考えるべきである｡現行制度の枠組でも下記のようなメニューが考えられる｡

1)住宅応急修理制度 :災害救助法には住宅の応急修理に関わる制度もある｡現在の規定では､295､0

00円 (平成 1年)であるが､金額の見直し･利用条件の緩和により現状にあった制度とし､応急修理に

より仮の住まいを手当てする.阪神 ･淡路大震災では､修理すれば仮の住まいと成り得た住宅も､住宅の

撤去費が無料であったために取り壊されてしまった例が多く見られた｡

2)事業用仮設住宅 :災害による被害が甚大であった地域には災害復興事業として､市街地再開発を含め

様々な制度の復興事業が行われる｡そういった制度内の仮設住宅の制度を利用して地域型の仮設住宅を建

設する｡

3)民間の賃貸住宅の利用 :1994年のノースリッジ地震では､応急仮設住宅は建設きれず､家賃補助

制度により仮の住まいが供給された｡これは､景気の後退によりロサンゼルス近郊に多くの空き家が存在

したことにもよるが､家賃補助制度を利用した仮住いの供給制度は日本でも検討されるべきである｡

4)自力建設の仮設住宅に対する補助制度

1)～4)が利用できない時､始めて現在のような応急仮設住宅が検討されるべきであると考える｡

また､上記のような仮住い供給を考える場合には､供給システムも同時に整備されなければならない｡

現在の r応急仮設住宅｣供給では､｢心理学的問題｣は全く考慮されておらず､後追い的にカウンセラー

が応急仮設住宅団地を巡回する等の措母が執られているが､｢住宅｣が被災者の心のケアを行う手法がある｡

雲仙の事例 (2)で明らかにされているように ｢新たな環境の捕集に参加｣することが.被災者の心のケア

で大きな役割を果たす｡

住宅に被害を受けて被災した人々は､今後の住宅の目処もないまま避難所での生活を余偶な(され､将

来の生活に対して不安を持ったまま避難所での生活を送らなければならない.｢新たな環境への構築｣に参

加できるように避難所内で復興委員会を各地域毎につ(り､そこで､仮の住まいを含め今後の住宅計画に

ついて話しあり､その結果を各地域の委員会毎にまとめて.各市町村に前記1)～4)で必要な斜度を申
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諦するようなシステムを考える‥

多様な ｢応急居住｣対策を実施する場合､応急仮設住宅の供給戸数が阪神 ･淡路大震災のように膨大に

なることはなく,きめ細かな対応を実施することが可能である｡応急仮設供給に関して考慮するべき点は､

1)居住期間を建設前に想定､2)居住者のプロフィールである｡応急仮設住宅供給に関しては以下のよ

うな対策が執られるべきである｡

1)一時居住用と中期居住用の応急坂設住宅

阪神･淡路大震災の例でも半年程度で自宅を再建し応急仮設住宅を離れる人が有る一方で､全く住宅再

建の目処が立たない人も居る｡前者のような人に対しては ｢一時居住用｣(6カ月～1年)の応急仮設住宅

をリサイクル可能な ｢規格建築｣で供給する｡後者のような人に対しては ｢中期居住用｣(3年～5年)の

応急仮設住宅を ｢プレハブ住宅 ･外国製住宅｣で供給する.

2)店舗 ･工場併用応急仮設住宅

同潤会の仮住宅では店舗併用住宅 ･授産所といった施設も計画された.阪神 ･淡路大震災の応急仮設住

宅では､商店経営者が従前の場所で商店を再開する為､地元を離れられない､逆に郊外の応急仮設住宅団

地では近隣に商店が無い等の問題が発生､更に入居希望者を減少させる事態となった｡神戸市長EEI区では

以前からゴム靴製造が盛んであった｡震災で大きなダメージを受け､近隣に仮設工場団地が建設されたが

用地確保の問題から設潜戸数は限られ､入居希望者に対して十分な戸数を確保することができていない.ま

た,ゴム靴工場に勤務する人は交通費の関係から郊外の仮設住宅に移住することができずにいる｡郊外に

仮ゴム靴工場と一体となった応急仮設住宅団地を計画する案も考えられる｡

3)コミュニティーセンターとしての銭揚

応急佐設団地を新たに計画した場合.各団地のコミュニティー組織作りが重要な課題となる｡近隣の住

民とコミュニケーションを保つ手段として､各住宅に小さな浴室を設遼せずに共同浴場を設置することも

考えられるべきである｡

2･阪神 ･淡路大農災の応急仮設住宅に対する指針

阪神･淡路大震卿 こ際し行った応急仮設住宅供給には､これまで述べてきたように様々な問題点が指摘

される｡しかし､現在すでに49,861戸もの応急仮設住宅がすでに建設されている｡

応急仮設住宅の使用期限は2年とされているが､雲仙 ･奥尻の事例共､2年を越えての使用が為されて

きた｡キャサリン台風 (1947年)時に建設された応急仮設住宅が 1980年代まで使用されていた例 (3)ち
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ある｡また､r特定非常災害被災者権利利益特別措匝法｣により2年を越えての利用が可能になった.今回

の応急仮設住宅も阪神間の低家賃の住宅がほぼ壊滅的な被害を受けた現状を見ると.長期に渡って使用さ

れる事例が数多く発生すると考えられる｡また､撤去に対しては同潤会仮住宅の事例で明らかにしたよう

に多くの困蓮が伴うと考えられる｡今後の応急仮設住宅居住に関する指針を考えておくことは誼要である｡

今回建設された,応急仮設住宅の将来構想を考える上で考えるべきポイントは､1)コミュニティーの

問題､2)立地条件の2つである.

1)現在､応急仮設住宅団地では既に新たなコミュニティーが形成されはじめている.新たに建設され

る災害公営住宅に再び移住するならば､震災前のコミュニティー-応急仮設住宅のコミュニティー -災害

公営住宅のコミュニティーというように､震災後､2度もコミュニティーを形成しなければならないとい

う事達が発生する｡

2)現在､建設されている応急仮設住宅は立地条件により郊外型と市街地型に分類される｡市街地型住

宅は震災以前から緑地が少ない都市部に建設されており､都市計画的観点からも2年-3年後に撤去され

ることが望ましいが､郊外型の仮設住宅については､周辺に未利用地 ･公園が多く存在する｡

以上のことを勘案すると､郊外型の応急仮設住宅については､住性能を向上させ､共用施設を充実させ

ることにより､災審公営住宅として整備していく方針が望ましい｡雲仙の事例においても木造の応急仮設

住宅は､改装され公営住宅として利用されている例がある｡具体的には､郊外に位暦するプレハブ住宅 ･外

国製住宅による応急仮設住宅は災害公営住宅として5-10年程度利用していく方策が考えられるべきで

ある｡
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<注釈>

(1)奉献静は､牧 紀男他 (1996)｢応急仮設住宅の集鰻と被災者住宅の県展j r特別研究 阪神 ･艶路大喪

炎から1年 一建築および都市の防災性=場へ向けて1 日本建築学会 91-91を加峯 ･修正したものである｡

また.蕃提言は日本建築学会兵庫県帝都地震特別研究重点会 ｢5.災専時の対応行動と連発に関する計画のあり方｣

r建築および都市の防炎性向上へ向けて -阪神 ･淡路大震災での教訓を踏まえて-J 15-18にも一部､採

用されている｡

(2)三浦研他 (1996) ｢雲仙普茸岳噴火災啓に伴う災害復興住宅への生活拠点移動に関する研究 一自然災書

を起因とする費境移行研究 その1-｣ 日本建築学会計画系飴文集 乗4185号 P87-96 P95

(3)内田杜造 (1995)｢住宅 ･住尭境の再建｣ 都市問題 1995年8月号 第86巻第8号
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